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第１４日目（３月１７日） 

○議   長（峠 佳一君）  おはようございます。延会前に引き続き本会議を再開いた

します。 

○議   長  ただいまの出席議員数は２８名であります。これから本日の会議を開きま

す。 

なお、笠原喜一郎君より通院治療のため１時間ほど遅刻の届が出ております。また、角谷

英一君より入院治療のため欠席ということでございます。それから副市長より国際情報高校

卒業式出席のため午前中欠席の届、それから水道事業管理者より六日町高校卒業式出席のた

め午前欠席の届が出ております。これを許します。 

（午前９時３０分） 

○議   長  本日の日程は第８号議案 平成２１年度南魚沼市一般会計予算の歳出の審

議を続行いたします。 

○議   長  ここで私の方から発言をさせていただきますが、昨日の議会運営委員会に

ついての報告がございます。この度の一般会計予算の審議についての検討がなされました。

まず、議員に対します注意事項として聞いていただきたいのですけれども、決して発言を控

えてくださいということではありませんので誤解しないようにしていただきたいのですが、

簡潔明瞭な質疑といたしまして質疑に徹してもらいたいと。簡潔明瞭にして質疑に徹してい

ただきたいと。あまり意見に走らないようにしていただきたいということでございます。 

 また二つ目といたしましては、前に出た質問、前者が出した質問をまた聞く議員がおりま

すけれども、同じ質問を繰り返さないようにしていただきたいと思います。 

それから発言をしようという議員につきましては「議長、何番」ということを、はっきり

声を出して言っていただきたいと思っております。 

また、市長はじめ執行部の皆様方に次のことをお願いいたします。 

まず一つといたしまして、説明につきまして簡潔明瞭にしていただき、テンポよくやって

いただきたいということでございます。また、答弁は長くならないように心がけていただき

たいと。簡潔明瞭にしていただいて、質問以外のことはあまり触れないようにしていただき

たいというようなことでございます。 

以上のことが議会運営委員会の一致したご意見でございましたので、よろしくお願いをい

たします。私からは以上でございます。 

○議   長  ここで財政課長より発言の申し出がございますのでこれを許します。 

○財政課長  貴重な時間申しわけありません。昨日市長から２０年度の特別交付税につい

て情報提供があったわけですが、その際ちょっと担当の私どもの方で、あげる資料に誤りが

ございまして、交付額そのもの１０億６,３１７万円はいいのですが、前年度比につきまして

前年のとらえ方がちょっと錯誤がございました。結果的に前年より４９５万７,０００円の増

額。マイナス２,０００万円云々というふうに申し上げたかと思いますが、ちょっと誤りがご

ざいまして、前年比４９５万７,０００円の増だったということで訂正をさせてもらいます。
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以上です。 

○議   長  はい。それでは民生費に対する質疑を続けます。ちょっと待ってください。

なお、昨日の質疑者は１６番議員を始め、５番、２８番、１０番、１１番、１３番、６番、

１２番の方々はやっておりますのでよろしくお願いをいたします。 

○笛木信治君  １点お願いします。９９ページですけれども、真ん中ほどに在宅要介護高

齢者家族手当というのがありますが、これは在宅で介護している方の支援ということであり

ます。４３５万円というのは１件当たり３万円で１４５人分ということだそうですが、現在

居宅介護をされている方は１,７００人ということでありますから、１０分の１にも満たない

わけですけれども。どのような基準で支給しておられるか。この数が実態に即した、ほぼ対

象者が１４５人ぐらいだという見込みであるとすれば、実際介護を受けている 1,７００人と

かなり違うわけですが、そこをひとつお聞かせ願いたいと思います。 

○福祉課長  今ほどの在宅要介護高齢者家族手当の関係でございますが、条件としまして

は要介護４以上で、４月から９月末までに連続３カ月以上在宅で介護を受けているというふ

うな条件がございます。その他にそういった障害の為に手当とか受けている方は該当になり

ませんで、対象者としては先ほど笛木議員が言われましたように、１４５人と見積もってい

るわけですが、大体今このぐらいの数で推移しております。 

それで私どもの方で要介護度だとか、それから大体在宅されている方というのは情報を持

っています。該当されると思う方については私どもの方でリストを作りまして、民生委員等

を通じて現場を確認しながら申請いただいているというふうなことでございますので、該当

になる方の落ちというのはまずないのではないかなというふうに思っております。これから

もこういった状況で支援をしていきたいと。これは市長の意向ですので続けていくようなか

たちになろうかと思います。 

○笛木信治君  そうしますと個々の家庭から申請ということはないわけで、役所の方から

あなたのところは該当になりますよという連絡が行くということですか。 

○福祉課長  あくまでも申請主義ですが、前段となるせっかく申請しても該当にならない

ということのないように、うちの方のデータを示して該当になりそうな方には個別にご案内

しているということです。 

○笛木信治君  そこでこれは、合併前は塩沢、六日町では年間５万円ということで施行さ

れておりました。在宅介護、今もかなり大事な問題になっています。全国的にも仕事を辞め

て介護に携わる人が１４万人と言われていますよね。南魚沼市でもそういう人がかなり多く

て私も知っておりますが、共働きの人は給料の安い方が仕事を辞めるとかといういろいろな

選択をしているようですが、大変であることは確かです。これはいろいろな事情の中で３万

円に減額されておりますが、これをもう少しやはり上げて介護支援、自宅介護支援をするべ

きだと思うのですが、そこら辺のお考えをひとつ市長の方からお聞かせ願いたいと思います

が。 

○市   長  この手当ですかこれは、経済的なご援助を申し上げるということで始まっ
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た制度ではありませんで、本当に難儀をしていただいていてその方に若干の慰労、多い少な

いは別にいたしまして、お金で若干息抜きをしていただくとかそういう思いを込めての給付

であります。生活支援的なことではありませんので、額の多い少ないはこれはまた判断の分

かれるところでありますけれども。 

ですので、議員おっしゃるように経済的な援助ということではないという方向から見ます

と、これをどんどんと増やしていくという方向ではない。目指すところはやはり、なるべく

早くそういう皆さん方が、ご希望の方は施設に入れるようにしていくというのが、私たちの

方の務めだと思っておりますのでまたよろしくお願い申し上げます。 

○中沢一博君  ９５ページでしょうか、９７ページでしょうか、障がい者の自立支援の件

でお伺いさせていただきたいのですけれども。今、ご承知のとおり仕事が不況ということで

かなり減っているかと思いますけれども、授産施設等の方、弱い立場の人にどうしてもしわ

寄せがいく状況になっているかと思います。現状、今、仕事の状況はどのような推移をして

いるのか。また授産、労働賃金等は月どのくらいのように推移しているかお聞かせいただき

たいと思います。 

○福祉課長  工賃につきましては１８年度の自立支援法が改正になりまして、工賃の増額

というのが大きなテーマだというふうなことで、各事業所、積極的に取り組んでいただいて

いるところでございます。それで１８年度までというのは、大体３,０００円から６,０００円

ぐらい、月ですね。各作業所ともそんなくらいの工賃でございました。 

１９年度を見ますと、セルフこぶしでございますが１８年度の６,１４０円から９,２２０円

ということで増額しているということですし、魚野の家も１８年度の３,３００円から１８年

度につきましては１万８,６４１円から１万３,６２６円というようなことで、大きなアップを

しております。これは１９年度でございます。 

２０年度は今ほど議員おっしゃられましたように大きな不況、特に自動車産業等が生産調

整等に入っているわけでございますが、作業所につきましては自動車部品のゴム製品のバリ

取りとかが大きなウエイトを占めています。その仕事が暮れからほとんど入らないというこ

とで、かなり工賃の方はほとんどないような状況になっていると聞いております。 

市役所でも何とかいろいろなことを考えてもらえないかということで、庁舎内で検討はさ

せていただいているのですが、具体的な案は出てこないということでございます。ただ、作

業所の方でも今回の国体のクッキーを市役所の方へ持ってきてくれと言っているとか、それ

から T シャツを買ってもらうとかというふうなことで、臨時的な対応の中でそういう収入源

を確保しているという状況です。非常に厳しい状況というふうに認識しています。 

○中沢一博君  はい、ありがとうございます。今にして全く仕事がないというのは、本当

に誰もが仕事をしていて、全く今日何をしていればいいかというのが。忙しいなというのは

我慢できるのですけれども、ないというのが本当に辛いというのを実感いたします。 

例えば定額給付金の件でも他の自治体などは、もう終わりましたからあれですけれども、

郵送するときの封筒ののし袋をつけたり、そういうふうにして自治体が一生懸命、今、仕事
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を発注しているという現状なわけですけれども、そういうふうにして今後そういうかたちで、

私としては何とか仕事を作っていただいて、希望を与えていただきたいと。もう行くのが嫌

になったというふうにならないように、何とかしていただきたいと思いますけれども、市長、

この点、いかがでしょうか。 

○市   長  これは私も前々からそういう気持ちを持っておりまして、一つ手がけたの

が、毎回申し上げますけれどもエコ平板です。これを公共事業、市の発注する今年はまた学

校だとかいろいろのものがございますので、そういう中でその部分を使ってもらうようにし

て、仕事を出していけるというのは一番の目玉的な部分であります。ただ、これとてそこに

仕事がどんどん集中したから、全員の皆さん方が仕事に就けるかというとそうでもないわけ

でありますので。 

今、課長がちょっと申し上げましたように、どういうことをやればいいのか。何が必要な

のかというのをもうちょっと見極めさせていただいて、皆さん方が本当にちょっと生きがい

とか、働く喜びを実感していただけるようなことを考えていかなければならないと思ってお

ります。具体的に今の状況を精査をして、どうするというところまで行っておりませんけれ

ども、担当の方からいろいろ状況調査をしていただいて、相談に入っていきたいと思ってお

りますが、よろしくお願いいたします。 

○岩野 松君  ９５ページと９７ページですが、今、自立支援の話が出ましたけれども、

知的障がい者で自立支援法が始まって、まあしましたが、軽度に判定された方がどれくらい

で、そして市内のそういう人たちがどういう今、送り方をしているかということをまずお聞

かせください。それが１点です。 

そして２点目は、１０９ページの紙おむつ用ゴミ袋購入費というのがあります。多分生ま

れた方へのお祝いの代わりのものだと私思っているのですけれども。これ１本に絞ったのは

最近かなと思っているのですが、貰った方から非常に不快な思いをしたという声をお聞きし

ているのです。子どもが生まれたのにゴミの袋かという思いをしたという感じであります。

前は選べたのですけれども、この間お産した方からはこれを貰ってきたということで非常に。

確か利便性とかそういうのでこういうふうにしたというふうな話はお聞きしましたけれども、

一考できるかどうかということもお聞かせください。 

 それとファミリーサポートセンターではないのですけれども、こういうのもできたのかな

と思うのですが、保育所の入所に関して南魚沼市はどこの保育所もすべて１００パーセント

ではない数字が出ています。だけれども今、都会では非常に不足しているとマスコミなどで

流れていまして、最初できたころは母親が働いていなければ絶対入所できなかったのですけ

れども、今の南魚沼市の条件としてはそういうことは問わないと思うのですがいかがでしょ

うか。 

 それともう１点は各論の方にある７５ページのうつの自殺予防講習会というのがあります。

それについてちょっと説明をしていただきたいと思います。内容とか対象はどういう方があ

れするのかということですが。 
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○福祉課長  自立支援法の関係の、障害程度区分の判定のご質問でございますが、お答え

いたします。まず自立支援法が１８年度に施行されまして、全部の事業所が新しいサービス

に移行するのが平成２７年度末までにするということになっております。今、各事業所にお

いて新しいサービスに移行する時期というものを考えている時期ですが、具体的にまだ移行

している施設というのはほとんどございませんで、今までどおりのサービスを提供している

というような状況でございます。 

議員ご心配の程度区分が低い方の、例えば入所のサービスを心配していられると思うので

すが、その今まで入所されていた方がどうなるかということではないかと思いますけれども。

施設入所につきましては介護保険も同じですが、重度の方を入所するような考え方に移行し

ていきますので、これから新たに施設に入所を希望される方については、軽度の方は入れな

いということになります。 

ただ、今、入所されている方については、国の方でも一挙にそこへ切り替えてしまうと大

きな混乱があるということで、当分の間は今入られている方はそのまま入られるようにしよ

うではないかという考え方で進んでいるようでございます。これはまだ決定したという話は

聞いておりませんがそういったことでございますので、今、施設を利用している方が急に出

て行かなければならないような状況にはならないというふうに私は思っております。 

 私ども介護保険の中で認知症だとか自殺予防の方をさせていただいておりますけれども、

その部分につきましては大和病院の宮永先生が精神的な疾患の専門医だというふうなことで、

先生の講演だとか、それから認知症の関係ではいろいろゲームだとか、認知症予防の体操だ

とかということを、４回を１クルーといいますか一つの流れとしてそこへ参加していただい

て、予防啓発事業を行っているというふうなことでございます。参加される方は基本チェッ

クリストでもってこちらの方の受講をされた方がいいのではないかというふうな方に対して、

受講をお勧めして参加していただいているということでございます。 

○子育て支援課長  まず最初の紙おむつの件でございますが、紙おむつにつきましては出

生届けをしていただいた方にお祝いということで差し上げております。３,０００円相当です。

それとあわせて一時保育の利用券を２枚ということで、これは従来からやっているものでご

ざいます。今、岩野議員さんがおっしゃられましたシートベルトですとか、記念アルバム、

記念樹そういった中から選ぶ、あるいは第２子以降については金額でという部分がありまし

たが、それにつきましては昨年の４月から廃止ということで、経過措置ということで１２月

で中止になりましたが、出産祝い事業ということでありました。ただ、中止ということでは

なく、やはり単発的な補助よりは乳幼児の医療費の助成の方がより喜んでいただいたり、効

果があるのではないかということで、昨年度、その前年度の議会でご決定をいただいてそう

いったかたちで進んでいるところであります。 

したがいまして今後また変える予定はないかということですが、一応変える予定はないと

いうふうに思っています。その部分は他の医療費とかそういった部分で十分また手厚く頑張

っているということでご理解をいただきたいと思います。 
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あと２点目の保育園の入所基準についてでございますが、一応入所基準につきましては保

育に欠けるものということで決められてございますので、もちろん何点かございますが、父

母が家庭外労働ですとか、家庭内労働でも子どもの面倒を見られないそういった条件が当然

あります。 

ただ、議員さんがおっしゃられましたように、南魚沼市では公立保育所で充足率が１００

にほとんどいっていないところがということがありますので、３歳以上児についても一応入

所条件をきちんと確認しながらやっておりますが、また小学校に上がったり共同生活という

ようなこともありますので、その辺のところはやや柔軟にやっております。ただ、３歳未満

児につきましては非常に今、申し込みが多いですし施設の方も限られた人数もありますので、

そういったところは入所基準に照らして適正に対応しております。 

あと、昨日答弁を保留させていただきました、めぐみ野保育園の送迎バスの件でございま

すが、当然迎えの方は利用者がありますので運行しておりますし、帰りの方は保護者の方が

お勤めの帰りに迎えに行くということで利用がないということで運行しておりません。もち

ろん利用者がある場合は運行するようになります。以上です。 

○岩野 松君  いろいろありがとうございました。わかりました。特に紙おむつのは変え

るつもりがないということですけれども。やはりそれぞれ今までは選べてお祝いをいただい

たなという気持ちがしたけれども、数ある人の中では特に業者なんかはごみは有料でみんな

出しているので、そういう袋をほとんど利用しない方もいないばっかりではありません。だ

からそういう意味では、少し選べる何かがあった方が私はいいのかというふうに思いますの

で、ぜひ、このことはご一考お願いしたいと思います。 

 それと最初の知的障害の問題ですけれども、今入っている方は軽度の方でも今の方向とし

ては心配ない、というふうに考えてもらえれば本当に不安がないなと私も思います。けれど

も、これからは軽度と判定された方へは入所は難しいだろうということですが、それに対す

るサポートとは、今、友の家とか、こぶし工房とかそういうところもありますけれども、非

常に自立支援法ができてからはいろいろな問題が起きています。そこまで行けない方は絶対

的には本当を言えば入れるというふうに考えていいのか、軽度の場合でも。どうもそこら辺

私はクエスチョンだなと思っているのですが、どうでしょうかお聞かせください。 

○市   長  紙おむつの件でありますけれども、いろいろ制度を設ければそれは１００

パーセント満足したという方が出るか否かはわかりませんけれども、私たちの耳に届いてい

るのは、それが失礼であったとか不快な思いをしたなんてことは全く聞いていないのです。

そういう声があったということですからそれはそれで結構ですけれども。 

ただ、これも今、課長が触れましたように、保護者の皆さんとってでは何が一番大切だろ

うと。医療費を無料化にするということで、そしてでも出産のお祝いといいますか、それで

も経済的な負担を少しでも少なくしようということでその袋をやっているわけです。そうい

う方が本当にいらしたらどうぞまたお話をいただいて、いよいよ不快であったら受け取らな

いでもらって結構です。 
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そういうことでなくて制度というのは、ご承知のように作ってやればそれはいろいろあり

ます。改良しなければならない点もありますけれども、お互いがやはりもうちょっと広い気

持ちですね。何か行政がすれば恵んでもらうのだとか、そういう考え方になる方。あるいは

何かにつけおっしゃる方います。それはそういう声があったということですから私たちも真

摯に受け止めますけれども、制度を変更するというつもりは今ございません。大多数の方が

こんなものいらないと、不愉快だということであればまた考えますけれども、声を聞かせて

いただいたということでひとつ。制度の変更はない、そういうことでご理解いただきたいと

思います。 

○福祉課長  重度の方は入所されるわけですけれども、そこに至らない軽度、中度的な方

の関係でございます。私どもも中度の方の一番支援が必要な部分というのは、住まいの確保

ではないかなと考えるのです。グループホームだったりケアホームだったりするわけですが、

この部分の取り組みにつきましては今、南魚の福祉会であれ、精神障害者の家族会であれ、

いろいろ先進地の視察などをしながらどういう方向がいいのかという研究していただいてお

ります。そういった方向が見定まった段階で、市として必要な支援をしていきたいというふ

うに考えております。 

２０年度につきましても、三国の方にあるグループホームが、なかなかサービス提供が難

しいということで、今回、余川の方に移転になりますが、普通の民家を借り上げる改造費を、

南魚沼市と湯沢町で負担させていただいて移行するということで今準備しています。そうい

ったことで今後も必要な支援をしていきたいと思っております。そのほかの部分につきまし

ては、在宅サービスそれから施設サービスいろいろありますので、いろいろのサービスを組

み合わせる中で支障のないようにケアマネージメントをしていきたいというふうに思ってお

ります。 

○佐藤 剛君  ２点だけお聞きしたいと思います。９７ページ地域生活支援事業費の件で

すけれども、この中で従来からの地域活動支援センター委託料とか、負担金とか出てきます

が、今回、多分新規で地域活動支援センター、今度は給付金というようなかたちでいろいろ

なかたちでの支出があるわけです。そこら辺ちょっと紛らわしいですので、内容というか区

分けを聞いてみたいと思います。 

昨年はその他に地域支援センター補助金というのが――補助金ですのでこれは補助の役割

が終わればなくなるのでしょうけれども、特に給付金のところについては多分新規ですので、

それらの区分けの内容についてお聞きしたいと思います。 

 もう１点が１０７ページでこれは魚沼荘の管理運営費ですけれども、給食業務委託料。こ

れは多分昨年から委託業務が始まったわけですけれども、経費節減とか、サービス向上とか、

入居者様の満足度とか。そこら、当初の目的に沿ったかたちで１年間どうだったのかという

ところの様子をちょっとお聞かせいただきたいと思います。 

○福祉課長  最初に９７ページの地域活動支援センターの関係でございます。まず下から

二つ目の地域活動支援センター給付費につきましては、これは魚沼市にあるかけはしの方に
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日中活動の支援をしていただくということです。去年までは委託の方に入っていたのですが、

実際やってみますと人数に応じて班割合があったということで、そういうことであれば具体

的に利用している人数に対して給付というかたちの方がベターではないかということで、去

年もあったのですが組替えをさせていただいた。委託費の方から給付費の方へ組替えをさせ

ていただいたということでご理解をいただきたいと思います。 

 それから補助金の関係でございますが、去年はドリームハウスがまだＮＰＯの法人格を持

っていませんで、こちらの方の支援センターの負担金等の該当になりませんでした。２０年

度、ＮＰＯ法人の法人格を取得するということで今、準備を進めておりまして、確か年度内

には法人になるのではないかと思います。２１年度からはそういったことで法人格を持つと

いうことになりますと、こちらの負担金の方に制度にのってきますので、そちらの方に載せ

た関係で補助金という項目がなくなったというふうに見ていただければと思います。ですの

で、内容的には２０年度とほとんど変わらないのですが、組替えがあったということになり

ます。 

 それから魚沼荘の１０７ページの給食の委託でございます。１年が経過しようとしており

ます。魚沼荘の方でもいろいろ利用者の皆さんから声を聞いておりますが、好評をいただい

ております。今までより夕方提供する時間が遅くなって６時になったとかということもあり

ますし、それから温かく食べるものをきちんと温かく食べさせていただけるというふうなこ

とだとか。あと食器を今まで一つの大きなお皿に分けて盛っていたのですが、個々の食器を

使ってもらうとかということで、事業所の方から大分努力していただきまして、利用しても

らっている方には好評だということです。私どももひとつ安心しているということでござい

ます。 

経費につきましては当初考えていたとおりの契約になりますので、これは５年間この契約

でいくよということを条件に見積りを取らせていただいておりますので、２０年度と同額の

契約になっておるというふうなことです。 

○寺口友彦君  １点だけお願いします。１１５ページの公設民営保育園の事業費ですが、

昨年の予算に比べまして減額予算であります。指定管理者に委託という面で、コストの面で

効果は出てきたというふうに考えてよいのかどうか。 

○子育て支援課長  公設民営のめぐみ野保育園と上町保育園につきまして減額になってい

る点でございますが、入所児童の減ということ。あと、入所児童の未満児と３歳以上児でそ

れぞれ単価が違いますので、構成割合が変わったということで減額になっております。 

○寺口友彦君  上町保育園については、開設当初は充足率でしょうか、定員に対しては定

員オーバーであったと。今年については資料の中でいくと１１０名の定員に対して９７名と

いう定員割れというような状況であります。この辺の内容については何か現場から声が上が

っていますか。 

○子育て支援課長  昨年よりも減っている部分につきましては、特に内容の分析等はまだ

していないところですけれども、去年、おととしとちょうど２年経ちました。１年目は多少
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公設から民営化ということで問題等もありましたが、今年度は順調に推移しておりますので

そういった面での心配とか、そういったものはないものと考えています。以上です。 

○寺口友彦君  上の常設保育園の方のこの事業自体は、臨時雇用が増えたという面で予算

は増額になっておりますけれども、公設民営が果たしてどの程度の効果があるかということ

を検証するためには、中身の検証ですね。それから一人当たり保育料がいくらかかっている

かというふうな検証がぜひとも必要だと思います。その辺の検証を進めていただきまして、

今後、市の保育園については公設民営という方針が出ています。その方針をしっかりと進め

ていくためにも、こういう面で確かに効果があるのだということのためにも、検証は必要で

あると思うのです。その点についてお考えを。 

○子育て支援課長  費用等につきましても検証していきたいと思っておりますし、満足度

調査といいますかそういった部分では、保護者の方にアンケートを取って調査をしておりま

す。ちなみに公設民営のアンケート結果でございますが、満足から概ね満足、やや不満、不

満という段階で調査をしましたところ、公設民営の方では満足が４３パーセント、概ね満足

が３９パーセントということで、あわせて８２パーセントの満足度調査をしております。 

内訳としましてはめぐみ野保育園の方が９１パーセント、上町保育園の方が７３パーセン

トという結果が出ております。これはやはり、めぐみ野保育園さんは民営化して６年、上町

保育園さんが２年目ということですので、今後そういった部分につきましても、満足度調査

を上げるようにまた市としても指導したり、いろいろなアドバイスもしながら進めていきた

いというふうに考えております。 

○福祉課長  申しわけありません。先ほどの説明の中で一つ言い間違いがございました。

魚沼荘の給食の経費の見積もり期間でございますが、私、５年と言ってしまったのですが、

３年ということで２０、２１、２２と来年まで同じ単価だということでございます。申しわ

けありませんでした。 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○子育て支援課長  昨日の質問の中でちょっとはっきりと回答できなかった部分がありま

したので、１点だけちょっとお願いしたいと思うのですが。腰越議員の方からご質問のあり

ました大規模改修及び耐震化の件数とその時期についてということでございました。対象の

５６年以前の耐震基準により建てた２階建ての保育園ということで、対象として５つの保育

園を考えてございます。一応、四十日保育園、石打保育園、西五十沢保育園、大崎保育園、

上長崎保育園でございます。 

年次計画につきましては総合計画で２１年から２３年までの実施計画が、既に皆さんの方

にお示ししてございますとおり、２１年に四十日保育園、２２年に石打保育園、２３年に西

五十沢保育園を予定しております。その後につきましては今後、保育園整備計画を立て、ま

た総合計画と調整を図りながら計画を進めていきたいということでございます。よろしくお

願いします。 
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○議   長  第３款 民生費に対する質疑を終わります。 

○議   長  第４款 衛生費の説明を求めます。 

○福祉保健部長  それでは予算書の１１６、１１７ページをお願いします。保健衛生対策

費一般経費であります。５６万２,０００円。これにつきましては予防接種被害調査委員会の

開催時の報酬、それから保健課職員の旅費など事務費と検診時の雇入れ補助職員の傷害保険

費等であります。 

次の保健対策推進事業費１１５万２,０００円でありますが、これにつきましては健康推進

員及び医療関係者連絡会議等の報償費、保育園の給食献立のソフト、あと施設使用料等であ

ります。 

次の母子保健一般経費５９万５,０００円でありますけれども、これにつきましては母子手

帳、検診時の消耗品等、前年度と同様であります。 

１１８、１１９ページをお願いします。母子保健事業費５,４９４万４,０００円であります。

これにつきましては妊産婦・新生児の訪問。４カ月、１０カ月、１歳半、３歳児検診の医師

等への報償費。１歳半、３歳児の歯科検診委託料、及び妊産婦の一般検診委託料。これは１

４回の助成であります。特に妊産婦の委託料対象の助成回数が５回から１４回に拡充したこ

とによります委託料が増加をしております。また、妊産婦の健康診査助成金８６万４,０００

円につきましては、妊婦の県外における検診による本人への償還払いの助成金であります。 

なおこの年度に妊娠届けを出された妊婦につきましては、出産予定日に応じまして４月以

降追加で受診票、これは助成券でありますが、交付いたします。追加交付にあたりましては

保健課で把握している妊婦には直接通知すると共に、市報で広報の予定であります。 

次、公衆浴場の存置事業費７７万３,０００円でありますが、これにつきましては公衆浴場

の確保対策補助金交付要綱に基づきまして、市民の公衆衛生の向上と増進を図ることを目的

に補助をしているものであります。中央温泉に毎年交付をしているものであります。 

次、歯科保健対策事業７２５万８,０００円であります。これにつきましては臨時職員。歯

科衛生士、虫歯予防事業などの報償費であり、平成２０年度とほぼ同様であります。 

次の自殺予防対策事業費４３万円であります。これにつきましては長寿日本一を目指しま

して自殺予防に取り組みを行っております。主な内容につきましては相談体制の整備と被相

談者のスキルアップのための研修、関係機関ネットワークの構築、うつ病・自殺に対する市

民全体への理解と啓発を計画しております。 

１２０、１２１ページになります。健康診査事業費であります。健康診査一般経費１３７

万円でありますが、前年と同様に検診申し込み及び実施通知発送のための経費、食生活改善

事業実施委託料であります。 

次の住民検診の事業費７,０５５万８,０００円でありますが、合同がん検診及び婦人検診時

の事務員及び看護士雇い入れの賃金、骨粗しょう症及び各種がん検診委託料ならびに魚沼地

域の胃集団検診協議会への胃がん検診、大腸がん検診に対する負担金であります。 

次の基礎検診の事業費１,４９６万６,０００円でありますが、これにつきましては１９歳か
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ら３９歳の若年検診と非保護世帯、特定検診の資格外者の検診を行うものであります。 

 ちょっと飛びまして長寿社会づくりの事業費１７０万円であります。これにつきまして

は地域社会振興財団の１０割補助によりまして、合併前から実施をしております生活習慣病

の予防に関する研究であります。 

次が予防対策事業費であります。９,１８７万６,０００円、これにつきましては予防接種法

に基づく市実施の予防接種、個別接種と集団接種であります。 

 次１２２、１２３ページです。４目の医療等対策事業費であります。保健センター費２０

４万６,０００円ですが、センターの維持管理費であります。 

次の農村検診センター費４０万８,０００円につきましても、大和病院と共通する経営経費

について按分負担をするものであります。 

次の病院事業対策費、特会の繰出金でありますが２億７,７４０万６,０００円であります。

これにつきましては大和病院及び城内診療所への繰り出し金であります。 

次、中之島診療所費３,１７０万２,０００円であります。中之島診療所の施設修繕等管理協

定に基づきまして、市の負担分の経費、それから運営円滑化のための貸付金３,０００万円で

あります。したがって対前年対比３,１４２万７,０００円の増加となっております。 

１２４、１２５ページですが、休日救急診療所費３,８３７万３,０００円であります。これ

につきましては休日救急診療所の運営経費、地域救急医療対策諸費が計上されております。

在宅輪番業務委託料は、これにつきましては土曜日の正午から翌日６時までの地元開業医と

対応病院群への医師及び看護師手当、休日夜間及び年末年始在宅当番の手当であります。以

上です。 

○市民生活部長  それではその下、１２５ページの方から説明をさせていただきます。２

項の関係で環境衛生費全体でありますが、１２８ページのところをご覧いただきますと、全

体で５億１,３００万円の予算計上であります。前年比３億９,０００万円ほどの増額となりま

したが、要因といたしましては斎場施設整備事業としての斎場の改築を今年度行うというこ

とに伴う増額であります。 

１２６、１２７ページに移ります。公害対策事業費といたしまして８２０万円ほど計上し

てありますが、それぞれ新堀新田旧埋立地、あるいは清水の不燃物の埋立地、それぞれ周辺

の水質検査等に要する経費であります。 

それから下段の斎場の管理事業の関係でありますが、２目の斎場管理費１，４８０万円は

ほぼ同額であります。 

１２８、１２９ページに移りますが、３目 斎場施設整備事業費であります。４億８,８０

０万円で３億９,４００万円の増としたものでありまして、この年度斎場建設本体の工事等を

行うものであります。斎場改築工事費として４億８,３００万円、建築本体工事、電気設備工

事、機械設備工事等を計画しているところであります。 

なお、斎場につきましては平成２２年度までの継続費による工事となります。火葬炉製作

工事を含んだ全体工事のうち平成２１年度の進捗割合は、２１年度末で４０.３パーセントほ
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ど進捗するだろうということでありまして、現在の予定といたしましては平成２２年９月か

ら供用開始をしたいということで計画をしているところであります。 

それから４款３項の清掃費であります。清掃費全体としましては１５億２,１００万円ほど

の予算を計上したところでありまして、前年度比２億１,０００万円ほどの増額となっており

ます。主な要因といたしまして、この年度に旧焼却施設の解体工事に着手をいたします。こ

れに要する予算２億５,７００万円ほどが純増となったものでありますし、あわせてほかに業

務にそれぞれ委託する予算が計上してございますが、それぞれ減額等に伴いましてトータル

で２億１,０００万円ほどの増額ということであります。 

２目のごみ処理対策費２億６,７００万円ほどでありますが、この年度から一般家庭から廃

油の収集を実施するために、家庭系の廃油の収集のステーションを各庁舎に設置をして有効

活用につなげるべく予算を計上したところであります。一般廃棄物収集の運搬委託料等々に

つきましては、それぞれ前年とほぼ同様でございます。 

１３０、１３１ページをご覧いただきたいと思います。３項３目のし尿塵芥処理施設費１

２億４,８００万円で前年比２億２,６００万円ほどの増となりましたが、説明欄をご覧いただ

きたいと思います。中ほどのし尿等処理施設費１億３,７００万円の予算計上であります。し

尿収集に要する経費及びこの年度からし尿処理施設の業務運営につきまして、管理部門を除

きまして委託をすることに伴う予算を計上したものであります。 

それから１３２、１３３ページに移りますが、説明欄上から３行目のところをご覧いただ

きたいと思います。し尿処理施設業務委託料３,０００万円。これは皆増であります。この年

度からし尿処理施設の業務運営ついて管理部門を除いて委託するということになりましたの

で、ここで予算を計上したところであります。 

直営の場合との比較でありますが、概要では施設配置の正職員の３人が不要、ゼロという

ことであります。それから施設臨時職員の二人が不要ということであります。その他一般管

理経費等々が不要になりますが、その部分が委託料として出てくるということであります。 

予算の比較では正職員にかかる給与の減少分が４,０００万円ほどあるだろうということ

で見込まれますし、その他に臨時職員の賃金あるいは一般事務費等々を計算いたしますと４,

５００万円ほどの減額と見込めるということで、新たに派生する委託料３,０００万円プラス

市が管理部門として関わる経費の部分を推計いたしますと、約１,０００万円は減額になるだ

ろうという見込みで委託化に踏み切ったものであります。 

それからし尿等処理施設整備事業費の３,４００万円でありますが、記載のとおりそれぞれ

執行予算を計上したところでありまして、施設点検整備の業務委託料として１５０万円とい

うことで、それから施設処理定期修繕工事として３,１００万円ほどを計上したところであり

ます。 

それから可燃ごみの処理一般管理費６,５００万円ほどでありますが、それぞれ臨時職員の

賃金等々を計上したところでありましてそういうことであります。それから消耗品といたし

まして２,２３０万円ほどでありますが、ごみの指定袋の購入にかかる経費でありまして、年
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１回購入するというような内容でございます。下から６行目の指定袋保管配送業務委託料３

６０万円でございますが、これは新規に計上させていただいたものであります。これは旧可

燃ごみ処理施設が解体されることに伴いまして、従来そこに保管をしていた指定袋の保管庫

がなくなるということで、別に求めなければいけないわけであります。この度新たに保管と

販売店への配送業務について民間に委託をしてやりたいということで、保管場所も含めた委

託を考えて予算を計上したところであります。 

それからページはぐっていただきまして可燃ごみの処理施設費３億３００万円であります。

可燃ごみ処理施設の運営に必要なそれぞれ経費を計上したところでありまして、燃料費９,４

８７万円他であります。 

それから中ほどより下段のところをご覧いただきたいと思いますが、飛灰処理業務委託料

といたしまして５,０８４万円ほど計上してございます。これは燃料費の増加等に伴いまして

前年比より若干増になっておるということで、処理単価が前年比較で１０６ .７パーセント、

約３２０万円ほどここで増加をしているということであります。それぞれスラグの処理業務

委託料等々については記載のとおりでありますのでご覧をいただきたいと思います。 

それから下から４行目のところでありますが、可燃ごみ処理施設の整備事業費２億６,９０

０万円でありますが、可燃ごみ処理施設の保守点検整備等に要する経費を予算計上したもの

でありまして、全体といたしましては３,７００万円ほどの増額予算となったところでありま

す。 

すみません、施設修繕用の部品費２,７００万円。これはスラグの破砕機の部品あるいは減

圧ポンプ等々に要する経費であります。 

それからごみ処理設備点検委託料の１億４,０００万円。ここでは４,２００万円ほどの増額

でありますが、この年度ごみ処理設備の点検委託業務が、２機が法定点検年度に当たるとい

うことで増額になったということでありますし、その他付属機器等々の修繕等を、交換を実

施するということでありまして予算を計上したところであります。ページの上から３行目の

処理施設定期修繕工事費８,８００万円でありますが、ごみ処理設備の修繕工事を実施するも

のでありまして、主に粗大ごみの破砕機、あるいは吸塵装置の修理、溶融炉ガス燃焼炉点検

整備等々に要する経費であります。 

その下の循環型社会形成推進業費２億５,６００万円ほどでありますが、ここが旧可燃ごみ

処理施設の解体工事に伴う経費の計上でありまして、ほぼ皆増の予算であります。それぞれ

国からの補助を受けて旧焼却施設の解体工事を行うものであります。平成２０年度に事前調

査としてそれぞれ各所の調査をいたしまして、基本設計、工事の実施計画を立てたものであ

ります。それで旧ごみ処理施設の解体工事の施工監理業務委託料６５０万円、それから旧ご

み処理施設の解体工事費として２億５,０００万円を計上したものでありまして、それぞれ調

査結果に基づく工法に基づいて工事を行いたいということであります。 

その下の可燃ごみ埋め立て処分施設費４３６万８,０００円でありますが、これは宮の最終

処分場の水質検査等にかかる経費でありまして、最終的には平成２３年度にこの部分の閉鎖
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をしたいということで、閉鎖に向けた各種調査を行ってデータの整備を行っているものであ

ります。 

それから不燃ごみ処理一般管理費ということで６００万円ほどでありますが、リサイクル

センターにかかる予算計上でありまして、不燃ごみ処理施設につきましてはこの年度から業

務委託による処理体制とするために、臨時職員賃金及び共済費の減額等々に伴いまして２,４

００万円ほどの減額となったという内容でございます。 

１３８、１３９ページに移りますが、不燃ごみ処理施設費８,４００万円ほどであります。

前年比で３,８００万円ほど増額となっておりますが、これにつきましても不燃ごみ処理業務

をこの年度からすべて委託をすることに伴う増額であります。 

中ほどに記載をしてあります不燃ごみ処理業務委託料６,３００万円でありますが、これは

これまでエコリサイクルに一部を委託して直営で行ってきたところでありますが、この年度

から施設の維持管理及びその他の委託業務を除きまして施設内の業務すべてを委託すること

に伴います予算計上であります。前年度比較３,５００万円ほど増加をしておりますが、不燃

ごみの処理につきましては、実態といたしましてはエコリサイクルの社員と、市の臨時職員

及び正職員１６人でそれぞれ運営をしてきたところでありますが、委託化に伴いまして委託

先の人件費等１５人分を計上したところであります。 

ここの場所では委託化に伴いまして事業別予算の中での減額というのは現れませんが、正

職員３名分約２,３００万円プラス市の臨時職員７人分約１,４００万円。計３,７００万円ほ

ど給与費等々で削減になるだろうということによりまして、委託化によりましてごくごく荒

い計算でありますが、年間２００万円ほどは減額になるだろうということで委託化に踏み切

ったところであります。 

それから不燃ごみの処理施設整備事業費７,３００万円でありまして、２,８００万円ほどの

増額になっておりますが、機器総合定期修繕工事予算であります。リサイクルセンターの本

体となる使用機器類の大型部品等を計画的に取り替える必要があるということで、年次的な

計画の中で主要設備の補強、補修、取り替え等の修繕工事を行いたいということであります。 

それから１４０、１４１ページに移りますが、不燃ごみの埋立処分施設費８００万円ほど

でありまして、これは桝形山の最終処分場の維持管理に要する予算計上でありまして、ほぼ

同額な予算となっております。 

それでここでちょっと桝形山に対する経過等についてご説明させていただきたいと思いま

す。桝形山の最終処分場については平成９年の３月に地元５集落と協定を締結しながら、使

用期間を１５年と確認をして現在利用してきているところであります。そういった中でリサ

イクルセンターでの選別能力の向上を図ったことから、処分場への持ち込み量が大幅に削減

をされて、建設から約１０年を経た現在でも一つの穴、１号の穴がまだ埋まらない状況とい

うことでありまして、今後２年間は引き続き使えるだろうというようなことであります。 

当初の予定の１５年間ですべてが使い切ってしまうということの状況でスタートしたわけ

ですが、現在そういった状況でありますので、２号の穴が当初から予定をされておりました
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けれども、当面は２号穴を期間を延長しながら使用できないかということで、データ等を整

理しながら地元との協議中ということです。データがほぼ揃えば協議を進めて２号穴を利用

していきたいということで、概ねの合意形成はなされておるところであります。 

それから最後になりますが環境衛生センターの付属施設費１８０万円でありますが、これ

は金城の里の維持管理に要する経費でありまして、この年度から指定管理者による管理に移

行するものであります。特にここでは一般修繕として構造的な部分、主体的な部分の修繕が

生じた場合に対応するものをここに予算計上したところであります。特にこの部分をという

ところではありませんのでその辺はご了解いただきたいと思います。 

それから４款の４項 上水道費でありまして７億８,５００万円ほどの予算計上でありま

す。それぞれ特別会計の繰出金でありまして、上水道事業対策費として高料金対策といたし

まして、この年度繰出しを行いたいという内容であります。以上で説明を終わります。 

○議   長  衛生費に対する質疑を行います。 

○中沢俊一君  可燃ごみ及びごみ処理一般についてコンサルタントの範囲が増えるという

ふうに聞いたと思っていましたが、コンサルタントの拡大による全体的な経費削減というの

は、ちょっと今の説明では私、集計しづらかったものですから、どのくらい見込んでいるか

聞かせてください。 

それから旧可燃ごみ処理施設の煙突の解体ですけれども、こっちに付いているコンサルタ

ントのかかわりはあったかどうか、これも聞かせてください。 

○市民生活部長  はい、お答えいたしますが、コンサルの委託料ということで計上させて

いただいておりまして、施設のあの部分は汎用品の部分はほとんどなくて、価格の査定が困

難なことからコンサル委託を導入して、事前の査定を適正に行うということで委託をしてき

たところであります。それなりの効果は出ておるところでありますが、いなかった場合とい

た場合でどうだかという比較は、ちょっと今、手元に資料がありませんので、後ほどセンタ

ー長の方からお答えいただきます。 

解体に伴うコンサルについても設計委託をしながら、環境影響調査等を行いながら対応し

てきているところでありますので、そういうことでよろしいでしょうか。 

○環境衛生センター所長  可燃ごみ処理施設のコンサル事業にかかわる問題と、その他し

尿等不燃の方にも今回予算でコンサルを導入するということでございますので、その効果に

ついてどうかということでございました。昨年の例を申し上げてその効果というのを推し量

っていただければというふうに思います。 

昨年の可燃ごみの定期修繕工事ですが、契約等を執行する際にコンサルの方からの見積り

と精査というか検討結果と、川崎技研からの見積りの内容のつき合せを行ってきたところで

す。それは秋のことでございますが、具体的には川崎技研が提示する内容については、今ま

での定期修繕の工事のやり方が、いわゆるパッケージ型の修繕工事の提案ということでその

まま受け入れますと、まだもつもの、あるいはもうもたないものというようなものがうまく

調整できない。結果的に言い値だけでお支払することになりますので高くつくということで、



 - 16 -

いろいろな現場を見ながらチェックをしていただいたという結果でございます。 

その結果、川崎技研が提示をしておりました１億２,０００万円に対して結果的には１億円

ぐらいまでに引き下げることができたという効果がありますし、今現在検討を進めているわ

けですけれども、可燃ごみ処理施設のより一層の合理化という部分で、コンサル等の指導を

いただいております。政策的な部分と技術的な部分と労務管理的な部分に業務を分けて、本

当に委託できる部分と我々がやらなければならない部分と、川崎技研でなければできない部

分という部分で今、分けた、できないかということで検討をしております。 

そういう中で例えばですが、修繕にお願いすると九州から飛行機でというようなこともあ

ったわけですけれども、場合によっては地元でやっていただくということをお願いする中で、

コストを引き下げていくようなこともチェックをする段階で可能な部分が見えてきておりま

す。そういう効果を確認した上で、し尿と不燃の方にもそういう効果を波及させるために、

今回改めてコンサル費用を計上しているということでございます。 

ただ、今後のことを考えますと、単年度的な金額だけではなくて構造的なやはり内容チェ

ックもコンサルと川崎技研を含めて検討しておりますし、この２月でありますが今後の経営

のあり方について、運転の方法についての検討会議をコンサルと川技と環境衛生センター、

そして湯沢町の一部も含めまして、今後のあり方を検討することになっております。それを

含めましてこれからどういった合理的な事業ができるかというのを、今、努めておりますの

で、そういうことでコンサルの効果ということでご推察していただければというふうに思い

ます。 

○宮田俊之君  今のコンサルの話とちょっと関連しますのでお願いをいたします。私が議

員にならせていただいてからかいつまんでお話を聞いておりますと、当初市の独自で少しの

の修繕とかその辺も職員でやっていこうかという中で、なかなか当初、建てたメーカー側と

そのあと全面委託を受けられるであろうという中で、金額を見積もっていたというような話

があった中で、部品供給がうまくいっていなかったというようなことで、今回全面委託に切

り替わる際の致命的な決定打といいますか、ここが、ということをちょっとお伺いしたいこ

とと。 

コンサルで今あげた三つのところだけでも、ちょうど５００万円プラス消費税みたいなあ

げ方ですよね。三つに割ってありますけれども。これかなりざっくりとしてありまして、コ

ンサルの会社と、元々建てたメーカーさんと、その辺の関係ですね。このコンサルがいわゆ

るメーカーさんの側に立ってあるコンサルさんなのか。コンサルさんが実際なくても川崎さ

んと今までの独自職員でやられていたわけですから、その辺だけでも本来できたのではない

かという気もいたします。その辺ちょっとどうしても５００という数字の根拠も含めてもう

少し説明いただきたいと思います。 

○環境衛生センター所長  まず、当初職員でやっていくという考え方で動いてきて、部品

の供給がうまくいかなかったという話ですが、建設当時については３年間保証するというこ

とで、川崎技研の方で部品なども大分ストックをし、それを使ってきたという関係もござい
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まして、その間はうまくいく、いかないというよりもいろいろ試験的に運転をしていたよう

なところもございます。そういった部分で当初の部分はどうかというふうなことで、今、ち

ょっと繋がっていかないのかなというふうに思います。 

それで今現在どうかということですが、部品についても川崎技研が供給した部分の在庫は

もう使い切ってしまいました。したがって、必要な部品等々については、私どもの方で購入

するということで予算を計上し購入していくわけですけれども、その分が処理単価等に影響

してきているわけです。コンサルを入れながら、本当にこういう部品が必要なのか。例えば

機械の運転状況を見て危険な状況が発生している部分については、これはすぐに取り替える

というようなところも必要なわけですけれども、例えば一酸化炭素が洩れるとかという事故

が起きますけれども、そういったところにはすぐ手配をするということで対応しております。 

コンサルとメーカーとの関係ということですが、これはこれを建設する当時に当たってい

ろいろな提案をいただいたコンサルでございます。ごみの関係についての処理については非

常にプロの集団でございまして、メーカー側に立ってどうかということはございません。 

ごみ処理施設の運営についてですが、とてもではないですけれども職員でというようなレ

ベルではない。非常に難しい内容がありまして、専門家からチェックしていただかないと、

それこそ人の命に関わるような事故に発展しかねない問題があります。適切に、的確にご指

摘をいただいて対応していくことが今、重要になっています。 

そういう関係でございますので答えになったかどうかはあれですけれども、メーカーとコ

ンサルが同じ立場だということではなくて、チェックが機能するということでお願いをして

おります。 

ほかの部分のコンサル費用等々でございますけれども、主に人件費に係るような部分とい

うことで、積算が大雑把ではないかというふうに指摘されれば、ちょっとそういう部分ある

かもしれませんけれども。大体このくらいで人件費部分相当分でということで、見積りをい

ただきました。それもちょっと削ってありますが、そういうことで計上してありますのでよ

ろしくお願いしたいと思います。 

○宮田俊之君  はい、わかりましたといいますか。今の中で職員の方では到底対応はでき

ないという話ですけれども、では当初何とか職員の側でやっていこうという判断をされてい

たわけですが、ちょっとその辺、市長、お答えいただければと思います。広域の方でやられ

たわけですので。職員の方ではその時点で、技術的なノウハウをメーカー側から供給いただ

きながら作業していくという話だったはずですけれども、その辺は到底そういったことでは

なくて、大きな方針転換だということでとらえていいのでしょうか。 

ある程度ノウハウを持って、今後コンサルが入られた後――今後ですよ、２２年、２３年

度。まだ職員のノウハウというのは生かしていけるのかどうかについて、ちょっとお伺いし

たいことと、今のコンサルというのは今回初めて入って来るという話でしょうか。 

と申しますのは、建設当時からいわゆる可燃ごみ施設のごみの焼却の仕方の部分で、随分

住民に対しての説明等々で乖離があったのではないかという話が、いまだにまだ出ておりま
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す。この辺についても同じコンサルが入っていろいろされていたのか。全く関係なくて今回

新たに頼まれていたコンサルなのか。その辺についてもちょっと触れていただきたいと思い

ます。 

○市   長  溶融炉につきましてはご承知のように広域連合の方で建設をして、その後

広域連合で管理運営をやっていければという思いで、３年間の瑕疵担保期間は川崎技研から

来ていただきながら、さっき所長が話ししましたように部品等についても相当配慮をいただ

きながらやってきたわけです。が、瑕疵担保期間が切れて、もうそうなりますと当然ですけ

れども川崎技研の職員は常駐しませんし、何か問題があればすぐ呼んで、それが九州から飛

んで来るとこういうことですので。相当、全部ではなかったのですけれども、去年から川崎

技研の方に委託をした部分があったわけです。 

そこで、いろいろまた問題点も出てまいりますので、今回、環境フレックスの会社とコン

サル契約――今もやっていますけれども。非常に私たちの立場に立った技術的なアドバイス

等もいただいておりますので非常によかったと思っております。この会社は、今ご指摘のよ

うに当然建設のときからコンサルに入っておりまして、機械の溶融炉の内容に非常に詳しい。

職員があれを全部覚えろと言われれば、とってもこれはもう専門的に機械の構造等について

詳しく何年もかけて学ばなければ、とてもとても職員では全部できないということが、おと

としあたりからそういう状況が出てきましたので、去年から少しずつ委託をしていこうと。 

いずれ全面委託という話もあったのですけれども、全面委託にすると非常に高額な見積り

が一度出てきましたので、とてもそこまではまだできませんということで、去年は２名ぐら

いずつ常駐していましたか・・・まあ、一部は委託したわけです。 

ですから、方向転換と言われればそうだかもわかりません。去年からそういう方向を出し

ておりますので。とても職員で対応できるという代物ではないということが判明いたしまし

たので、今、そういう状況でコンサルと。結局ここへコンサルが入らないと、今、所長が話

ししましたように全く言いなり放題といいますか、なってしまうのです。去年も当時の副市

長が精査した中で、労働単価が法外に高い部分があったので、これは、ということをやって。

まあ、その程度は私たちの方も見抜けますけれども、とても機械の構造的な部分になるとな

かなか職員がそこまでは。ようやく機械を動かしているという程度が、職員の今レベルだと

思っていただきたいと思いますが、今度は所長が相当学んでいますので、そのうちにコンサ

ルを負かすぐらいになるかもわかりませんが。それは別にして、そういう方向で方向転換だ

と思っていただいて結構だと思いますが、よろしくお願いします。 

○宮田俊之君  説明はわかりました。今一度コンサルの話に戻させてもらいますけれども、

今ざっくりと見積もって５００万円と消費税分でしょうか、人件費の扱いですけれども。今

のお話ですとかなり重要な部分を占める割に、値段がまだ安いのかなと、逆に言いますと。

所長、これはあれでしょうか。今後の話を聞いては申しわけないのですけれども、かなり含

みといいますか金額が増額されるような、コンサルの内容ですね。大事さ加減から言って。

増額されるような雰囲気のものの始まりだというふうな感じととっていいのでしょうか。そ
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れとも、これである程度きちんとしたことが終わるというのでしょうか。これをちょっと一

言お願いします。 

○環境衛生センター所長  今ほど市長が昨年からというような話があったのですが、いろ

いろなところに聞いてみたり、ちょっと他をあたってみますけれども、他のコンサルに委託

しますと数倍からの経費がかかります。なぜ、これであげるかということになりますと、こ

の施設に当初から精通していたということと、環境の関係に関する専門的な技術を持ってい

るということがありまして、そういう部分での経費の節減が可能になっているということで

ございます。 

それで金額の割にということで、私もよくわからないのですが、土木建設関係については

そういう事業費についての何パーセントみたいになって出てくるのかも知れません。けれど

も、この部分については、し尿、あるいは不燃の部分についてもですが、事業内容を見てい

ただいて、施設が小さいですから、それで使う中身の仕事も大体どこでも同じようなものを

持っているというようなことでございまして、とりわけいろいろな所員を総動員してという

ようなことはないものですから、大体このレベルでいくのだろうというふうに思っています。 

ただ、いろいろなことをご提案いただきまして、こういった部分で補修事業が必要だよと。

こういったところが壊れているよというようなことで、１,０００万円、２,０００万円の何か

設備を付けなければならないということになれば、それは委託料ではなくて別の部分であが

ってくることになりますので、そういうふうにお考えいただきたいと思います。 

○議   長  ここで暫時休憩といたします。再開は１１時１０分といたします。 

（午前１０時５１分） 

○議   長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時１０分） 

○議   長  衛生費に対する質疑を続行いたします。 

〇阿部久夫君 ２点お聞きいたします。１点は１１９ページの自殺予防対策事業と、もう１

点は１２５ページの環境衛生一般経費について２点をお聞きいたしますが、まず最初の自殺

予防対策事業でございます。これは本当に全国の自治体どこでも非常に深刻な問題になって

おります。ついこの前のテレビでも３万人を超して３万２千くらいですか、１１年連続とい

うことで、非常に大変な問題ということを言っていました。 

当地域でも非常に大変な中で各論のこれを見ますと、うつ病対策には真剣に取り組んでい

るということは十分わかります。そういった中で当地域には本当に今、先ほど部長説明があ

りましたけれども、どのような相談の対応をしていると。それに対しての何人ぐらいまで完

全に把握していると。そういった方にきちんとした対応をしているのだということを、どの

程度の効果が上がっているのかその点について１点と。 

もう１点は環境衛生でございます。ここに有害鳥獣の特別捕獲員が載っていますけれども

それは別としまして、今年はまた少雪でございます。もう山は、私もすぐ近くにいますと動

物にあったりして非常にもう出ている。今年はおそらく相当の頭数がいろいろなかたちで増
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えるのではないかなと私は思っています。 

また、猟友会の皆さん方も今年は雪が少ないからおそらく頭数も相当増えるのだろうなと

いうような予測をしております。私たちの地域も昨年から学校等の問題でもって、もうサル

やクマ等が出て集団下校等も何回もやっております。一番地域で困るのはそういった子ども

たちもそうでありますけれども、そういった不安がやはりあってはならないと。環境をよく

していただかなければだめだというふうに思っていますけれども、環境対策というかそうい

った有害鳥獣に対しての対策は、この予算に応じてではなく、きちんと対応していくのだと。

環境の方でも農林課ともタイアップしてのっていますけれども、その点について２点ひとつ

よろしくお願いしますが。 

○福祉保健部長  それでは私の方から自殺うつ予防の件ですけれども、まず平成２０年か

ら２２年の３カ年計画で県の補助金をいただいて、対策に取り組んでいるとそういう事業で

あります。補助金そのものにつきましては大した高額ではありません。どちらかというと小

額と、そういう中でありますけれども。まず、２０年度の活動の目標としましては、住民へ

の自殺予防の重要性を強く訴える、うつと自殺予防のキャンペーンを展開すると。そういう

のが一つあります。 

あとは心の健康とうつ自殺予防に関心・理解を持ってもらうこと。あとはハイリスクの方、

うつ病等の精神疾患患者、あと自殺の企画、企図と未遂等の実態把握。こういうことを行う

と共に相談体制の強化を図っているところです。 

そういうことで２０年の目標を立てまして、その中でどういうことをしてきたかというこ

とになりますが、まず、うつ自殺予防対策の検討会を行いました。次に啓発の普及、これは

商工会の会員の方とか、あと住民の方を対象に行ってきてわけであります。次にお寺の住職

さんとの情報の交換会、これも何回か行いました。それからあとは相談の対応のトレーニン

グ、相談を受ける職員のスキルアップ、これを図ることがまず大事だろうということでそれ

をやりました。あと自殺の実態の把握これも行いました。あとは亡くなった方の遺族に対す

る支援等についても、平成２０年度にこれらのことを行ってきたわけであります。 

ちなみに自殺の実態把握につきましては、平成１７年が１７人、１８年が３２人、１９年

が２８人、２０年が１９人、４カ年の中で９６人の方が市内で亡くなっていると。そういう

実態の把握を行ってきております。これにつきまして平成２１年度につきましても、２０年

度で取り組みが少し弱かった部分もありますので、それらの取り組みを再構築しまして、ま

ず何といっても市民の方に啓蒙、情報提供、やはりこれらを行いまして。市民の方が南魚沼

市では本当にどのくらいの方が毎年自殺で亡くなっているというのは、ほとんどの方が私は

知らないと思っています。 

そういうことでありますので、国、県をあげて市町村をあげて自殺うつ予防のキャンペー

ンを、強化月間を設けまして取り組んでおるところでありますので、２０、２１、２２の３

カ年についてある程度の市民の方に対する啓蒙等を行っていきたいとそういうふうに考えて

います。あと詳しいことにつきましては保健課長の方で説明を申し上げます。 
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○保健課長  今ほど部長の答弁いたしたことでほぼいいかと思います。うちの方も自殺の

おそれのある方のリストということかと思いますけれども、そういったものにつきましては

過去に未遂をされた方とか、あるいは精神が病んでいる方は一部データを持っておりますけ

れども、これはやはり県それから町内でいけば保健課、福祉課それからいろいろな関係機関

とネットワークをこれから組んでいきますので、その中でいろいろな情報交換をしながら、

この台帳を整備していかなければならないというように考えております。以上です。 

○環境課長  鳥獣のことですけれども、先ほども分会の会議をいたしました。各支部と連

絡をいたしまして、今年は多分、早い時期に何かが出てくるのだろうというようなことで協

議会を開かせていただきました。その内容としまして、各支部によって時期的に若干の違い

があるかというようなことなものですから、本年は一斉にいつからいつまでの駆除というよ

うなことではなくて、各支部ごとに、一応は連絡を取りあって許可を出すというようなこと

に今年は、今しているところでございます。 

 あと今年、サルの方に発信機を、２機というのですか２匹というのですか。それとあと湯

沢の方に１機、湯沢方面からの団体が１機つけまして、旧六日町それと六日町からの大和の

方のサルに発信機をつけました。それの調査をして、あとは調査の内容によって各支部ある

いは区の方に連絡を取って、きちんと対応していきたいというように考えておりますし。こ

れからは農林課とよく詰めまして、内容を精査しながらいきたいと思いますのでよろしくお

願いしたいと思います。 

○阿部久夫君  自殺の方から最後にお聞きいたしますが、先ほど部長や課長から説明いた

だきました。やはりこういった自殺された方は本当に大変な目に遭っています。やはりどう

してもうつ病になる兆候の方は大体そういうケア、そういったきちんとケアをすることによ

って、対策がなされるというようなことを言っておりました。やはりきちんとしたひとつの

対応・対策というものをしていただいて、とにかく地域から自殺者が一人でも少なくなるよ

うに、最善の努力をしていただきたいとそのように思っているところでございます。 

もう１点、先ほどの有害鳥獣でございます。私も昨年いろいろなところへ行ってきました

が、やはりサルに対しては捕獲して発信機だかをあてて調査をしているというよう話ありま

すけれども、その後それがどうなったのだかはっきりわからない。ただ付けて状況がどうな

ったか。付けたとしても、サルは頭がよくてなかなかそう簡単にいかないと思うのです。常

にやはり市の職員もある程度巡回等していただいて、とにかく里に下りてこないと。一度下

りるともう必ず、サルもクマもそうですが、いい味を覚えれば必ずなかなか奥へ、よそに戻

らないのです。 

やはりそれは動物も何でもないところよりは下の方がよっぽどあるのですから。そういっ

たものに対してもきちんと巡回をしながら、こういったとにかくこの地域に、子どもたちに

不安を与えるということのないようにひとつまたしていただきたいと。それをお願いという

だか、当然していただきたいと思いますが、その点についてまたお願いしますが。 

○市民生活部長  阿部議員、言われるとおりでありますので、実は今年、平成２０年度で
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すが発信機を着けて、サルがどういう範囲をどの程度動くかという部分の調査まではしてあ

りまして、３グループぐらいがあるだろうというのまではきています。したがいまして発信

機を追跡しながら、今この辺に出そうだというようなことを早めにキャッチをしながら、人

体への被害はあってはならないわけでありますので、パトロール等を一生懸命しながら事故

防止には万全を期したいと。そのとおりでありますので、一生懸命させていただきたいと思

います。 

○種村充夫君  １点お聞きしますが、１３３ページと１３９ページにし尿と不燃ごみの処

理業務委託があるのですけれども、そこで今までいる正職員がいらなくなるというようなこ

とですが、そういう人たちは今度はどこでどういうかたちで働くのですか。その辺ちょっと

教えていただきたいと思います。 

○環境衛生センター所長  企画の方がいいのかもしれませんが、市の人数の総合計画とい

うか、何人どこでどうなるというのを企画の方で作っていただいて、随時削減をする計画と

いうのがございます。それにあわせて、今度は広域連合ではありませんので市の職員として

ここで二人、３人浮いたのは、例えば本庁のどことか、あるいは大和だとか塩沢とかありま

すけれども、そっちの方に回ってもらうというようなことで、全体の中で調整していくとい

うふうになっています。ですから余った者はもう明日からいいというようなことではござい

ません。 

○種村充夫君  そうすると例えば事務系統だけではなくて、業務の系統でも何でもいいの

ですけれども、一応市全体の中で回っていくと。あそこの何ていいますか島のあそこの関係

の中で使うということではなくて、市全体で使うというかたちになるわけですか。 

○環境衛生センター所長  あそこにいる職員というのは、行政職一般職員になっています。

いろいろ本人の希望や体力や、いろいろの事情があるかと思うのですが、それは私ではなく

て人事の方ですけれども、総体的に見て、適性を見て市全体で調整していただくということ

になります。 

○関 常幸君  ２点ほどお願いいたします。１点目は１２７ページの公害対策の関係であ

りますけれども、今、管内で公害といわれているようなことが発生しているのかどうなのか。

そこのところを教えてください。ごみだとか排気ガスだとか水の問題とか、管内で問題にな

っているというようなことがあったら教えてもらいたい。 

 それからもう１点ですけれども、皆さんの中にも今日聞いたかと思うのですが、朝、ラジ

オであったのですが、妊産婦がはしかになっていて、はしかにかかると非常に母体も胎児も

危ないというようなかたちで。このはしかについてはあまり言われていないということで、

アナウンサーの方も、「今、私妊娠しているので」というような中でそれを呼びかけておりま

した。その点についてこういういろいろの予防だとか診断の中にはそういう項目は出てきて

いないですが、そのことがあったら教えてもらいたい。以上です。お願いします。 

○市民生活部長  では１点目の方を私の方からお答えさせていただきます。今、公害的な

ものが発生しているかということで、ごみの問題、ガス、あるいは騒音等でありますが、今、
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私どもが把握しているところでは、そういった公害問題というような部分にまで発展してい

るものはありません。 

○保健課長  麻疹につきましては、それぞれ決められた接種法に基づきまして決められた

とおりやっておりますので、間違いないかと思います。 

○関 常幸君  前段の問題はそうですけれども、例えば大きく住民からいろいろな苦情は

来るけれども、そういうのではなくて問題的なものはないというようなことですね、はい。 

 それから後段のものについてはそのようにやられておりますけれども、ちょっとそれ調べ

てみてください。今日のラジオの中ですごく話が出てきておりました。妊娠中にはしかにか

かると大変なことになるので、予防として簡単にあるのだそうです。そんなことがありまし

たので。以上です。お願いします。 

○笠原喜一郎君  １１９ページの保健衛生費の中で関連をしてちょっとお聞きしたいと思

います。本当にいろいろな制度があって、市民の保健を作る、そのためのあれはいいのです

けれども。その中で保健師さんというのは結構数がいられるわけです。この前のマタニティ

ーもそうですけれども、今年度からマタニティーサロンの中に助産師さんを外すというよう

なことで、今年から計画をされているということです。市の健康づくり、あるいは妊婦の方々

の健康、あるいは不安を取り除くという中で、助産師さんの位置づけというのはどういうふ

うにされているのかというのをお聞きいたします。 

○保健課長  在宅の助産師につきましては、子どもが生まれて間もなくまず訪問していた

だいて、いろいろなアドバイスをしていただくというのを今現在行っております。２０年度

につきましてはご指摘のように、これは予算的にはさっきの３款に入ってございますけれど

も、マタニティー教室にも助産師の方から来て、保育士と保健師と３士が一緒になって、若

い夫婦を対象にしてやってございます。そのときのマタニティーの関係を２１年度は助産師

を外しましたけれども、これは助産師でなくても保育士それから保健師で十分大丈夫だろう

ということで、２１年度につきましては助産師の方は外させていただきました。 

助産師は主に何を。保育士や保健師と一緒になってやっていますけれども、いろいろな健

康相談、お互いの仲間づくり、情報交換、それから一部される方についてはヨガ教室とかそ

んなことやっております。その辺のノウハウにつきましては、保健師も保育士も今までやっ

てきた中で、仕事を得とくするわけではないのですけれども、十分これからもそれで対応で

きるだろうということで、２１年度につきましては助産師さんの方は、マタニティーについ

ては外させていただきました。 

しかし、在宅保健師につきましては、いろいろな訪問をやっていただいておりますので、

定期的に行っていただいています。これについては当然うちの課と連絡を取り合いながら、

年何回か打ち合わせをしながら、母子共々の保健について情報交換をしているところでござ

います。以上です。 

○笠原喜一郎君  先ほどのマタニティーのことですけれども、新しい命が自分のお腹の中

に宿るわけです。その不安というか出産に対する不安というのは、それは２番目、３番目に
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なると慣れてきてあれですけれども、初産のときというのはやはり非常に心配を持っている

わけです。そういう中で、それは保健師さんがいていいとかということではなくて、やはり

それなりの資格を持っている方が助産師ですから、私はわずか年に６回かぐらいしかない中

でそれを削るということでなくて。妊娠からそれから子育てまでの間を、やはり保健師、あ

るいは助産師、保育士、あるいは学校、それらがきちん連携をするという体制をとっていっ

ていただきたいなというふうに思っています。２１年度の中で、ぜひ検討していただきたい

と思います。 

○保健課長  検討させていただきますけれども、今回このマタニティーの事業、２０年度

を評価しまして２１年度を計画したわけでございます。これは助成をしたからどうというこ

とではないのですけれども、今回妊婦検診が５回から１４回に助成の回数を増やしました。

ということは妊婦の方も、増えた、増えないではなくて、定期的に当然医者にはかかってい

るかと思います。そちらの方で医学的なそういった面については相談できる機会も増えるだ

ろうという考えもありまして、今回こういうふうな一応の検討をさせていただきましたので

報告いたします。 

○関 昭夫君  し尿処理の関係についてお伺いをします。１３１ページでしょうか。下水

道の普及に伴いまして、し尿汲取りがどんどん減ってきているということで、予算の中でも

汲取業務委託料２０年度に比べて１,０００万円ぐらい減額にもなっています。汲取りの業者

さん方とはどのような話をされているのか。これを１点お伺いしたいのと。 

 それからし尿関係、歳入の方の見込みが約８,０００万円ぐらいということで、逆に今度は

歳出の方を考えますと、施設の整備を除いても１億４,０００万円ぐらい費用がかかっている

わけです。今後、汲取手数料の関係の単価等を、どんなふうにお考えになっているのか。２

点お伺いしたいと思います。 

○環境衛生センター所長  し尿の業者との話し合いということでございますが、これは合

得法という取り決めがございまして、し尿汲取業者の経営が年々厳しくなるということで、

相当以前にそういう法律ができたのですが。それに基づく今後の生き残りといってはあれで

すけれども、業界の対応の仕方、市のお金の出し方、仕事のあり方等について今、話し合い

が進んでおります。 

処理単価についても今後引き上げなければならないという部分では、そうなのかなという

ことではいますけれども、ではどこが適正な価格なのかというような部分では、まだ結論に

至っておりません。ですが非常に重要な内容でございますので、引き続き継続していく考え

でございます。 

今後の単価の問題でございますが、今ほど申し上げましたように非常に業者との話し合い

によって、いろいろな部分で問題が出てくるかと思います。その中で対応していきたいとい

うふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。 

○山田 勝君  ３点ほどお伺いしたいと思います。ページ数はないのですが太陽光パネル

の補助については、現在市は考えていないと。今後の方向としてももう一度考えを伺いたい
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のが１点。 

 それから二つ目ですがページ１１９で健康推進員の関連です。健康推進員の方に研修をさ

れてきたかと思うのですが、その研修自体の健康推進員への効果。どのように感じていると

か、意見がございましたら伺いたいと思います。 

 ３点目ですが１４１ページの金城の里の部分です。これが近隣の村に迷惑施設ということ

でその後も何らかの――指定管理者になっているわけですけれども、迷惑施設としての何ら

かの対応はあるのかどうか伺いたいと思います。 

○市民生活部長  それではまず太陽光パネルの補助の活用の方法、補助というようなご質

問だったと思うのですが。今年の予算の中ではその部分を活用して、事業化をしていくとい

うことについては、まだしておりませんが、こういった環境問題が非常に大事な時代であり

ますので、太陽光パネルの利用についてどういうかたちで対応していったらいいのかも含め

て、ちょっと一年間研究をさせていただきたいと。関心を持って研究をしたいということで

考えていますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 それからもう１点の金城の里に対する地元の迷惑施設としての地元優遇、という質問だと

思いますが、言われたようにこの春から指定管理者制度に移行するということで、市で直営

でやっていたときには、それぞれ無料券の配布というようなことがあったわけです。引き続

き地元３地域に対する還元施設としての位置づけは、優遇制度を設けてやりたいということ

です。指定管理者を選定する選定委員会の中で、それぞれ申し込みをされた業者さんとの計

画の中でありまして、その中ではポイントカードシステムの導入を計画するということであ

りました。 

ポイント数については、一般の利用者の２倍のポイントを、地元の３地域には付加をしま

すということであります。さらにある１地域につきましては希望者でありますが、一世帯当

たり１万２,６００円で年間の利用券の販売も行うということであります。それから他の２地

区については、来館のポイントを一般の利用者の２倍とするということでありますし、あわ

せてキャンペーンを展開して入浴の促進を図るという計画をお持ちのようであります。その

時点では、地元の皆さんにキャンペーン時は４倍のポイントを付加して優遇措置をやりたい

ということが、計画に謳われております。 

したがいまして今までの優遇制度との金額的な比較は簡単に出ませんが、ほぼ匹敵する優

遇制度がなされているということでご理解いただいたいと思っています。以上です。 

○保健課長  健康推進員の成果でございますけれども、ご承知のように健康推進員につき

ましては合併して南魚沼市になりましてから、平成１９年度を第１期としまして原則２年間

の委嘱としてございます。したがってこの３月末に第１期生が終了するわけでございます。

私ども保健課では２年間のうち第１年目は、まず自己検診にあてていただこうということで

力を入れておりまして、２年目に地域で実践をしていただこうというふうな計画で組んでご

ざいます。 

主にまずは自分の健康、自分の家族の健康についてしっかりやってくださいと。それを今
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度２年目に輪を広げてください、ということでお願いしまして、今般も出ましたけれども、

それぞれ各地域で自主的な活動。集落単位で健康推進員おりますので、自主的な活動の実践

集をこのほど、約９０ページほどになりますけれども出させていただきました。これについ

ては各健康推進員が自ら書いて、どういったことを対象にやって、何人集まって、参加者の

声がどうだった、それに対する感想。そういったものをすべて手書きで書いた、鉛筆で書い

たものをこちらの方に出させていただいたものを、Ａ４判を縮小して、Ａ４判１ページ裏表

にして９０ページほどの実践集を作りました。 

非常に中身の濃いものでありまして、先ほど申し上げましたようにまだ１期めではござい

ますけれども、これがまた将来的に続く中で、健康推進員の制度がある程度知れ渡りまして、

健康の輪が広がっていけばいいなというふうに考えております。以上です。 

○山田 勝君  それでは太陽光パネルの部分ですが、経済産業省がこのほど７万円の事業

補助。１キロワット当たり７万円ということで、非常に高額になってきています。それで長

野市も３万円から７万円にアップしたと。あわせれば１キロワット当たり１４万円という非

常に高額な補助が出るので、もし仮に市内で経済産業省の支援を受けたいという場合につい

ては、市を経由しないということになるのですか。それともそういう支援は受けられないと

いうことでしょうか。その辺伺いたいのが一つと。 

 健康推進員につきましては本当にそういうことで意識が上がってくればいいと思うのです。

ただちょっと私の耳に入ったのが、健康推進員の奥さんの旦那さんからの意見ですけれども、

ちょっと内容が難しすぎて。それで難しいなという感想を保健師さんに話をしましたら、参

加してもらうだけでいいからというようなことを言ったという話・・・すみません、かいつ

まんで聞いた内容で申しわけないのですが、ちょっと研修が難しすぎるのかなという感想持

ったので、今、伺ってみました。 

 金城の里については無料券はなしということですね。そうするとそういったことで今まで

の回数券も使えないし、無料券も使えないと。地元の人へのもう少し説明をいただければと

思っています。 

○市民生活部長  まず１点目の太陽光の国の補助は、議員言われるとおり１キロワット当

たり７万円で、通常の家で４～６キロワットで整備費に１キロワット７０万円と、こういう

ことであります。補助の方法はどうだかということでありますが、直接、経済産業省なり補

助団体に申し込むというかたちにすれば、補助は受けられるということであります。 

 現在、市では塩沢にある舞子団地に設置をして、試験的にやっているということでありま

すが、雪国で非常に期間が限られるという部分あって、効果を見た中で現在これからも検討

していきたいということでありますので、そういうことです。 

 それから金城の里の関係でありますが、議員言われるように非常に地元の人たちにつきま

しては、大変ご迷惑をおかけしている施設でありますので、今後とも理解を得られるべく、

利用券の廃止には至りますが、それら以外の部分で優遇措置を引き続き講じていきながら、

地元の皆さんのご理解、ご協力をいただきたいということで対応していきたいというふうに
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思っております。近々ある地域では区の総会等がございますので、私ども伺って、また移行

後の内容について、理解いただけるようお願いしながらしていきたいということで考えてお

りますのでよろしくお願いいたします。 

○議   長  山田議員、健康推進員の方の件はいいですか。 

○山田 勝君  はい、結構です。 

○和田英夫君  １２１ページの住民検診あるいは基礎検診の関係でちょっとお伺いします。

市長も施政方針で検診の受診率向上ということを謳いながら、また資料の各論の中のいわゆ

る成人保健関係でも、非常に各特定検診なりいろいろな検診を連携しながら受診率を上げよ

うと、こういうこと。それは私は評価しているのです。 

そこでちょっと特定検診と他の検診のかかわりでちょっとお伺いしたいわけでありまして。

特定検診は確かにすでに説明があったように国保の会計で、国、県の助成、補助金と、ある

いはまた保健課長言われましたように財団法人新潟県成人病予防協会からのお金が流れなが

ら、検診が行われているわけです。 

そこで、そこまではわかるのです。予防協会におそらく委託料が３,６００万円ほど行って

いると思うのですが、私の勘違いでなければ。そこから今度は実際の検診は健友館なり、六

日町なり塩沢の保健センターでやっているわけで、そこにどういうかたちで委託料が流れて

きているか。ちょっとその辺をお伺いします。 

 それから、実は先日私のところにドックの日程のお知らせが来ました。ここには平成２１

年度人間ドック事業につきましては、ということで案内が来たのですね。ここに、このとこ

ろ医師の不足によりましてドックの実施日数の減少、受け入れ日数の制限をさせていただか

なければ立ち行かない状況となっておりますとある。さらに後段に希望の方は多いから、希

望の月から半年以上お待ちいただかざるを得ない状況となっていると。これがアンダーライ

ンを引いて言っているわけです。これはわかります。 

わかりますが、市長なり関係課では受診率向上に努めるとこういうことを言っていながら、

かたや具体的にここにこういうドック実施日数を減少とか、受け入れ人数の制限、あるいは

希望年月日から半年ぐらいですね、６カ月、お待ちをいただかなければならないということ

になると。この件は、これはどなたでもいいですが、この辺どういうふうに私どもは解釈す

れば。片一方では受診件数を上げながら受診率の向上をしたいと言いながら、片一方では制

限。この辺をちょっと。 

○保健課長  私どもが支払いします委託料につきましては、どのように病院の方に流れて

いくかというのは、ちょっと手元に資料がありませんので、調べてすぐまた連絡したいと思

います。以上です。 

 ドックにつきましては健友館のドックだかと思いますけれども、やはり医師不足が非常に

影響しているかと思います。ドックについては、午前のいわゆる内科検診につきましては先

生が必ず付きますけれども、午後から食事を食べた後に結果説明がございますけれども、そ

こにちょっと医師をなかなか充てる余裕がないということで医師の。血液検査等につきまし
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ては即結果が出ますし、それから・・・（「それはわかったのでいいです」の声あり）まあ、

医師不足でございます。 

○議   長  ちょっと待ってください。 

○保健課長  先ほど前段の部分で特定検診でございますけれども、検診機関から国保連の

方に請求があがります。国保連の方から市の方にその請求が来まして、市はまた国保連に支

払って、国保連から検診機関の方にお金が回るということでございます。 

それからがん検診につきましては、検診機関から予防協会の方に請求が行きまして、協会

の方から市の方に請求が来まして、市から検診機関の方にお金が流れるというかたちになっ

てございます。 

○和田英夫君  初めの受診抑制。ドックの受診数の減少、受診抑制、あるいは希望年月日

から半年遅れる。このことは非常に大きな問題です。もちろん前々からお医者さんが少ない、

あるいはスタッフが少ないということは、これは大変だがそれは承知している。しかし、市

長の施政方針なり、各論、各課のこの方針で、しっかりと受診率を向上するのだと言ってお

きながら、実は医者が足りないからだ、ドックを制限する。 

これは市長、これは当初予算の審議ですから。後半ではないのです、年度の。初め予算の

審議ですから。ここでこれほどの違いが出るということは、これは大変な私は問題だと。問

題というかそれは悪いとか、そういうのではありません。言っていることと現実が違うとい

うことを言っているのです。 

そこで保健課長、お金が今言ったようなことで流れることはそれはわかっている。大体予

想はつく。だから、委託料３,６００万円がおそらくまずもって・・・これは確か私も協会の

ホームページ見ましたら、確かにそれだけの巨額な金が入っております。おそらく県下のこ

ういう類のものはここで通って、収支報告の中には事業収入、あるいはさらに検診車の委託

事業で出ているからこれはわかる。 

わかるが、だからではそこで確かに国保会計の中に、雑入で特定検診審査等で８７０万円

ほど入っているが、おそらく今度は病院会計の中の歳入の公衆衛生活動収益の中の住民検診、

あるいは事業所検診の中に、私は回りまわって入っていると思うのです。この辺はしっかり

と３,６００万円の委託料が、回りまわってこことここと入っているのだと。これは調べれば

わかることですが、ちょっと今わからなくても調べてお願いしたいわけでありますし。 

そこで受診率の向上。市長、先日市報でもって、また――これは非常に親切に私は評価す

る市報で――４月からの住民検診が始まりますというのは、これは本当になかなか親切ない

い内容の市報だったというふうに思うのです。そこで、基礎検診いわゆるメタボ検診。メタ

ボ検診は受けるが、問題はその後の各種がん検診の受診率が上がらないということで、ここ

へ受診率向上を目指すということで言っているのですから。 

ここで専門家的だが保健課長、例えばメニューに基礎検診と一つのセットでレントゲンと

か各胃がん、大腸がんとかメニューにして、それでも市報へ価格表が入っていて全部やって

も個人負担で大体５,５００円。女性の方も女性用の検診をしても自己負担が大体５,５００
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円ぐらいで。市報のところを見れば年齢とか若干違いはあるが、大体５,５００円ぐらいの負

担で基礎検診、メタボ検診と各種がん検診をおおむね受けてもそのくらいになるのだから。

それを一つのセットメニューとして定番にしてやられるということは、これはちょっと法律

上うまくないのですかね。ちょっとその辺の。 

私は受診率の向上ということでそういう角度で聞いているのです。そういうことで市長、

まずドック制限。いや、だってここにちゃんと書いてある。制限させていただきますと書い

てある。これとお金の流れをちょっと。 

○市   長  今、議員がどこの医療機関で受けられるという・・・（「これは健友館、大

和病院」の声あり）健友館、これがご承知のようにあそこのスペースも限られておりますし、

医師の数も足らない。そういう中でどうしても健友館だという方については、制限をすると

いうことではありませんけれども、そういうふうに遅れたりとかそういうことがあり得ます

から、ということをやっていると思うのです。城内病院などはやっていますし、あと小出の

医学協会ですかこれもやっていますが、そこからはそういうことはまず出ていないと思うの

です。 

ですので、大和の場合は非常にそういう面で人気があってという部分もありますし、医師

が不足していることも間違いありませんので、制限をしようという気持ちはございませんけ

れども、状況的に希望日には間に合わないとか。それから６カ月と書いてありますか。（「こ

れ半年以上」の声あり）はい、これは大和病院の方から出したやつですね。結局・・・わか

りましたが、極力やりますけれども、なかなかご希望の日数やそういうところでやれないと

いうことが、日数というか日にちですね、そういうふうにひとつ理解をいただきたいと思い

ます。 

制限を受け入れ・・・（「人数の制限」の声あり）それは受け入れる人数。ですから、例え

ば大和ではこれ以上年間いくら組んでもやれませんと出た場合は、結局皆さん方から、では

例えば悪いですけれども城内病院に行ってくださいとかと、そういうことをやりますから、

別に人間ドックを受けないでくれということではありませんけれども。今、お医者さんの状

況でどうしてもこうなると、それはひとつご理解いただきたい。 

私が施政方針で申し上げている受診率の向上というのは、別にそれを放棄しようとかこれ

と全く相反するということではありませんが、気持ちとしてはそうやりたいけれども、現場

としてはこういうことの発生も今、出ちゃっていますからそういうふうにひとつ。全くしっ

ぺたとほっぺたの関係だ、なんていうふうにひとつとらえないでいただいて、そういうこと

ですので実情をご理解ください。（「それはわかる。そこでもう１回ある」の声あり） 

○保健課長  単純に言いますとセット料金でございますけれども、これについては法的に

問題があるかといえば別に問題はないかと思います。募集するときにこれとこれでセットで

いくらですよというのは、それはいくらでも子宮がんでも胸のがんでもセットはいくらとい

うのは書くことはできますけれども。今やっておりますのは、特定検診対象者につきまして

は特に希望は取らない。検診自体はですね、もう受けてもらうのだということを前提にして
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いますので。ただ、胃がんとかそういったがんについては申し込み制になっています。 

これは大和病院も含めてですけれども、バリウムを飲むわけです。近年胃の調子が悪くて

医者にかかっている人ですとか、あるいは胃カメラをのみたいと思っている人、それから人

間ドックを受けられる方等々がございますので、今現在は希望する方に申込書を取っており

ます。 

ただ、受けない人もなぜ受けないのかは項目がありまして、ドックで受けるとか、あるい

は医療機関で受けるとかというふうな選択肢がございますので、そこに該当しない人につい

ては受診干渉、個人の方に受けていなければ受けていくようなかたちで、受診率アップを図

っていきたいというふうに考えております。以上です。 

○和田英夫君  市長、お医者さんにはそういうふうに足りないことはわかっているし、実

情は私は理解している方ですが。そこで、ここのように希望月が半年以上お待ちは、これは

やむを得ないのです。やむを得ないが、仮に半年という期間が病気によって大変なことにな

るやもわからないわけです。 

したがって私は皆さんにお願いしたいのですが、それは健友館が混んでいることはわかる

が、だとすれば今、市長が言ったように城内病院、あるいは逆に若干申込者で余裕があるよ

うなところがありましたら、その辺をやはりあなたは健友館に申し込んでいるがここは混ん

でいてだめだが、もし、急ぐというか何だったらここへどうですかという、こういう指導を

私はできると思うのです。 

それともう一つ。ドックは確かにこういうふうにはっきりといわゆる制限なり期間を半年

遅らさせている。メタボ検診とかかわる各種検診事業は、向上率を上げるということを言っ

ているわけですから、市民がどんどんと関心を持って健康維持のために行った場合には、こ

ういう健友館のドック制限のような現象は起きないというふうに私ども理解していいわけで

すか。 

それから先ほどの委託料については３回で終わるようですから、市内の各検診機関に財団

法人の予防協会なるものから、どういうかたちで、それがまた逆にお金が流れているか。あ

とでちょっと教えてください。 

○市   長  おっしゃるとおりですから。これは、大和はまた大和病院の中の業務形態

等もありますので、病院の方で例えばもう半年も待つようであれば私はどこかで受けたいと

か。そういうことはきちんと把握させていただいて、お薦め、城内病院に行けとか、小出の

医学協会に行ってもらいたいとかという、それは個々の対応の中できちんとやらせていただ

きます。こういうことでご不満で、俺はもっと早く受けたいどこかないかという、そういう

こともあろうかと思いますので、それはきちんとやらせていただきますし。 

ドックを受けられない期間に病気が発生したらどうすると言われても、それはなかな

か・・・（「違う違う、６カ月のものは」の声あり）もし、ご自分でそういうおそれがあるよ

うでしたら、ドックではなくてそれは医者に行ってもらわなければならない。 

それからドックを受けなかったから、それが６カ月遅れたから発生したということは、こ
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れはちょっと医者の方としては受け入れがたいことだと思いますので、そういう面でちゃん

と城内病院もそう多くはありません。この間私が行ったときは３人やっていました。前はた

った一人だったのです。だけれども今３人やっていただいていますし、小出医学協会の方も

やっている。１週間に１辺づつ今、城内は広田先生が大和から来ていただいてやっている。

前はやるのが一人だったのですけれども。 

そういうことでやっていますので、そう皆さんに混乱やご迷惑をかけないように、もう一

度大和の病院の方ときちんと調整をさせていただきますのでよろしくお願いします。（「住民

検診は混みあっているとか、制限はないのでしょうね」の声あり） 

○保健課長  そのようなことのないように対応しなければならないというふうに考えてお

りますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、第４款 衛生費に対する質疑を終わります。 

○議   長  昼食のため暫時休憩といたします。再開は１時１０分といたします。 

（午後１２時０２分） 

○議   長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後１時１０分） 

○議   長  第５款 労働費の説明を求めます。 

○産業振興部長  それでは労働費の説明を申し上げます。ページ１４０、１４１からでご

ざいます。前年対比の予算で約４,０００万円ほどの減でございますが、これも今までの話の

中に出てきておりますが、労働金庫の預託金、毎年４,０００万円を計上してございましたが、

私どもの検討の中で預託金といいながらも制度的な預託金ではなくて、要は貯金をするとい

うようなかたちでお金が動いていったものでございます。今後は金庫さんと制度資金の一部

として制度構築ができる場合に、改めて協議の上預託制度を復活するということで減額をさ

せてもらったものでございます。 

 はぐっていただきまして１４２、１４３でございます。まず上の方から２段目の自主的出

店者支援事業補助金でございます。制度を作ってからなかなか該当例がございませんでした

が、２０年決算では１名今のところ該当者が出る予定でございますし、問い合わせも若干あ

るそうでございますので、２１年度も期待をするところであります。 

それから労働施設管理費につきましては、浦佐駅の西口にあります働く婦人の家の維持管

理費一式でございます。 

それから飛びまして被災地域緊急雇用創出事業でございます。今年も今まで１７年から３

年限りというようなことで続いていたわけでございますが、２０年も延長になりました。２

１年も１年限りという措置でございますけれども、また延長という情報がございましてこの

とおり約１億２,４００万円ほどの予算を計上させていただきました。業種的には１９事業ご

ざいまして委託が７件、直営が１２件というような内訳でございまして、そのうちのほとん
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どが今までの継続事業の案件になってございます。委託の方で１件新規、それから直営の方

で１件新規がございます。これもどんどん出てきておりますが新規雇用予算上では１０１人

ほどの雇用をさせていただいております。 

それから今までもこれは私ども話をしておりましたが、会計年度が私どもの年度は４月１

日から３月３１日でございますが、この基金の年度は３月１日から始まりまして３月末とい

いましょうか、そういうふうなかたちのあれがありました。けれども、これを３月補正で一

応訂正をいたしまして、この２１年度からは４月１日から３月３１日まででいいというよう

なことになりまして、２０年度の方で１３ヶ月予算を組んだというような内容でございます。

今後はこれは１年普通の会計年度と同じようなかたちでいけると、いうふうな内容でござい

ます。 

 はぐっていただきまして１４４、１４５でございます。上の方から一段目でございますが、

地場産業振興事業費これが新規でございます。中身としては今のまちづくり会社の方に職員

の派遣をしたいという内容の中で、ここで手当をさせていただくものであります。 

 それからはぐっていただきまして１４６、１４７。これも上の方から一番目の「大和町史」

資料収集事業費。これも新規でございまして、これは委託の新規でございます。これは県立

文書館等々で収蔵している内容の旧大和町に関連する資料のコピー等をやはりとりまして、

今後に生かしたいというような内容の中身でございます。 

それから４目の雇用創出事業でございますけれども、これが国の今の緊急対策で出てきた

内容でございます。今のところここに経費を計上しているものは、「天地人」のところに会場

受付３人、それから展示場内の案内に３人、それから外部の方の駐車場の案内、整備に３人

ということと、伝世館の方に二人を予定して計上させていただきました。 

それで、この事業の内容でございますが、大きく二つに分かれるわけです。ふるさと雇用

再生特別交付事業というのと、それからこのいままさにこれ予算を計上してございます緊急

雇用創出事業と、この二つがございます。それでふるさと雇用再生特別交付金事業につきま

しては、基本的には長期ということで１年を想定しているわけでございまして、これは外部

に委託をする事業というようなかたちでございます。 

それで、この事業の仕組みとしましては、１年の事業期間が終わっても継続して事業を実

施しなさいと、こういうふうな縛りがございます。今回なかなか使用しづらいということで、

これは全部市町村に枠配分があるわけです。４年間の枠配分がございます。その中で今、検

討したわけですが、これは今回使わないようにしようということにさせていただきまして、

この緊急雇用創出事業の方だけを該当にさせていただきました。 

ただし、これは逆に短期のものでございますので、６カ月を越えて雇用できないというよ

うなそういう部分がまたこれも縛りがございます。そんなことで今、予算上はここで計上し

てございますが、もし復興基金の方の部分と調整ができて県の方から了承が得られるようで

あれば、これは復興基金の方に６月あたりの補正の中で組み換えをさせていただきたい、と

いう内容を含んでございますので、ご承知をいただければなと思います。 
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それから勤労福祉センター事業費でございますが、これは福祉課の方に所管換えをしまし

たのでゼロになったという内容でございます。以上でございます。 

○議   長  労働費に対する質疑を行います。 

○中沢俊一君  市長に伺いますが、昨日の審議の中でいろいろな雇用、あるいは経済の方

の予定を、ローリングしなければならないというようなお話がありました。担当の方では１

０月頃になるのではないかというような、決算を踏まえてのことですから。しかしながら、

こういう労働とか経済対策とかということも含まれているわけでありますから、やはりこれ

は市長があの時も促した、６月後ぐらいにどうだかというあたり。これはやはり暫定だろう

がなんだろうが組んでいただいて、こういう今のここには手を付けなかった補助事業である

とか、そういうことを入れた中で、とにかくしゃばの雇用、経済対策、これを急いで欲しい

のですがどういうお考えでしょうか。 

○市   長  今のお話は財政のシミュレーションのことですか。（「そうですね」の声あ

り）きちんとした数値が出るのは、やはり決算を受けてからでないと出ませんけれども、今

の状況の中でどうだという、推計部分であればそう遠からずにそれはやれますので。当然そ

ういうことをやりながら、雇用情勢そういうことも見極めながら、必要とすれば補正等でき

ちんとした対応をしていかなければならないと思っております。 

○中沢俊一君  つい最近の新聞でも国の方も、今まで手がつかなかった中長期的な事業を

組み入れた中で、補正を組んでいきたいという方針が出ました。本当にその辺は早く強力に

そういう手を打っていって欲しいと切に望みます。以上です。 

○樋口和人君  １点お伺いをしますが１４５ページの地場産業の振興事業費ということで、

新規でということですが。先ほどの説明ですと、まちづくり会社へ職員を派遣するといった

説明でした。どういった意味合いの職員なのか。これでみますと臨時職員というような書き

方になっていますが、それについてちょっとお聞かせを願います。 

○産業振興部長  若干細かくなるかもしれませんがご説明申し上げたいと思います。まだ

まちづくり会社の経営内容につきましては、委員会の方等々を含めまして度々皆様方には報

告はしてございます。そういう中で高度化資金という無利子の資金を借りているわけでござ

いますが、その返済がままならないというような部分で最近返済の条件変更。例えば１年に

５,０００万円返さなければいけないのを、実質的には例えばそれ以下でしか返せないという

ときには、その条件変更というのをクリアしないといけないような、そういう制度があるわ

けでございます。 

その制度が今まで連続６期条件変更をしているわけでございまして、昨年の２０年の９月

に償還の期限を迎える部分につきまして、いまだかつてないような――これは昔の中小企業

事業団でございますが、今は機構といいますけれども、そちらの皆さん方との話し合いに今、

入らせていただいていくか、実質的には向こうの皆様方が、今までは県を通じながら会社の

方とかなり詰めて、あとは町なり市の方との調整を行ったということなのです。が、昨年の

部分はもう市のまちづくり会社に対する考え方はどうなのだという、そこら辺を鋭く求めら
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れまして、そういう中で市の方での支援処置が見られるか見られないかを、その高度化資金

の猶予の条件、判断材料にさせていただくという部分がございました。 

そういう中で多分回数からいうと私どもの方との協議したのは４回ぐらいに渡っているか

と思いますが、その中で私どもが出したのが、では人的支援をするということと、２款の方

でも出ましたが駐車場の借り上げの支援、この部分でとりあえずなんとかなりませんかと。

これが条件でございまして、その部分は了承したということで、２０年分の返済については

猶予をいただいたとそういう内容でございます。 

それでこの今の派遣をする皆さん方については、当初は職員という話もあったわけでござ

いますが、なかなか今年お聞きしますと勧奨ではない皆さん方がだいぶ今、辞められるとい

うことで、人間の手配がつかないというようなことで、私の方でハローワークにも特別案件

ということでお願いをしましたが、なかなかこうぴったりする方がいませんでした。 

なぜそういうかたちでやったかというと、あそこは今後、経営の内容についてまで含んで

やっていかなければならないわけでございますが、まず市との方のパイプを作っていただけ

る方。 

それからおかげさまでＡコープさんに代わって良食さんが入っていただきましたので、良

食さんがＡコープさんの株式を取得されたようだと。こういうことになっておりまして、い

ま株主名義の変更を受けているわけでございます。そうすると良食さんがまちづくり会社の

方の経営参画ができそうだと。その経営参画のお手伝いをしてもらうと。 

それからもう一つは、まちづくり会社そのものに人間を雇用してもらえれば、それは経費

としては落ちますが、その部分をうちの方から派遣をすることで若干経営支援にもなるので

はないかと。 

それからあとテナントシェアリングがございます。今もちょっと空きスペースがあるわけ

でございますが、ここをやはり良食さん等と早めに連携を取ってもらって、一刻でも早くそ

ういうところにやはり店を新しく入れていただくという部分等々含めて、重要なポストにな

るだろうということ。 

それから最後は私どもが考えているのは、あそこは管理会社だというふうに――まちづく

り会社ですが、管理会社だと思っていますので、できれば今のところ３年のこの緊急雇用は

１年なのですが、私どもの機構との話し合いの中では、当面３年を１年契約でという考えで

おりますので、その間に方向付けをやはり私どもと一緒に付けていただかなければならない

という意味の、大変重要な職責を担う方だというふうに私どもは認識しております。 

○樋口和人君  本当に聞きたかったのは、いわゆる経営のかなりのところまでかかわる方

ですよ、ということなのだと思うのですが、そうしたときに臨時という言い方だからこうと

いうわけではないのですけれども、こういった臨時の方の対応でいいのか。あるいは先ほど

最初の想定の中にあった職員の方というのが、きちんとした中のかかわりといいますか。そ

こまで臨時の方で、まちづくり会社の経営の中に対して発言がきちんとできていくのか。そ

の辺をしっかりなされればそれでいいとは思うのですが、その辺の考え方をちょっとお聞か
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せを願います。 

○市   長  経過それらについて部長が申し上げたとおりですけれども、当然いわゆる

指導的な立場も含む。含むというかそれが主になるわけですので、当然そういう識見、経験

いろいろ兼ね備えている方を見つけて、そこに行ってもらうということであります。 

ただ、経営と言いますけれども、いわゆる経営内の責任を取る参画はございませんので、

いわゆる指導でしかも市ときちんと連絡を取っていただく、市とのパイプもきちんと構築し

ていただくと。そういうことでございますのでよろしくお願いいたします。 

○中沢一博君  １４３ページでしょうか、１４７ページでしょうか。緊急雇用の件でちょ

っとお聞きさせていただきたいと思うのですけれども。前にもお話いただいていたかと思う

ので、ちょっと私が聞き逃した部分もあったと思うものですから、もう１度今の現状をお聞

かせいただきたいと思います。 

今やはり失業者がかなり増えているかと思うのですけれども、実際のところどのぐらい現

場として掌握されているのか。まずお聞かせいただきたいという１点と。 

それとこれは雇用の調整助成金ですか、これはわが市にはもう来ているのか、これからの

部分になるのでしょうか。各ほかの自治体ではかなりこれを活用して、例えば失業するのを

止めさせて、それをした場合助成が出るということで、かなり申請も出ているというふうに

私は聞いているのですけれども。この件からして我が市としては、そういう体制はこれから

というふうにみていいのでしょうか。それとも今現在もう出ているかどうか。ちょっとお聞

かせいただきたいと思います。 

○産業振興部長  雇用の状態ということに総じて言わせていただければ、非常に厳しい状

況にあるということだけは認識してございます。それから今議員さんが言われたのは雇用調

整金のことかなというふうに思われますが、これは社員の皆さん方を休ませたり、自宅待機

をさせて首にしないでそういうかたちにしたときに、私の頭の中では多分７,６００円ぐらい

だと思うのですが、１日あたりの給付金がいただけるというようなことで。 

これは先般、日報さんの方の新聞にもでましたが、あの時点では多分新潟、長岡を抜いて

南魚沼市が多分一番数が多かったと思うのです。その時に私、ハローワークの方に確認をし

たのですが、まだ新潟と長岡の方はハローワークでは全体数値の把握ができなくて数字的に

上がってこないと。上がってくれば多分南魚沼市が３,０００人ぐらいだったと思うのですが、

そんなものは比ではないよというようなことだけは言われておりますので、状況的にはそう

いう状況でございます。 

ただ、賃金の実態調査とかそういうのは、行政というか私ども市の方で馴染むのかどうか

というのが、ちょっと問題があろうかなと思っています。権限的なものもございますし。こ

れはただハローワークだとかそういうところがやるのであれば、それは一つの法律の中の形

態でやれるわけです。そんなことで１２月の議会に私どもが２０数社で２００人ちょっとの

雇い止め等々の方があったというのも、あれもやはり電話をかけて聞くより方法がないわけ

です。電話を今回もやろうかなと思ったのですが、「あなたのところは景気が悪いのでしょう
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か」と聞かなければならないわけです。景気の状態はどうですかということですから。そん

なのわかっているんじゃないのと、こういう部分がございまして、あまり２度、３度やらな

いようにしようということで、１２月の部分は概算数値を使っているわけですが、そういう

意味では非常に悪いということだけは承知はしてございますが。 

○中沢一博君  確かになかなか難しい部分があるかと思います。現実やはり手を打たなけ

ればいけないということを感じたときに、ハローワークとの連携を多分密にやっていると思

いますけれども、そこをした中でしていかないと、なかなか今回の場合はちょっと半端では

ない部分はもうご承知のとおりであります。 

それでちょっとお聞きしたいのは、市長の方から新しく来年度臨時職員ということで２０

０名採用されるというふうに聞いておりますけれども、今それに関していつ頃に何名ぐらい

されているのか。市民は正直言ってこういう緊迫な状況でありますので、いつ頃に何名ぐら

い募集するのだろうという、そういうやはりすごい期待もあるわけでございます。その点が

もし、わかりましたら、だいたいここのあたりで何名ぐらい今、臨時を考えているのだと。

この間、定額給付金の例は出されましたけれど、それ後以降２００名のだいたいの概要を教

えていただければと思います。 

○市   長  ここにあがってあるものはすべて４月１日からということで今予定してお

りますので、当然受付中かな・・・（「ほぼ」の声あり）ただ、予算がきちんとしないうちは

なかなか難しいという部分もあります。要は４月からの予定でありますので、また大勢の皆

さんからご利用いただきたいと思っております。 

申し添えておきますが状況を見ながら、先ほど中沢議員にもお答えしましたが、補正とい

う話もしましたけれども、補正対応では遅いという部分がありますれば予備費等も使いなが

ら、きちんとした対応をとっていかなければならないと思っております。 

○中沢一博君  ありがとうございます。私が言うまでもないのですけれども、今回は本当

にバブルのときと違って悪化がすごく早いというのを、私自身でさえも感じているぐらいで

すので。先ほど言ったように７５兆円の二次補正予算が決まりました。これからは私どもの

方へ多分具体的な方が流れてくるかと思うのですけれども。私は６月議会を――ちょっと認

識がわからないからあれなのですけれども――６月議会を待つまでに臨時議会を設けるぐら

い、早く対策を打ち合わせるべきではないかと思うのですけれども、それに関して市長はど

んな感じでしょうか。教えていただきたい。 

○市   長  今まだ具体的にいつだということは申し上げられませんけれども、５月は

だいたいいつも国保の関係で臨時会を開かなければなりません。それにちょうど時期が合え

ばそれで結構ですし、今おっしゃったようにとてもそれも待っていられないということであ

れば、とりあえず議会召集をする暇をいただいて・・・暇がなかったということにご理解を

いただいて、５,０００万円の予備費ということは一応もってあるわけでございますので、緊

急的な措置はやらせていただきたい。そして当然ですけれども議会の皆さんと、これはいく

らなんでもご相談しなければならないというような大型のものとか、そうなれば臨時議会を
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全く手間を惜しんだりそういうことをするつもりはございませんので。何回臨時会をやろう

がそれはやらせていただこうということです。 

ただ、一つだけ皆さん方からご理解をいただきたいと思いますのは、非常に百年に１度と

いうことで言われております。状況は厳しいことはわかっていますが、あまりなんといいま

すか、我々が悲観的な見方だけで進んでも困るという部分もあります。ただ、打たなければ

ならないといえば打ちますよ。打たなければならないといえば打ちますけれども。 

いつか新聞にも載っておりましたが、アメリカがテロにあったときブッシュ大統領はまず

国民に何を呼びかけたかといいますと、もう怖いから外に出るな、緊急体制をとれというこ

とではなくて、政府がきちんとやるから普通の生活に戻ろう。そういうことをおっしゃった

そうであります。これと今のとがどう結びつくかは別にいたしまして、私たちも相当の情報

収集をしながらきちんとした対応をやっていきますので。やはり普通のその生活、普通の気

持ちに、いったんは落ち着いていていただきたいということを皆さん方には申し上げたいと

思っております。それで手をこまねいてずるずると底に沈んでいくようなことは、絶対いた

しませんのでお願いいたします。 

○宮田俊之君  １４５ページで先ほどの緊急雇用創出の方でちょっと詳細を教えてくださ

い。まず上から２段目のライブラリ構築事業費ということで、昨年度も７１０万円ほど盛り

込んであったということです。ちょっと伺いたいのは、制度設計上その３年間である程度の

事業量で、ということでまず頼んでいたと。今度２１年に新たにまた見込みがついたのでと

いうことで、前回よりも増額のお金が入っているという。その辺のなんというのですか、ど

うやって事業量をいったん決めた枠を、さらに増やすという段取りを今しているわけですけ

れども。ちょっと内容をですね、額も大きいのでそろそろどのあたりにこれを頼んでいるの

か、それも含めてですけれども。あと委託料ということですので、委託先が新たに雇用を創

出しなければならないわけですけれども、新規にですね。この辺の管理についてはどの辺ま

で把握されているのか。ここについてお伺いいたします。 

それで一番下の方にきまして、聞き漏らしだったらすみません。博物館補助事業費という

ことで、これも新規ということで――これでよかったのでしょうか。ですよね。これのずっ

とお話に出ております今泉で道の駅化等々の検討も始まっているという中で、この辺の委託

料が、内容そういった事業に関連してあるのかしていないのか。これについての内容を教え

てください。 

それと一番下、デジタル化事業費ということでこれも昨年度と全く同額で出ていくという

作業になっております。これも委託料ということになっているのですが、これについても成

果物が３カ年でやろうとしていることをプラス１年深まったので、どの程度の成果物があが

ってくるのか。この大きく分けて３点を教えてください。 

○商工観光課長  最初にご質問の映像ライブラリ構築事業費でございます。これにつきま

しては３年間ということでございますが、３年間ホームページ等で非常にこのライブラリに

ついては好評をいただいておりまして、評判もいいということでございます。ただし、３年
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も経ちましたので、映像等が非常に古い部分等があるということで、その辺の更新を図りた

いというようなことから来年度も引き続き構築するということでございます。長岡のアルス

ペースという会社に委託をしているものでございまして、雇用については６人でうち新規５

人という予定になっております。 

○産業振興部長  博物館の方の補助事業の関係でございますが、これは２０年予算の補正

であげさせていただいた、途中からあがってきたものでございます。一応継続扱いというこ

とで、私どもが今泉さんの方の関係のことであそこに出入りをしているところで、できれば

また未整理のものがたくさんあるということで、ぜひ、これだけは整理をさせていただきた

いということです。本来は私どもがわかっていれば、年当初からでもあげてやりたかったな

という案件なのですが、それを去年半年やっておりますので、今年またもう１回やればある

程度になるのかなという、そういうことで社会教育課を通じましてあがってきた案件でござ

います。 

○教育次長  １４５ページの一番下の方の南魚沼市歴史的資料デジタル化事業であります

が、これは今現在、六日町町史とそれから大和町史ということで郷土史編さん事業をやって

おりまして、そういうことで市内の古文書とかそういったものを借りてくるわけですけれど

も、そういったものをマイクロフィルム化するという事業であります。毎年そういったこと

で借用したそういった古文書とか、そういったものをマイクロフィルム化するという事業を

やっている内容であります。 

○宮田俊之君  大枠はわかりました。先ほどの今泉の件で、今の道の駅化に近づくのか、

近づかないのかに関連する、しないも含めてお答えをまた漏れた点、いただきたいと思いま

す。 

それとライブラリ等でちょっとお伺いしたいのですが、これは映像としての著作権をうち

の市が持つということになるのでしょうけれども、この映像については例えばＤＶＤになっ

てその後観光施策の中で生かされるとか、そういった著作権とかその成果物についての話と

いうのはどこまできちんと詰められているのか、それもあわせて教えてください。 

向こうの先ほどのデジタル化の方の歴史的資料の方はわかりましたが、これも成果物とし

てどういったものが最後あがってきて、どう活用できるのかについても教えてください。 

○産業振興部長  まず博物館の方の関係からお話をさせていただきます。まだ具体的に方

向性がこうなったということではございませんが、今、私どもの方の担当サイド――担当サ

イドというのは今泉さんの活用につきましては商工観光課の方で、一応市の中の窓口として

今後は進めていくと。今のことで市長の方から指示を受けてございます。その中では私ども

の方でやらせていただく予定です。 

今、基本構想のたたき台のたたき台みたいなものをお願いをしている最中でございますの

で、一般的にいう青写真でございますが、その中の関連というこれに今まだ即結びつけると

いうわけにはどうもいかない部分がございます。いずれにしてもあそこにある８,０００点に

近い、これは特に今泉さんだけの部分ですが、この部分の取り扱いも非常にうちの方が今苦
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慮しているところでございます。そういう中のやはり調査していないものについてはなかな

かよそにやるというわけにはいきませんので、そういう中の一環ということで一応ご理解い

ただければなと思います。 

○商工観光課長  ライブラリの件ですけれども、映像等につきましてはロケとかいろいろ

新しい観光地、観光スポットができましたので、その辺を踏まえてまた充実させていきたい

と思っています。従来はパンフレット、紙ベース等でございましたけれども、映像等で配布

するのは非常に効果がありますので、今後も協議をして映像等に活用していきたいと。２０

年度につきましてもＤＶＤで５,０００枚ほど印刷をして、これも配布しておりますので、さ

らにその辺を強化していきたいと思っております。著作権は市に帰属というふうに認識して

おります。 

○教育次長  デジタル化事業につきましては、先ほど言いました郷土史編さん事業と並行

してやっているわけでして、こういった集まった資料をもとに郷土史は編さんしているとこ

ろであります。そういったことで平成２２年度から次々に毎年発刊するわけですけれども、

そういった資料編が１巻、２巻、３巻というふうに出ますし、そのあと通史編が出るわけで

すけれども、そういったところで出ますし、あと目録等も整理いたしまして、もしそういっ

たもので必要があればマイクロフィルムで見られるという、そういった内容になっておりま

す。 

○牧野 晶君  １４５ページの２段目、地場産業、まちづくりについてですけれど。３年

間で今後の方針を検討していくということですけれど、まどろっこしいので聞いてみたいな

と。もう簡単に言えば支援を市でしていくかとかそういう点の根本的なことを検討していく

ということなのですか。その点を。 

それとあと先ほど来、時職員１２４人だか１２５名ということを言われているわけです。

前年度比で何人多くなったのかという点と、あと総賃金では臨時が前年度比で何パーセント

いくら多くなったかについてもご答弁いただければと。 

○産業振興部長  それではまず地場産業振興事業費の関係でございますが、これにつきま

しては市の基本的な方針としては、今現在ララというものがなくなっていいという判断を今

のところしているわけではございませんので、まずこれの存続が可能かどうか。そのために

さっき言いましたが会社の内部体制、それから良食さんとの連携関係、あとはあそこの活性

化をするために場合によっては周りのあたりにお客の集まる施設の提案もしていただくとか

そういう部分。 

それから今のところ町とのきちんとした窓口の部分というのが非常に弱いものですから、

先ほど市長が言いましたが全体的な指導ができる立場の人ということで、あそこに行くわけ

でございます。市の方の全面的な云々というよりも、まずまちづくり会社の方が何を考えて

どういうふうにしていくのかという、そこら辺をお手伝いをさせていただくというふうにご

理解いただきたいと思います。 

○商工観光課長  前年度比ですがちょっと今詳しい資料を持っておりませんので、２０年
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度につきましては調べてご連絡申し上げます。ただし、２０年度の当初予算の段階では新規

雇用が８４人というふうに予定をしておりました。 

○牧野 晶君  部長の先ほどの答弁だと、それはそれでいいのですけれども、でも今後３

年間でどういう方向。ちょっと中小企業団といろいろな支援の方向を考えていくというふう

な説明だったのに、まずはまちづくりの、という答弁。私は意味がわからないなというふう

に思ってしまうのですが、もう１回そこのところをお願いします。 

○産業振興部長  今、機構の方とやっているのは、まず、あそこを市がどう思っています

かということになりますよね。その部分は今、市の方の基本姿勢としては存続をさせたいと。

また、しなければ、あこのまちづくりというかここもおかしくなるわけですからその部分。

ただ、今までの長年の中でいろいろな問題点がいくつかあるわけです。その問題をやはり今

１個ずつ解決していかないと前に行かないのですね。そういう部分での支援だというふうに

思っていただいて、その中に私が冒頭言ったいろいろなことが話としてはあるという。そう

思っていただきたいと思いますけれども。 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって第５款 労働費に対する質疑は終わります。 

○議   長  第６款 農林水産業費の説明を求めます。 

○産業振興部長  それでは６款の農林水産業の方につきまして説明を申し上げます。まず

１４６、１４７でございます。農業委員会の費用でございますが、昨年の７月に統一選挙が

行われたわけでございまして、４８人がそれまでの定員でございましたが欠員がございまし

たので、実質的には４５名の委員でございましたが、この皆さん方がいま４１名になったわ

けでございます。この皆さん方の主なものは報酬、それから農業委員会運営のためにかかる

経費を農業委員会費の中には計上させていただいております。 

それからはぐっていただきまして１４８、１４９でございますが、農業振興費でございま

す。農業振興費一般経費の中の下から２行目でしょうか。有害鳥獣捕獲委託料というのが、

今まで環境課の方にあった品目でございますが、これを農林課の方に移管をするというよう

な内容でございます。 

中身としましては主にサル、カラスの関係を猟友会の皆さん方に委託をしていくという。

それから新しく今、鳥獣被害対策防止協議会というものを立ち上げる予定でございますが、

この事務局を農林課の方で担当させていただくという内容でございます。 

それから農業振興対策補助事業費の中の一番下のところでございます。農山村漁村活性化

プロジェクト支援補助金でございますが、これはＪＡしおざわさんが整備をします米粉の処

理加工施設を一応計上させていただきました。これは国からのトンネル補助でございまして、

事業費が約４３０万円ほどの２分の１が補助だというような内容になってございます。 

それからその下の水田農業構造改革対策推進事業費でございますが、これは生産調整にか

かわるそれぞれの協議会への補助金等々を計上させていただいたものであります。これも何
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回も触れてございますが２１年産につきましては１,５２４トンの面積で２９５ヘクタール

あまりの県間調整等々の枠をいただきましたので、何とか作付け目標８０パーセント、実質

的には転作率で１９ほどになったわけでございますが、こういうことでかなり農家の皆さん

方にもその辺は作付けの拡大になるのではないかなとこのように思ってございます。 

それからはぐっていただきまして１５０、１５１でございます。真ん中辺でございますが

中山間地域等直接支払事業費というのがございます。私どもの市では４４集落７９団体でご

ざいますが、そこの皆さん方のほうに交付をする約７,９００万円あまりの経費を計上させて

いただきました。それからその下に稲作生産対策事業費というのがございますが、これは小

規模個人土地改良事業に対する市からの単独の補助でございます。今のところ毎年この今の

わずか２００万円――わずかというとちょっと語弊がございましたが、事業費２００万円で

ございますがそれなりのこの額の３倍以上の消化をしながらそれぞれ小さい田んぼを大きな

田んぼに直していただいているというようなことで、大変喜ばれている多分事業の一つかな

というふうに思っているところであります。 

それから３目の畜産業費でございますが、一番下に堆肥保管施設整備事業補助金というの

がございます。これもＪＡしおざわさんが滝谷地区に設置をいたします堆肥の中間保管施設

というようなことでございまして、鉄骨作りで一部は２階建て３００平米を整備するもので

あります。事業費的には２,７００万円ぐらいの事業費でございますが、そのうち本体の事業

――これも当然補助金対象になっているわけでございますが、その補助残と造成事業のおお

むね１,３００万円ほどになるかなと思いますけれども３５パーセントほどを補助をさせて

いただきたいと。これは大和にあります広域有機センターとの関連がございましてそういう

処置をさせていただきました。 

はぐっていただきまして１５２、１５３でございますが一番上の県単畜産生産性向上事業

補助金というのがございますが、これも新規でございましてトンネル補助になりますけれど

も、大和町の生産組織の皆さん方が粗飼料の生産機械の導入をしたいというようなことで、

草を刈ったりそれをまとめたり、それをラッピングをしたり、それを運び出したりというそ

ういう機械を整備するというようなかたちで、事業費的には１,５００万円で３分の１が補助

で来る内容を出すものであります。 

それから畜産指導診療所費でございますが、ここには診療所にかかわる経費的なものを全

部羅列をしてございます。 

それから次農地費に入りますが、１５２のところの１,６００万円ほどの増になってござい

ますけれども、事業費全体としては農地費は減っているのでございますが、下水道特別会計

への繰出し金が３,３００万円ほど増になったということで、総体の中で増になったという内

容でございます。 

はぐっていただきまして１５４、１５５でございます。真ん中辺に土地改良事業費という

のがございます。その２段目のところに農道整備等事業償還補助金というのがございますが、

いま３土地改良区全体で３５０件ほどございます。その償還補助を行うもので２億１,６００
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万円ほどでございまして、昨年よりも４００万円ぐらい減額になってきたのかなという内容

でございます。それから事業的にいっぱいありますのでいちいち全部は言いませんが、農山

漁村活性化プロジェクト交付金というのがございますが、これが上田横上地区の農道整備の

関係でございまして４,０２０万円ほど計上させていただきました。 

それから国営造成施設管理体制整備促進事業、これも今は１７年から２１年の第２期に入

ってございますが、今年のそれぞれの土地改良区等々で整備をされる部分の市の負担分を計

上させていただきました。それからその下の方に農業法人等育成緊急整備事業負担金という

のがございますが、これが塩沢の一日市でしょうか。それと城之入の部分の事業費を計上さ

せていただきました。 

それから一番下ですが農地・水・環境保全向上対策補助金がございます。これは協議会の

方へ出す補助内容でございまして、だいたい例年並みかなというところでございます。 

はぐっていただきまして１５６、１５７でございます。５目の揚水設備管理費でございま

すが、ご存知だと思いますが上越新幹線に係る部分の今までは特別会計で処理をしてござい

ましたが、１９年から一般会計で管理をしているという内容でございまして、必要な電気料

等々のものを計上させていただきました。 

次が２項 林業費の１ 振興費でございます。はぐっていただきまして１５８、１５９で

ございます。上の方に分収造林事業委託料というのがございますが、今年もそれぞれの計画

によりまして例年並みの３,３００万円ほどの部分を執行させていただきたいという内容で

ございます。 

それから真ん中辺でございますが、バイオマス利活用事業というのがございまして，そこ

の一番上の方に木質バイオマス変換施設建設補助というのがございますが、これは大和の民

間業者の方が国の事業を入れまして、木質ペレットの加工工場を建設したいという内容で，

国の補助の３分の１をここで計上させていただくものであります。それから新規でございま

すがこれは市単の新規になりますが、ペレットストーブの導入補助金ということで，この中

身は金額を５万円で２５台分一応計上させていただいた内容であります。 

２目の林道事業費でございますが、林道開設事業でございます。大崎水尾線でございまし

て、今年も１５０メーターほどを開設をさせていただく経費を計上させていただきました。 

めくっていただきまして１６０、１６１でございます。ここについては特に説明すること

はございませんので、以上でございます。 

○議   長  農林水産業費に対する質疑を行います。 

○今井久美君  環境のところで出ましたけれども、有害鳥獣について１４９ページですか、

そのことについてお聞きします。環境と農林と連携してやっていくとこういうような話が先

ほどありましたけれども、今現在ここに協議会を立ち上げて、農林が事務局でやっていくと

こういうような話でした。国の方もこのことについて多分３カ年の時限立法だと思いますけ

れども、去年から始まっていますので。そういったことを我が市はこれを取り入れてやるつ

もりなのか。他の市では県内でも、もう防止計画を作ってこれに取り組み始めたところもあ
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りますが、そういったものとは全く別で独自にやろうとしているのか。その辺の内容も含め

てお聞きしたいと思います。 

○農林課長  それではお答えいたします。私ども市でも当初は市独自というようなことで

去年、おととしあたりから農林課が協議会を持ちまして、この対策に取り組んできたところ

であります。けれども、近年やはり被害が拡大してきたというようなこと、また人に対して

もちょっと被害の方が出ると心配だというようなことで、国の方から農政局でありますけれ

ども私どもの町に来られまして、国の事業として取り組んでもらえないかとこういうような

ことがありました。 

市も先ほど話しましたように被害が拡大しているということを踏まえ、南魚沼市鳥獣被害

防止計画というものを今、策定しまして、国の方に提出する予定であります。これが提出さ

れますと国の方で、市で行う事業等については補助事業が付きますし、また、市で単費でか

けた分については交付税として、８割程度が措置されるというようなことであります。この

国の制度を使って特にサル対策に取り組んでいきたいとこんなふうに考えています。 

○今井久美君  今、聞かせてもらって国の事業を入れてやっていくと。去年も前所属して

いた常任委員会で管外調査も行ってみんなで勉強したわけです。犬で追い払うとか、緩衝帯

を設けるとか、この議会でも産業振興の中で林業の問題等が出ています。そこら環境課でサ

ル発信機を付けて調査する云々の話もありましたが、なかなか具体的に何年待ってもならな

いのです。いろいろやってもらっているのでしょうけれども、予算がいっぱいついてなんか

いっぱいできるというものでもないでしょうけれども、国の方針から言ったっていくらなん

でも少しは姿が見えてこないと、というふうに思います。 

これから定年退職する方もどんどん、公務員を含めていろいろあると思います。その方々

みんなが言うのが、やっぱり畑仕事でもしてのんびりとと。こういうようなことだと思いま

すし、やはり山際のお年寄りの人もいろいろ外へ出たいのだけれども、足の都合があったり

してなかなか出られない。畑仕事をしながらと。こういう畑がもうすっかりやられて、みん

なもう作らないのですね。 

そういう地域のひとつむつみあいも含めて、地域コミュニティーも始まってきますけれど

も、そういった意味からもぜひ、積極的に取りこんでもらって、いろいろもうこういうふう

に実際やるのだと。それでいろいろ方法はまた各地区で違うと思いますけれども、またそれ

を研究しながら次の段階にしていって、そういうどうなのでしょうか、やはり共存していか

なければならないところもあると思います。そういうことでひとつ姿の見えるような対策を

打ってもらうよう、要望しておきます。お願いします。 

○関 常幸君  １４９ページで３点お願いしたい、聞いてみたいのですけれども。一つめ

転作役員活動報償費が昨年の予算よりも約１００万円ぐらい少ないわけでありますが、今年

の予算１４８万６,０００円がですね。やはり生産調整、相当新年問題になりましたが、やは

りしっかりやっていない米価の問題にあるわけでありますので、ここのところを聞かせてく

ださい。 
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それから下から３行目の、今年新規ということではないような説明だったのですけれども、

米政策改革推進協議会等支援事業補助金。ここのところが内容がどのような中で２０６万円

から、補助金というかたちで出ているわけでありますが、この中身ですね、聞かせてくださ

い。 

中ほどにあります市安全・安心米づくり推進協議会この補助金になりますので、活動の中

身についてもですが年度当初でありますので、私は一般質問で特に魚沼こしひかりの食味に

ついては非常に懸念しております。この活動の内容、やはり食味、やはり農家全体が食味に

ついてもっともっと認識を新たにするようなかたちでの内容が、これから大切ではないかな

というような視点からちょっとここのところを聞かせてください。以上３点です。 

○産業振興部長  私の方から、市の安全・安心米づくり推進協議会補助金というのがござ

います、ここだけちょっと説明させていただきます。議員さんもご存知のとおり、旧病害虫

防除協議会これが名前が変わりまして、ちょっといろいろなことがあるのですが、もうそう

多分おっしゃれば、私が言えばそれで了解だと思いますので、そういうことでご理解をいた

だきたいと思います。おっしゃることはわかるのですがそういう意味での補助金ではないと

いうことでお願いいたします。 

○農林課長  それでは転作の役員さんの報酬等がちょっと下がっているということであり

ますけれども、これにつきましては２０年までは転作の協議会役員さん方の会議等を２回ほ

どさせてもらっていたわけでありますけれども、２１年度からは協議会の役員さん方の仕事

の軽減とそういうことを考えまして、１回会議をしてそのことで方針等がお話できるのでは

ないかというようなことから、今回は１回というようなことで報酬を設定させていただきま

した。 

それから米の政策改革推進協議会等支援事業補助金でありますが、これは昨年度まではち

ょっと名前が違っていましたけれども水田改革促進協議会等支援というような多分名前にな

っていたかと思いますが、これは名前が変わりましたけれども市に今、二つ協議会があるわ

けです。協議会の事務費の補助金というようなことで措置されていますので、市から協議会

の方にそれぞれ按分して支払いをさせていただくというようなことでございます。 

○関 常幸君  内容については理解いたしました。特に転作の方については１回にしたと

いうことでありますが、ぜひ、そのことによって転作の役員の活動が損なわれることのない

ように、また指導の方お願いしたいと思います。 

安心・安全と米政策改革推進協議会の内容はわかりましたが、心配しております食味の関

係については、すべてに農業振興の中では関係するところでありますので、ぜひ、そのこと

についての考え方。私も一般質問等でさせていただいておりますし、そこのところが崩れて

しまえばいくらどんな施策をやっても、大変なことになるというふうに思っているわけであ

ります。年度当初の中でどこかにそういうものが含まれていたら教えてもらいたいと思いま

すが。 

○農林課長  安全・安心の米とそれにプラスして良食味というようなことで、今、食味の
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問題につきましても、議員からもいろいろと北海道の米と、また地元の米の食い比べという

ようなことでいろいろご紹介等もさせていただきまして、私どもも実際に農業委員会と認定

農業者の皆さんの会とか、認定農業者の会というようなところでそれぞれ食味について食べ

比べといいますかをさせていただいています。 

それだけでは外部に南魚沼産こしひかりの食味の宣伝ができないわけでありますので、Ｊ

Ａ魚沼みなみ、また塩沢の農協さんにとっても、食味計を入れまして、個人個人に通知表と

いいますか、水分がこれだけですよ、タンパク質はこれだけですよ、あれはこれだけですよ

というものを成績表にしまして、少し悪い場合にはもう少しあげてくれというようなことで、

今年から多分２１年産米になると思いますけれども、価格の中でも差をつけるというような

話を聞いています。 

そういうものを生かして皆さんが同じように均一した食味の米を作っていただくと。それ

は魚沼米憲章に基づいてやっていただくというのが根本だと思いますが、そのようなまた指

導を農協さんと一緒になってしていきたいとこんなふうに思っています。 

○関 常幸君  今の食味の件ですけれども、そのことは十分承知していますし、もう数年

前からやっております。だから私が言っているのは、地域全体の盛り上がりになっていない

のでちょっと工夫なのです。そこのところをまたぜひ、一緒になって検討していかないと大

変なことになるということなので、従来の今やっているようなことでは大変なのですよ、と

いうのがわかっていないのではないかなということですので。ぜひ、ここのところは一緒に

なって研究していかなければだめな問題だと思いますので、お願いしたいと思います。終わ

ります。 

○笠原喜一郎君  １５９ページのバイオマスについてお聞きをいたします。新しい取り組

みということで全国でこういう事業が進んでいるみたいですけれども。年間２,０００トン、

バイオペレットを作るということですので、ストーブの２５台やその辺ぐらいでは当然はけ

ないわけです。その他にどういうふうな利用というか見通しがあるのか。また、その他にこ

の管内にはハウスだとか、きのこだとかいろいろあるわけですけれども、そういうことも可

能性があるのかどうか。その辺をお聞きいたします。 

○市   長  ペレットストーブを主としたバイオマス関連の産業を興さなければならな

いわけでありまして、大和の方がこのペレットの生産工場を作ろうということになりました。

そこで今度はそれを消費しなければならないわけです。私どもも学校、保育園等を含めて利

用できる部分を今、検討中であります。 

ただ、ちょっと時期的に遅れましたので本当は五十沢の小学校とか、そういうところがも

しやれればよかったのですが。これはちょっと間に合わないかもわかりませんが、これから

計画をされていく大規模改修なり、あるいは新築なり、そういう部門ではまず、今度はスト

ーブではなくて、あれは何になるのかプラントみたいなやつですね、でっかいやつです。そ

れを入れてそしてそれで全部暖を取るという。 

あとはそれぞれの公共施設の方にも、例えば今ある学校の暖房とかストーブでです。そう
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いうふうにスポット的な部分になりますけれども、そういう方向の普及をまず私どもは図っ

ていきたい。 

そしてここに補助金が上がっておりますけれども民間の皆さん方も、家庭には非常にいい

状況でありますので、あれが。ぜひとも普及を図っていただきたいということで、官民あげ

てこの普及に取り組んでいきたいと思います。これをやることによってペレットの生産工場

も要は雇用が発生するわけですし、一番のねらいはやはり山の環境整備でありますので、森

林組合を通じた林業がこのことによって活性化ができるように、なんとかつなげていきたい

と思っております。 

○阿部久夫君  先ほどの笛木議員のことに関連しますが、１４９ページの市の安全・安心

の米づくり。私もこれ一番貴重、大変な大切なことだと思っています。この地域においてま

すます観光客に来ていただく、そうしたときの田園風景。いつも言っていることですが除草

剤の使い方、これは十分気をつけていただきたいと。それについての周知徹底をきちっと図

ってもらうようにしていただけると思いますが、課長はどのように対策についてはお考えな

のかお願いします。 

○農林課長  前々からお話もさせていただいているところでありますけれども、除草剤に

つきましては農協さんの方の指導ですと、何といいますか田植え前の１回、畔に撒いてそれ

でやめてくれというようなことで――（「畦畔」の声あり）畦畔、畔ではなくて――いますが、

私どもは阿部議員さんがおっしゃられますように景観的な問題も当然あるわけでありますの

で、この原風景の中で茶褐色な部分が目立つということになりますと、非常にイメージが落

ちるというようなことであります。 

まだ条例化というのについては、今ちょっと考えてはおりませんけれども、やはり農協さ

ん、土地改良区等と一緒になって、返事が一緒になって申し訳ないのですけれども、やはり

広報車等ででも広報したいと、こんなふうに思っています。 

また、話は違いますけれども稲藁の焼却防止ということで、今まで結構燃されていたので

すが、あれにつきましても結構しつこく――しつこいと言っては悪いですけれども、一生懸

命広報車等で燃している前で広報等をしますと、ちょっとではやめようかというようなこと

になりますので。その辺もどこまでできるかちょっと検討させていただいて、できるだけ特

に今年は「天地人」がありますので、イメージが落ちないように一生懸命やっていきたいと

考えています。 

○阿部久夫君  今、課長の意気込みはわかりました。私もいろいろな農業の役員をやって

おりますが常にそのことを言っています。これは県の方も使われているそうです。今いくら

おいしい米を、食味をよくしてもとにかくその外観を見たとき。本当にこの米がおいしいの

かまずいかということは、食べてみなければわからないけれど、外観を見たとき一番それが

わかるのです。 

そういったことを、観光に私たちのところへ来るときにも、よくそれは言われることです。

そういったことは土改、県、全部その関係機関団体になって、必ず周知徹底をして取り組ん
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でいただきたいと、そういうふうにまた強く要望するところでございます。またきちんとし

た対応をしなかったときには、どんどんまた言わせていただきますのでよろしくお願いしま

す。 

○中沢俊一君  前者二人の補足になるわけでありますが、まずはバイオペレットの方から

申し上げます。バイオマスの原料としまして、当初の計画ではこの企業は、建設発生木材を

２,０００トン、臨時の残材が１６０トンということで主力はこの建設残材にあるわけです。

でありますから、やはりこれはある程度シフトした中で、確かに建設発生残材これはコスト

はもちろん安いわけですからいいのですけれども、先ほどからの質疑にありましたように、

これを間伐の方に誘導していって欲しいと思っております。 

今の畔の件ですが、農協さんあたりでも７年ぐらいもつマルチフィルムといいますか、あ

れが出てきていますから、ああいうものを活用した中でその辺の徹底を図っていただきたい。

そのように思っていますが。答弁は結構です。 

○岩野 松君  １４９ページの、合併したときに出ましたけれどアグリコアの償還金が出

ています。これはいつまで続くのかということをちょっとお聞かせいただくのと、ぶどうの

生産を増やすということで、県からの補助金ももらいながら広げたというふうに聞いており

ます。ぶどう生産は確実に――ワインは増えているというのをお聞きしていますけれども、

ぶどう生産は確実にすごく目に見えて増えているのかどうかというは、その年にもよるから

と、この前も言われましたが、そこら辺をまずお聞かせください。 

それともう一つさっきのペレットがたくさん出ていますが、ストーブの導入の補助金５万

円ということですけれども、今、ストーブを買うといくらぐらいで、もし、非常に普及した

場合は価格が下がる可能性もあるのかなと思うのですけれども。そういうときでも、予測で

すけれども５万円の補助は続くのかどうかということをまずお聞かせください。 

○市   長  前段の方は農林課長の方から。後段の方は、今、市であそこに３台、市長

室と天地人博とディスポートに置いてありますけれども、これがだいたい４０万円ぐらいで

す。前は７０万円近かったのですけれども、国産の品物が出てきてから４０万円。ただ、あ

れも大きさがありますので、もう少し小さい一般家庭用になればもっと確か２０万円ぐらい

のが出ているのですよね・・・（「はい」の声あり）出ています。 

どんどん、どんどんと普及すれば確かにまたそれも下がると思いますけれども、補助とい

うのはやはり一定の効果が出ればある程度そこで打ち切ります。いつまでというふうにはち

ょっと申し上げられませんが、やはりペレットを消費する効果が出なければなりませんので、

そう短期間で終わりということではないということだけは申し上げておきたいと思います。 

○農林課長  それではまず償還金の件でございますが、償還金につきましては１２年から

２１年度ということで、２１年度で最後ということになります。それからぶどうの生産の量

でありますけれども、１９年が生産数量で３２トン、今年が４１トンというようなことで９

トンほど増えています。また価格にいたしまして１９年が約７００万円でありましたが、今

年は１,０００万円ということです。価格も３００万円ほど増えているということで、これか
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ら、一部ではちょっとこう厳しい報道がありますけれども基本的には年数が経ってきました

ので、それなりの成木化してきたというようなことで、これから少しずつ金額の方も上がっ

てくるのではないかとこんなふうに思っています。 

○岩野 松君  着実にぶどうの方はいい方向に向いていると考えてよろしいのですね。 

ストーブのことなのですが、確かに私この前、葛巻に行きましたら１８万円で、家庭用な

のでしょうね。ほとんどのというか公共でもそれを使っていましたけれども、１８万円だと

いうことで木材も使えてペレットも使えるというので、非常に画期的だなと思ったのですが。

そういうものが普及すると、今、確かに市長室に入っているのはそれは高価だというふうに

お聞きしていましたので、そういうふうに安くなってもできるといえば、もっともっと普及

するのだろうと思います。ＣＯ２削減からは非常に効果的ですので、ぜひ、広める方向で。

あまりじき広まったからいいなんて言わないようにお願いしたいと思います。 

○議   長  どうもちょっと皆さんの質問内容がおかしくなってきたけれども。答弁は

いらないの、ああしろこうしろではなくて、ちょっとしっかりしたことを言ってください。 

○和田英夫君  １４９ページ、一般質問で阿部議員が農協の合併を質問されて、市長は答

弁されました。それは難しいと思いますが、この二つの転作協議会。これは両農協もあれが

あるが、これは行政指導で１本になれるのではないかという気がするのです。 

しかも先ほどの質疑の中で、その下へ事務費補助金が２００万円という。これが例えば一

つの協議会であれば、この辺も人的な経費的な経費削減になるわけですから、この辺は検討

していいと思うのですね。いわゆる来年度。しかも国の農政もまた様変わりしそうな時期で

すから。この時期ですから、そういう考え方はどうですか。質問であります。 

○市   長  転作率といいますか作付け率といいますか、これは本当に早く統一をした

いのです。したいのですが、大和地域が一番低くて六日町が真ん中で塩沢が一番高い。転作

する率ですね。ですので、大和地域の皆さんのご理解が必要不可欠であります。 

そこでそういう話は出ているのです。出ているのですが、まだ急にはやれないぞというこ

とですので、なるべく私どもも早くこれを一つにして、そしてもう１回の説明で話が済むと

いうふうにしたいとは思っていますので。また、その協議会のことも含めてＪＡの皆さん方、

あるいは農業関係の皆さん方と、精力的に早く統一できる方向でまた調整をしていきたいと

思っております。 

○和田英夫君  市長は現実にＪＡ魚沼みなみ、いわゆるみなみ管内の転作協議会も中へ入

れば、今、市長が言ったように大和地区、六日町地区で実は違うわけですから。これは一応

過渡的には例えばＪＡしおざわと一緒になった場合にも、おそらく当面は三つの転作率とい

うことはもちろん想定はできるわけです。そこらからでも入りながら、これは私は取り組む

べきだと思うのです。市長もそういう取り組みだと思うのですが。 

それで事務方、特にそれで支障があるのですか。市長はそういう考えで取り組むが、事務

上に今言ったように内部で三つの転作率で、お互いその中で一つというのは事務上無理があ

るかどうか、その辺を。 
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○市   長  一つ非常に難しいというか厳しい部分が、塩沢の皆さんがなぜあれだけ率

が高くなっているかということを、ひとつご理解いただきたい。というのは歴史があるわけ

ですけれども、いわゆる転作に協力していただけない方を、ほぼ黙認をした中で、その部分

を相当こう――黙認という言い方は悪いですが、認めないということではないです。ですか

ら、ものすごく高い転作率。３２とかそういうとこをやっているところと、ほとんどしてい

ないところと。まずは一番の問題はここからちょっと解消をし始めないと、「いや、俺はそん

なの関係ない」と。「全部作るよ」ということが、まだまだなんといいますかおおっぴらに言

われるようになりますと非常に難しいので、そこはひとつ事務的にも難しいところだと思っ

ております。先に言っておきます。あとは事務方で。 

○農林課長  事務的には今、市長が言ったそういうある面、感情といいますか、今までの

経過というものは、事務的には難しい部分であります。けれども、実際的にはもう大和と六

日町地域につきましては、今まで別だったのが合併して一つの協議会になっているわけであ

りますので。 

それともう一つは補助金の単価等も、それぞれ塩沢町さんと大和町、旧六日町はみんな一

緒にほとんど合併協議等でしてきましたのでそうそう差はないので、あと最後の転作の手法

とか営農の方法とか、米の販売とかそういう部分で、やはり農協さん同士の部分で、ちょっ

と難しいところがやはりありまして、なかなか事務的にはそうそう中まで入れなかったと。

大和、六日町についてはそこまでそういうことはなかったので、事務的にも進められたとい

うように私は考えております。 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって第６款 農林水産業費に対する質疑を終わります。 

○議   長  暫時休憩といたします。再開を２時４０分といたします。 

（午後２時２３分） 

○議   長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後２時４０分） 

○議   長  第７款 商工費の説明を求めます。 

○産業振興部長  それでは７款 商工費の説明をさせていただきます。１６０、１６１で

ございます。まず、下の方の信用保証料補給金の関係でございますが、新年度の方でも６,６

００万円ほどの予算をお願いしているところでございます。まだ確定ではございませんが、

私どもで一応３月末の推計を担当の方からやってもらっているわけでございますけれども、

今の予定では２７０件前後になるのかなということでございます。これは１,０００万円借り

る方も５００万円借りる方も３,０００万円借りる方もいるわけでございますが、借入額総額

ではおそらく３６億円ぐらいになるのではないかなと、こういうことでございます。 

ただ、そのうち私どもの限度額が１,０００万円でございますので、それを１,０００万円な

のですが中には４００万円の方もいれば、８００万円の方もいれば、限度額の１,０００万円
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で終わる方もいるのですが、その補給対象になっている額だけでいくとだいたい２１億円前

後になろうかなとこういうことでございます。一応３月補正の方でも６,６００万円の予算額

を今のところ確保してございますが、今現在では補給額そのものでは６,０００万円ぐらいで

終わるのかなと、こういう見通しでございます。 

それで私ども１週間ごとに受付をしておりましたが、今の２７３件という３月末まで出て

おりますが、２月中それも２月のごく始めと、ごく終わりの方は、週の関係で前後に入って

いましたので正味２５日ぐらいで１１０件。だから２月が一番ピークだったのかなというよ

うな今のところ分析をしてございます。 

それで私どももすべての企業の皆さん方に確認をしているわけではございませんが、大手

の皆さん方、中小の皆さん方、若干意見の食い違いがあるようでございます。きちんと在庫

整理が終わった大きな会社につきましては、そろっと３月後半ないし４月から精算に入られ

るのかなというようなことを、私の方に教えてくれた方もおりますし、ただ、その方は上越

の方にあって本社が名古屋ですか、向こうの方ですので、ただ皆さん方とはちょっと地域的

な差があるかもしれないので、この地域には該当しないかもしれませんが、ということでそ

ういう前置きがございました。 

そんなことも含めて私どもが２１年度に想定して、その４月にそういうのが起きるか起き

ないかはわからないわけでございますが、私どもの方は今の少雪暖冬の部分、これがどの程

度また影響があるのか。その辺も含めますと今まだ民宿の皆さん方の借り入れがあまり増え

ていません。これらを加味していくと２１年度だけで――これは今後は１年間になりますの

で、今の私が言った２７３件は１０月３１日からということでございますから、一年を見ま

すとおそらくやはり３５０～３６０件になろうかなと。 

こういうふうに見ていきますと同じ平均値でいきますと、２１年度全体の借り入れで約４

８億円。借入保証対象になるのが約５０億円で保証料が約８,０００万円ぐらいということで、

これを計算していきますと２０年、２１年で補給をする保証料が１億５,０００万円ぐらいに

なるのかなと。 

これはあくまでも現段階での状況でございますので、また経済の状況が変わってくるとこ

れがプラスの方になったり、マイナスになる可能性がございますが、今時点だということで

一応ご報告申し上げたいと思います。 

 はぐっていただきまして１６２、１６３でございます。地場産業振興費の中にアンテナシ

ョップ設置委託料というのがございますが、これも度々今まで出ておりますが板橋区の大山

商店街の「とれたて村」というところに出店をさせていただくもので、月額４万２,０００円

で１年分を市の方でこれを出させていただいて、そこに関係する皆さん方、これから協議を

する予定でございますが、どういう団体からどういうものを、どういうかたちでもっていく

か。その協議をさせていただきながらここに１年間やりたいと。 

それからこれはブースの部分でございますから１坪ぐらいだと思ってもらって結構でござ

いますが、ここのところでいろいろなイベントができるというようなことでございますので、
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多分日報さん等の新聞を見ていただくと、新潟市などもここで大々的な新潟市の物産フェア

ですかこれをやっているようでございます。でしたらそういうものもＪＡさんだとか商工会

等を含んでぜひ何回かこの中でやっていただきたいなと、このように考えているところでご

ざいます。 

 それからその下の企業対策事業費でございますが、今年この１４０万円の内訳は４社で４

２名が該当になりまして、掛ける１０万円のそのうちの３年分割ということですので１４０

万円というようなかたちになります。 

 それからはぐっていただきまして１６４、１６５でございます。消費者啓発事業費の中に

消費者協会補助金というのが、わずか１８万３,０００円がのってございますが、これも今の

国の緊急対策に関連するわけでございますが、県会の方は２月の補正で消費者行政活性化基

金、これを３億３,０００万円積立をしてございます。これの私どもと市町村へのはね返りの

部分があるわけでございますが、市で用意をした金の倍付をこの基金から交付されるという

ような、こういう情報がございました。今現在私どもの計画では４００万円ほど今消費者行

政の中、これは復興基金も含めてですがございますので、４００万円ありますからほぼ４０

０万円に近いものが交付される可能性があると。そういう中で湯沢との広域相談も受けると

か、それから関係の皆さん方とのパソコンのＬＡＮでつなぐとか、そういうものをその中で

考えていきたいとこのように考えてございます。 

それからその下の地域振興補助事業でございますが、伝統的地場という部分は塩沢織物工

業協同組合に対する補助金でございます。それからその下の市民まつり・産業まつりの負担

金は１、２、３、４カ所の分の、それぞれの補助金を一応想定をしてあげさせていただきま

した。 

それから商工振興補助の中でございますが、県伝統工芸士大会特別事業補助金というのが

ございます。これは今年単年度限りでございますが、今年度新潟県で全国大会が開催される

のでそれに対する関係市町村の補助金というようなことで、４０万円を計上させていただき

ました。 

それからその下、新潟県大連経済事務所負担金でございますが、これも新潟県が中国の方

に事務所を設置してそこに負担金をということで、これは県内の市町村がすべて加入になり

まして、私どもの市の負担が５万１,０００円というような内容でございます。 

 それからはぐっていただきまして１６６、１６７でございます。まず観光振興事業の中で

ございますが、観光ＰＲ事業委託料というのがございます。主に市の観光協会に対しますい

ろいろな委託事業の額でございます。それからその下、会場借上料これが６月２８日の日曜

日でございますがＮＨＫのど自慢を私どもの方でやっていただけるというようなことで、事

前準備、それからどなたが出るかという予選会があるわけでございますが、それも含めて２

６、２７、２８日の３日間この市民会館を借り切るための経費を計上させていただきました。 

それからその下、観光協会運営補助金でございますが、主にというか職員７名分の人件費

でございます。ご存知だと思いますが、昨年、六日町観光協会が正式に市の方の協会から分
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離独立をいたしまして、そちらの方に１名人員が――これは六日町の観光協会の方での枠の

中の採用人員でございますが、そういうことがございまして一応職員が１名減になりました

のでその分が減額になってございます。 

それからその下が観光事業補助金でございまして、これは市の単独事業の補助金でござい

ます。これは審査会がございまして平成２０年度は１４件を採択しておりますので、ほぼそ

の内容で運用をしたいというふうに考えております。 

それから一番下でございますが、雪国観光圏整備事業補助金。これは昨年からいろいろ話

が出てございましたが、１０月１日に観光庁の発足に伴いまして、私どものこの雪国観光圏

整備事業が採択にされて、本来は昨年も事業化すればよろしかったわけですが、年途中でご

ざいまして正式にはこの２１年から事業化になるものでございます。 

すべてのこの案件、これは関係７市町村あるわけでございますが、そのなかから２１年事

業では２０件ほど申請が上がってございまして、総額３,６００万円あまりの事業費になりま

した。そのうち国の補助が４０パーセントでございましたので、その中の除いた補助残の分

をそれぞれのところで一応割り返しをして、該当分を計上させて南魚沼市の負担分が２０９

万２,０００円という内容でございます。当市に関係するものにつきましては２０件中５件が、

それぞれ単独ではない共催、湯沢町と一緒にやらせていただくとか、そういう内容のもので

一応５件が該当になってございます。 

はぐっていただきまして１６８、１６９でございます。ここはとくに指定管理者の関係の

方が多いですので説明は省きますが、下の方の山岳遭難対策事業費というのがございます。

主にこの救助隊員の報酬というものが主でございますし、その他登山道整備の委託料等々、

山に関する経費を計上させていただいたものであります。 

それからはぐっていただきまして１７０、１７１でございます。一番上に八海山麓観光施

設管理運営費というのがございますが、昨年の４月１日から指定管理者に移行させていただ

いたものでございます。そのうちちょっと説明させていただきたいわけでございますが、燃

料費というのが１２０万円上がってございます。本来ですとこれは指定管理者の方で購入を

していただきたい内容でありますが、この軽油取引税の免税対象が民間部分ではならないと

いうようなことで、県税事務所の方の指導もありました。 

また、他の指定管理者にやっているスキー場の市町村に確認をしまして、市がこの軽油を

買いまして必要なというかその買った分だけは、指定管理者の方から雑入で同じ額を入れて

いただくというようなことで、これを計上させていただいたものであります。この処置をす

ることによって１万２,０００リットル必要だとしての計算なのですが、約３８万円ぐらいの

軽油取引税が節約できるという内容でございます。 

なお、今年の軽油の内容につきまして、２月末で今日連絡をいただきましたが、昨年例え

ばサイクリングターミナルは、昨年４月は改装工事等々のために営業しておりませんでした。

それからスキー場の方ももう３月は大変苦しい中ではございますが、もらった数値上では昨

年並みというようなかたちでございますので、１,１００万円の委託料がいきますが――委託
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料というか２０年度でもこの１,１００万円の委託料が行っているわけでございます。これら

を加味して経営的にはとんとんのかたちで済みそうだということで、支配人の方から連絡を

いただきました。 

それから観光振興補助の関係でございますが、農業農村交流推進事業補助金というのがご

ざいます。これは今まで農林の方にあったわけでございますが、農林の方でグリンツーに対

する県や国の補助金がなくなりました。そういうことからすると市のグリンツーの協議会は

商工観光の方で事務局を持ってございます。この部分単費でございますので、これを商工観

光の方に移管をしたものであります。 

それから一番下から２番目のところに外国メディア招聘事業負担金というのがございます

が、これにつきましては国の信越運輸局, 

それからＪＲ、当市、塩沢町と、国が５０万円、ＪＲが１００万円、それから市と湯沢町

が３０万円を負担をして、２１０万円の資金を作りまして、来年の１月に韓国の雑誌社２社

４名を５泊６日でこちらにお出でいただきまして、スキー場それから雪、温泉これらを取材

をしていただきながら韓国の方のかなり立派な雑誌でございますが、こちらの方に掲載をし

ていただく事業を行なうものであります。 

それからその下の天地人ウォークでございますが、７月１８日土曜日でございますけれど

も、県内の関係４誌それから新潟県も入ります、日報社、県観光協会、ＪＲ東日本、ＢＳＮ、

ＮＳＴ、ＮＨＫ等々で皆さん方で実行委員会を作りまして、一応この天地人ウォークをやり

たいというような予定でございます。今のところ市民会館を発着で坂戸を回りまして、雲洞

庵に行って魚野川沿いをまたずっと帰ってくるコースが一応ショートコースというようなこ

とで約１５キロ。それからこっちに戻らないで牧之記念館、それからちょっと小栗山の向こ

うをずっと回って市民会館に入るロングコースが約２１キロでございますが、このコースを

設定するというような内容でございます。私どもの予定では、できたら１,０００名以上の参

加をお願いをしたいという内容で計画した部分の負担金でございます。以上でございます。 

○議   長  商工費に対する質疑を行います。 

○若井達男君  ページ数１６９ページです。山岳遭難対策事業費ということで今ほど登山

道整備についての説明を受けました。もう少しこの、委託はされるわけですがどういったと

ころを主に整備をされるかということと、あわせて労働費の中に登山道等環境整備事業とい

うことで９１０万円でしょうか。これが出ておるわけですが、この関係等はどういった関係

なのか。ひとつその説明をお願いします。 

○産業振興部長  まず１６９ページの方の登山道整備の委託料でございます。ここにつき

ましては例年決まっている部分というのが、これは合併のときに六日町の分、それから塩沢

町の分もあるわけでございますが、まずこの１８５万１,０００円という部分の中身的には、

議員さんご存知のとおり八海山の屏風コースの２合目のところのゴンドラの春の取り付け、

取り外しが入ってございます。 

それから巻機山の登山道の刈払いがございます。それから金城山の部分、これはたかだな
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というのでしょうか・・・（「こうだな」の声あり）申しわけございません。高棚、雲洞、北

ノ入ですか、この部分それぞれ関係する皆さん方、それから清水峠、それから七ツ小屋この

部分が含まれている部分であります。 

それから復興基金の方の部分につきましては、こういう決まったということではなくて、

前々からやってございますが越後三山、それから中の岳の縦走路部分。それから八海山の皆

さん方は今のところ救助隊の皆さん方が、比較的登山道の方については人足が揃わないとい

うようなことで、この部分の危険部分をやるというようなことで、若干やる場所が違ってお

りますのでそういうふうにご理解いただきたいと思います。 

○若井達男君  説明はわかりました。だいたい今までの従来のかたちのように受け止めて

おりますが。しかしながら残念なことに、去年の７月２７日の災害によるところの整備が、

今ほどの説明には出てきませんでした。一言いいますと阿寺橋の上流にあるそれこそ阿寺道

の下から行きますと登り口。これはかなりの水害にあって、プロの人でも初心者でもどこに

あるのかということすらわからないということと、あわせてこの水害のときには７合目もや

はりかなりやられております。これは薬師尾根コース、ゴンドラで上がって行った７合目。 

また、八ツ峰の――これはなくてはならない一番大切な、八海山のメッカ月の池。こうい

ったところもかなりやられておりますし、これはやはり登山道整備の中できちんと整備をし

ていかなければ、わずかに降った伏流水が月の池に出ているわけなものですから、災害につ

いてのこういったところは、やはり商工観光の予算でなるものであるか。また、災害復旧で

なるものであるか。その辺をひとつどういうふうに考えておるか。そうでなければこれから

ぜひとも、これらは取り組んでいかなければならない問題だと思います。 

あわせてこの八海山の登山道整備、まさにこの「天地人」の一番の時期で１月１４日の第

１回の放送がされたときの感想を、ＮＨＫの新潟放送局長江尻さんが、あの１回の放送だけ

でもあの山はどこから登ればいいのですかと。どこの山ですか、という問い合わせがありま

した。ということが来賓のごあいさつの中に出ていました。 

今年はかなり八海山に対しての登山客が増えると思われますが、これが残念なことながら

登山道整備不備だということで、事故が起きた、遭難が出たということになれば、これはま

たすぐメディアが取り扱います。一瞬のうちにこの今の元気さがどこに行ってしまうのだろ

うということが想定されますが、その辺についての取り組みはいかがなものでしょうか。お

願いします。 

○産業振興部長  おっしゃるとおりでございまして、実は県の方からも八海山の関係が担

当サイドを通じてうちの方に来てございまして、ゴンドラから尾根コースの方の漕池の方に

行くような、あそこについてはどうするという話がありました。ぜひ、今年はもうたくさん

の方々が登ると思われますということで、ぜひ候補地に挙げてくださいというようなお願い

はしてございます。そういう意味ではうちの方も八海山についてはある程度手は入れたいと

いう考えは持ってございます。あと、今の現場につきましては商工観光課長が実際現場を全

部歩いてきて、関係者と協議をしているようでございますので、課長の方から答弁させます
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のでよろしくお願いします。 

○商工観光課長  八海山の登山道の整備でございますけれども、ご承知のように昨年の７

月の集中豪雨で大きな被害を受けました。今のところ市の当初予算には計上してありません。

県の方に国定公園整備５カ年計画の要望ということであげてあります。 

一つは越後三山線道路ということで八海山のロープウェイ山頂駅から千本檜間の登山道整

備、祓川のあたりから上流の方でだいぶ崩れているところが見受けられます。あの辺の整備

ということで、昨年の「天地人」の妻夫木さんのロケのときにヘリで資材は上げてあります。

その資材をもって整備をしたいというようなことが１点。 

それから八ツ峰登山道から五竜岳の間、これ日の池、月の池のあたりを中心に整備をして

もらいたいということであげてあります。 

もう１カ所は巻機山の井戸尾根コースのトイレのボードの交換と、それから８合目から山

頂間の整備というようなことで要望をあげているところでございます。こちらの方で県の方

で採択にならないということになりますと、また緊急雇用等の方の対応等も考えられますの

でそれで対応したいと思っています。 

阿寺コースにつきましては昨年１０月に私、全部歩いてきましたけれどもかなり被害が大

きいものですから、今のところは復旧をすぐできるという状況ではございませんので、当面

測量あたりをしてからでないと入れないかなという感触をしております。 

それから阿寺コースの登り口のところの最初の方は東邦亜鉛のズリの堆積場のところの脇

を通っておりまして、その辺が全部流出してしまいましたので、ズリの上を通って別ルート

を切り開かなければならないかというような状況なのですが、東邦亜鉛の方ではちょっとそ

ちらを通るのは通行禁止だというような話を聞いております。そこら辺でちょっと新しくコ

ースを切り開くのは非常に難しいというような状況があります。 

それから阿寺沢の上の方に将来堰堤が作られるというような計画があるやに聞いておりま

すので、その堰堤の工事後の工事用道路、そこら辺がどう使えるかというのも踏まえながら

検討していきたいと思いますので、阿寺コースについてはちょっともう少し時間がかかるか

なという感触でございます。以上です。 

○若井達男君  ほぼ私も同じような感覚でつかんでおります。それで一番心配なものは先

ほど課長の説明にありましたが、昨年、妻夫木さんがあそこへ撮影のときに上がったときに、

ヘリで上がっているわけですが、そのときに確かに資材も一緒に運んだのです。それが今年

２１年度に県の方、そういったことが予算化にならなかったということになると、やはりこ

れはもう杭が多分１００本以上あると思うのです。そういったものがまさに無駄になってし

まうということがあります。 

それとあわせてこの遭難防止、事故防止ということで、やはりそれらについてはひとつ看

板等を持った中で啓蒙をやっていかなければ、何をしていたのだということになりますが、

その辺もひとつ十分に。それとあわせて八海山遭難救助隊、あわせて八海山山の会、その辺

の方とは十分連絡を取った中でやれれば、これはボランティアでクルー人たちは、ただ日当
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云々ではなく出てくれるものだと思っておりますので、ひとつよろしくお願いします。 

○商工観光課長  ご指摘のとおりだというふうに思っております。今年は「天地人」とい

うことで非常に八海山が注目されておりますので、登山客が大勢訪れるものと思っています。

７合目以降のところから上のところが非常にちょっと危険なところがありますので、十分対

応したいと思っております。 

○笠原喜一郎君  １６７ページの兼続公まつりについてちょっとお聞きをいたします。そ

れこそ１月から「天地人」が放映になりまして非常に好評だということなのですが、この「兼

続公まつり」というネーミングについてちょっとただしてみたいと思うのですが。ドラマの

中で「北斗の七星」というような言い方で、景勝に付き従う、きちんと支えるというような

言い方をしていますし、六日町は今までもずっと二人の英雄というようなかたちで兼続と景

勝というのをしてきたわけです。 

そういう中で殿様をさしおいて云々という部分が、果たして直江兼続が喜んでいるかとい

うようなそういう意味もありまして、「兼続公まつり」という呼び名が果たして適当なのか。

それとも今テレビで放映をしている「天地人まつり」だとかというようなかたちでいった方

が私はいいのかなと思っているわけですけれども。その辺のこれを決めるについての議論だ

とか、あるいは今、何年か経過した中でどういうふうに考えられているかお聞きします。 

○市   長  去年から「兼続公まつり」ということにさせていただいたわけですが、こ

れをどういうことにしようかという議論を重ねた際には、上田史談会の皆さんも含めて関係

者の皆さん方からそれぞれご意見をいただいて、「兼続公まつり」が一番いいということにな

ったわけです。それで景勝公あるいは正影公これらもいらっしゃるわけですけれども、お六

甚句から追っていくともう兼続一人。お六です。お六まつりかという話しもあったのです。 

だけれどもそれではちょっとあれだから、兼続。いやそれでは失礼だから兼続公と、こう

いうふうになったわけでありますが、二人の英雄そのものをもう忘れ去ろうとか無視しよう

とかということではなくて、兼続公をおまつりをしながら当然ですが景勝、正影両公これの

なんといいますかそういう功績、あるいは偉大さも当然伝えていくわけであります。今のと

ころは景勝公に申し訳ないということはちょっとあれですが、私が初めて馬に乗ったとき、

私が兼続をやったのですけれど、それが馬に乗って当時の議長が景勝で歩いて、半分落ち武

者のようになっていたという話もありまして、今度はそういう失礼はしてはならないという

ことでやりますが。一応そういう歴史的な意味合いをご理解いただいている皆さん方からも、

ご了承いただいた上での「兼続公まつり」ということにさせていただきました。また時代の

流れの中でどうなるかということはちょっと私もわかりませんが、今のところはこのままで

いいということでずっときておりますので、また検討すべきは検討しなければならないと思

いますが、当面はこのかたちを続けさせていただきたいと思っております。 

○中沢俊一君  １７１ページ、下から５行目をお願いいたしますが、わずか１万円という

予算で県フィルムコミッション協議会これが負担金として残っているわけであります。先般

の「おくりびと」がアカデミー賞を取ったということで、これは山形県の庄内町がかなりク
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ローズアップされておりました。「蝉しぐれ」から始まりまして「たそがれ清兵衛」、「おくり

びと」、これからの「ＩＣＨＩ」ということで、やはりフィルムを撮る、映画を作る、いろい

ろなきっかけの中でこれが町をイメージアップしていくことに、大きなまた道があるわけで

すけれども。ここへ１万円残っていたわけですから、補足後たしか５年ぐらい経過している

と思いますけれども、どんな今、状態であるか聞かせてください。 

○商工観光課長  フィルムコミッション協議会でございますけれども、今回は「天地人」

のロケということで非常に市内のメンバーの方からは、大変ご協力いただきました。市内の

方は発足当初はかなりのメンバーがおったようでございますけれども、今はあまり、活動さ

れている方が数名ということで、非常に厳しい状況だというふうに聞いているところでござ

います。 

県のフィルムコミッション協議会の方には観光協会、それから法人、それから地方公共団

体等も含めて３３団体ほど登録しておりますけれども、市の中では６～７ぐらいの市しか登

録していないわけでございますが、その中でも当市のコミッションの関係者の方はがんばっ

ていらっしゃるということです。私どももそれ以上のことはちょっと詳しくは承知していな

いのですけれども、今後また会員の数を増やしていただきたいという要望は、いただいてい

るところでございます。 

○佐藤 剛君  ２点お聞きいたします。まず１６３ページのアンテナショップの件です。

とりあえず額は５０万円ぐらいで少ないのですけれども、大変期待するところは大きいので

すが、詳細はこれから関係団体と協議ということなのです。１坪ぐらいだということで、民

間の農家の方で関東圏にアンテナショップを設けて、だいぶこう繁盛している事例もありま

すので期待するのですが、この詳細はこれからにしても運用、運営、効果どのようなところ

で考えているのか。１坪ぐらいですということですので、ちょっと詳細のところをもうちょ

っと今わかる範囲でお聞きをしたいと思います。 

 もう１点が１７１ページ下から２番目の外国メディア招聘事業負担金ということで、３０

万円載っています。魚沼市あたりだともうすでに外国メディアに観光地をＰＲしながら観光

事業を行っているわけでして、そしてまた湯沢も聞くところによりますとある程度そういう

外国向けの誘客活動も今、進めているということなのです。ここで魚沼市もあえて負担金を

出しながら、湯沢と一緒にこういう事業を進めるのですが、外国からの誘客の取り組みです

よね。メディアを呼んできてくださいというからには、外国向け観光客、外国からの観光客

の取り組みも考えていると思うのですけれども、その辺の考え方をちょっとお聞かせいただ

きたいと思いますけれども。 

○産業振興部長  では私の方は大山商店街でのアンテナショップの関係についてちょっと

お答えをさせていただきます。ここは冒頭言いましたがずっといれるというような、大山の

商店街の皆さん方も、ある人に固定的にそこにいてもらうということが条件のようではなく

て、そこで培ったノウハウを他のところにまたやっていっていただきたいという。だからこ

こはもう常に入れ替わりがあるというこういう話であります。 
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２年だか３年前に１回打診もあったのですが、その時は川口町が入っていまして代わって

もらえないかという話をしましたら、まだだめだというような話もちょっとあったりして、

そういうのがありますのでずっといれるということではないということだけありますので、

そういう中でのやり方でございます。 

それとここがすごいやり方というのが、私どもの誰かが行って手伝うのはいいのですが、

品物を直接売るということではないみたいなのです。要は向こうのその今の出るアンテナシ

ョップのところが、私どもの方と協議をして商品を、「あなた方、何と何と何の商品を出せる

の」というそういうリストを出すわけです。リストを出すとそのうち品物と単価があって、

その単価の部分で向こうが斟酌しながら拾うわけですが、今、私らに来ているのはだいたい

１００品目ぐらいまでは提示してもらってもいいよと、そういう仕掛けの中で、もしや１,０

００円の品物があると６から７掛けぐらいで納品してくださいという買い取りになるわけで

す。それを並べてお客さんから買ってもらおうと。 

そこに今度は全部お店別というか、例えば私どもが行っても南魚沼市のブースになるわけ

ですが、ブースが全部日にちごとに売り上げの点数が入ってくる。そうすると何が一番売れ

ているかというのがわかるような、そういうベースになるのですが、川口町の場合はやはり

杵つき餅、餅だったようです。それからあの皆さん方は売れ筋を知っていますので、そうい

うものを出せるのかという部分があります。そういう意味で私どもの方が今考えているのは、

旧六日町の方には六日町特産品連絡協議会というのが六日町の商工会の中にございます。そ

れから大和の方にもそういう推奨品の関係の団体があったわけですが、これは合併を機で多

分解散をしただろうと思われるのですが、そういう皆さん方に協議をかけながらまずいくつ

持っていくか決めなければならないわけです。そのうちの方から推薦をするものを。 

それを出しながら向こうの皆さん方のほうと協議をして最終的に６～７掛けで入れられる。

逆に言えばそうでなければ向こうの方が１,０００円の物を２割、３割まけられないというこ

とになれば、１,０００円の物を逆に２００円か３００円でプラスで売れるような、そういう

品物をちゃんと提案しなさいとこういうことになりますので、それをまずひとつ考えていま

す。 

それからひとつの人がずっとやっていると言われると特定の皆さん方だけになってしまい

ますので、３カ月ぐらいで一応品物の交換をしてみようかなという、それは売れ筋を見なが

らですがそういうふうな部分を考えています。 

そんなことでまだ具体的にきちんとした協議会を立ち上げたわけでございませんので、で

きたら既存のもので。今、塩沢の方をちょっと言いませんでしたが、塩沢は菓子組合みたい

な皆さん方がきちんとかなり何件かございますので、ああいうところに協議をかけながら、

そういう推薦するものを持ちながらやっていきたいなと。概略的にはそんなような状況でご

ざいます。 

○商工観光課長  外国メディアの招聘でございますけれども、この事業につきましては確

かに当市はちょっと外国人観光客の誘客という点で、少しこう遅れているかなという意識が
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ございましたので、これを契機におおいに外国人観光客の誘客をはかっていきたいと思って

おります。これにつきましては隣の魚沼市さんはこの事業を３カ年計画で取り組んでおりま

して、今年が２年目、２１年度が３年目になるそうでございますし、この事業は湯沢町は２

０年度から取り組んでおりまして、２０年度は湯沢とＪＲと県とで取り組んでおったのです

が、県が２１年度にちょっとこの事業から降りたということで私どもの方に声がかかって、

湯沢町さんとＪＲと共同でやるということになっております。 

魚沼市さんは３カ年で上海、台湾、今年は今度は韓国というふうに地域を動かしながらや

っていこうということでございますし、私どもは韓国に絞ってやっていこうということでご

ざいますので、そういう内容になっております。 

外国人の誘客につきましては、市内に長く外国滞在の方がおりまして、その方がこちらに

今住んでいらっしゃいますけれども、その方のアドバイスを受けながら今年度も市内を回り

まして、外国人の招聘に便利な３カ国語の観光マップを今、作成をしましてほぼできるとこ

ろでございます。これは越後魚沼観光開発協議会というところで作成をしていまして、これ

らを使いながら今後は外国人観光客の誘客に力を入れていきたいというふうに考えていると

ころです。以上です。 

○牧野 晶君  １６７ページの兼続公まつりに関してなわけですけれども、今年は長岡ま

つりとかぶるわけです。１点ちょっと私が去年ずっと思っていたのが、塩沢石打インターが

あるわけです。あそこに長岡まつりのときとか、あと柏崎の花火のときはものすごくトイレ

待ちの方が並ぶわけです。「おばちゃん何分並んでいっかや」という話を私ちょっと行って聞

いたことがあるのです。そしたら３０分並んでまだ１５分や２０分待つのではないかなとい

うふうな話があったわけです。 

やはりそういうのがあっても長岡まつりに来てくれる方というのはいるわけですけれども、

それにあわせてくるわけで、今回だけは兼続公まつりがあるわけですけれど。そういう点を

長岡市と連携をして、トイレをしっかりと設置してくれないか、というふうな要望もしてい

かないと、手落ちになるのではないのかなという思いが私はありますので、その点どういう

ふうに考えておられるのか。よろしくお願いします。 

○産業振興部長  ちょっと私が今の高速道路の関係の部分の、状況自体は把握していませ

んので、なんとも言ってみようもないわけでございますが、このだぶる、だぶらないという

のは、先般の論議の中にいろいろあったと思います。日にちについてはいろいろな状況の中

で、とにかく８月の第１日曜日を含む２日間ということに決めさせていただいたわけでござ

います。これを今ここで私どもが、そういうわけにはいかないというわけにはいきませんの

で、それをちょっとご了解をいただきたいというわけでございます。 

ただ、トイレ等の関係についてはこれは長岡さんの方に言うのはやぶさかではございませ

んが、皆さん方もこちらの方からの部分までをどうこうなんて言うのは、なかなかできるよ

うな状態ではないかと思います。それはひとつ話として伺うということでご勘弁いただきた

いと思います。 
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○牧野 晶君  長岡のことを言ったからあれなのかと思いますが、インターチェンジの名

前で、「石打塩沢インターチェンジ」となっているわけです。そこで３０分も４０分も待った

ぞ、ということになると、どういうふうに思います。要はここのインターは、というふうに

そこのイメージが悪くなるのではないですか、ということでしっかりと、要は――道路公団

ではないですか今は――高速会社に話をするべきではないですか、ということも含めて言っ

たので、そういう点よろしくお願いします。 

○産業振興部長  趣旨はわかりましたので、私どもも高速道路の皆さん方とは越後魚沼

等々でも、会員でございますので一緒になりますので、それはまた強く要請をいたします。 

○寺口友彦君  １６７ページの観光振興事業費に関連してですけれども、天地人博の方が

非常に好評を得ているということです。この時期に市内の観光資源、これをどのように売り

出していこうかという部分も当然入ってくると思うのですが、そのロケーションをどのよう

に売り込んでいくかという部分がどうなっているのかなと、ちょっと心配をしているのです

けれども。六日町の駅にカタクリ、どんぐりの道というものについての標識みたいなのがあ

ります。実はあそこが若い女性の方ですね、リピータというわけではないのですけれども、

あそこが好きだという方が非常に登っているといいますか、手軽に歩けるということで非常

に人気があると。ところがあそこから見た八海山であるとか、坂戸山であるとか、巻機山で

あるとか、非常にすばらしいロケーションがあるのですけれども、そこの売り込み方といい

ますか、それがどうなっているのかなということをちょっとお聞きしたい。 

○産業振興部長  おっしゃるとおり、やはり私たちみたいに――私だけかもしれませんが、

ここの場所にずっといますとなかなか良さというのがわからなくて、実は私たちもよそから

来られる方に、これだけすばらしい観光資源があるのになぜ生かせないのという話と、これ

が観光資源になるのかなというギャップの部分というのがございます。 

今おっしゃいましたカタクリの部分というのは坂戸山もございますが、飯綱山というかこ

っちの小栗山の方も開拓をしていただきましたし、それから麓の六万騎の方にもすばらしい

ものがございます。そういう意味で一応マップの方は作っておきましたが、それをやはりど

ういうふうに生かすかという部分が、まだ売り込み方に力が足らないのかなと、こう思って

います。 

そういう意味では今の「天地人」の絡みの中でＪＴＢの高橋さんがおられるわけですから、

この皆さん方の方からも今アドバイスを受けております。今、私の名前で一応召集をかけて

２回ほど会を終わりましたが、アフター天地人という仮称のグループを今立ち上げてござい

ます。議会が終わりましたら今の天地人プロジェクトの皆さん方と、また意見交換もさせて

いただこうかなと。そのところにＪＴＢの方からも入っていただいて、これからのエイジェ

ントとのパイプ部分、それからでは地元でどこが売れるかというその部分の拾い出し等々、

研究しながら、市長が多分答弁をなさっておると思いますが、なるべく早いうちに方向性だ

けは出したいということで一応研究はさせていただいております。もう少し時間をいただき

たいと思います。 
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○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって第７款 商工費に対する質疑を終わります。 

○議   長  第８款 土木費の説明を求めます。 

○建設部長  それでは第８款の土木費につきましてご説明申し上げます。予算書のまず１

４ページをちょっとお開きただきます。各款別の歳出の予算でございますが土木費全体の予

算額でございますけれども、３５億６,６００万円でございまして、対前年比６,８００万円ほ

どの減でございます。一般会計に占める割合につきましては１２.２パーセントということで

ございまして、これは過去最低の数値ということになります。ただしでございますが、２０

年度大和のスマートインター、ここに１億９,０００万円。それからスノートピアの道路事業

の関係で１億５,０００万円。そういうものがございましたけれども、二つの事業大口の事業

が終わりましたので、この分を差っぴきますとそう大きな減額の内容ではないということで

ございます。 

また、３月の補正でございますけれども、国の２次補正を受けまして単独の市道改良工事

につきましては５,０００万円の工事請負費を計上してございますし、それから橋りょうの点

検延長再調査委託料ということで１,０００万円、こちらの方も前倒しで計上しておりますの

で、この分を加えますとちょうど前年並みという予算額になってまいります。 

 それでは土木費でございますが１７０ページからになりますけれども、１７２、１７３ペ

ージをお開きいただきたいと思います。２項の道路橋りょう費でございますが、２目の道路

橋りょう維持管理費で１億５００万円で、前年比８６４万円ほどの増でございます。 

道路橋りょう維持管理一般経費の中では、一番下の欄でございますが、先ほどちょっと申

し上げました道路橋りょう関係の点検委託料、健全の調査でございます。こちらの方も補正

でもつきましたけれども、新たにまたこちらの方にも国の交付金を使いまして約５０橋。延

長１５メートル以上の橋りょう５０橋を調査をしようということで、ここに１,０００万円を

計上させていただきました。先ほども申し上げた補正の段階でも５０橋ほど予定をしていま

して１,０００万円を計上したところでございます。 

続きまして道路橋りょうの維持補修事業費でございますが、９,０３８万円ほどございます

けれども、前年比１３０万円ほどの減でございます。この事業費の中から２０年度は地域コ

ミュニティーの方に予算を一部まわしたわけですけれども、今回は今年度２１年度につきま

してはご承知のように３月の補正で前倒しということで、コミュニティーの関係の方に予算

づけなされておりますので、この部分特別減額の措置は取られておりません。 

１７４、１７５ページに入りますが、地元施工の関係がございます。道路整備の補助金で

ございますが、６００万円ほど計上でございまして姥島あるいは湯谷等の３集落の消雪井戸

等々の地元施工費を予定しております。 

それから１７４ページのその次でございますが、道路橋りょう除雪事業費、こちらの方に

つきましては８億７,５００万円でございまして、前年比２億と約１,０００万円ほどの増にな
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ってございます。機械除雪費でございますけれども、６億２,７４０万円でございまして、こ

れは平年雪ベースに戻そうということで、従来ここ２年ほどは４億４,０００万円相当を計上

していたわけでございますけれども、今回は１億６,０００万円を増額いたしまして６億円と

いうことで計上させていただいたところでございます。修繕でございますが修繕料は除雪機

械の修繕料でございまして、主要の機械３５台の修繕料でございます。 

次に融雪施設等の維持管理事業費の関係でございますけれども、消融雪施設整備工事費を

中心にいたしまして前年比７４０万円ほど増額いたしまして５,９８０万円ほどでございま

す。 

除雪機械の整備事業費でございますけれども、６,８００万円ということで前年比ちょうど

倍額になっておりまして前年度は３,４００万円相当でございました。六日町と塩沢地区にご

ざいます大型のローターリー車２台の更新事業を予定しているところでございます。 

それから融雪事業費の市道の消雪電気料の関係でございますけれども、補助の方は市が所

有しております井戸の本数が約７６０本ほどございます。そちらの方の冬期間の電気料とい

うことでございまして、実績をカウントいたしまして５００万円ほど増額をいたしました。

１億１,０００万円ほどでございます。 

続きまして１７６、１７７でございますが、丸の２番目でございますけれども道路橋りょ

う新設改良費の関係でございます。先ほど申し上げましたように大和インターの関係もここ

に謳われてあったわけでございますけれども、こちらの方が完了したこともございまして、

総額では７,５００万円ほどの減でございまして９億４,７５０万円ほどでございます。 

市単独の道路橋りょう新設改良事業費につきましては水無原線等々の約２０路線の改良舗

装消雪施設等の整備でございます。こちらの方は全体では９,５４０万円ほど減額してござい

ますが、先ほど申し上げたように前倒し予算５,０００万円がございます。 

それから財政健全化計画に照らし合わせまして、優先路線を選択しながらこの事業をやっ

ていくわけでございますけれども、なかなか総合計画で約３年間のローリングで２１年度か

ら１,５００万円相当のペースで進もうということになっておりますので、何とかこれを守り

ながら、これは今回非常におしい地域の建設業の皆さんが大変いなくなっておりますので、

なんとかそういう支援する意味でも、継続して予算付けに努めたいというふうに考えており

ます。 

それから次の道路環境整備事業費の関係、この補助事業でございますけれども、塩沢天野

沢地区の島泉盛寺線という道路がございますが、歩道整備の関係でございまして、７６０万

円ほどの増でございます。 

それから次、地方道路交付金事業費、一般それから次の雪寒の関係でございますが、前々

からここで申し上げておりますように、地方道路整備臨時交付金事業ということでございま

したが、道路財源の一般財源化ということもございまして、名称がこの補助事業の関係の交

付金の事業に変わってまいりました。地域活力基盤創造交付金ということでございまして、

事業名は変わりますけれども、補助率等々については私どもの管内の道路関係にはあまり影
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響はないというところでございます。これは今一般財源化ということでございますので、道

路に限定をしないということで国は言っているわけですけれども、いろいろな例えば踏み切

り改良とか、そういうものにも使えますよ、ということでございますが、私どもの方は今回

まだまだ道路の整備を図っていきたいということでございます。この関係につきましては施

政方針の各論のところに、それぞれの計画路線が載ってございますのでご覧をいただきたい

と思っております。 

はぐっていただきまして１７８、１７９ページでございますが、地方特定道路整備事業費

の関係でございます。１,３００万円ほどございますけれども前年比１,１５０万円ほどの減に

なってございます。大神宮北線の道路建設事業委託料がございますけれども、十二沢川とい

う１級河川があるわけですけれども――六日町の町の中の河川でございますが、この改修に

あわせながらの市道整備を図っていこうということで、県の方に委託をさせていただこうと

いうことでございます。 

それから県営事業の県営道路事業の負担金でございますけれども、これは県の県単事業の

道路種別、事業種別によります負担金でございます。こちらの方は３,０００万円ほど減額を

いたしまして１億２,０００万円ということでございます。 

ちょっと余談になりますが今日の新聞に、昨日国で、といいますか全国知事会が昨日開か

れたという新聞報道がございました。そこで直轄事業の負担金を原則廃止にしましょうとい

う方向が出たようでございますが、まだまだ今すぐということではないと思いますけれども。

この話をちょっとさせていただきます。 

私どもは国の、例えば私どもの方の１７号バイパスとか高規格道路を直轄でやっていただ

いているわけですけれども、こちらの方には市の負担はないわけです。これは県が支払うと

いうことで道路法の施行例のところにそういう規定があるわけでございまして、改築事業、

要は今申し上げたバイパス的な事業あるいは高規格道路開通も含めてでございますが、そち

らの方には県は直轄事業、その年の事業費の３分の１、あるいは高規格道路につきましては

１０分の３、まあ３分の１相当ですね。それを納めなさいということでございます。 

それから維持管理、例えば長岡国道さんで直轄で私ども管内の１７号の維持管理をやって

いただいているわけですけれども、この方の予算の中にも事業費の１０分の４.５、ですから

４５パーセント。いわゆる半額に近いものを負担をしなさいと。これも道路法の施行例に規

定がございます。 

そういうことで結果的には昨日の知事会のプロジェクトができたという話を聞いています

けれども、原則廃止をするのだということでございますが、宮崎県の東国原知事がこれを廃

止される方向的にはいいだろうけれども、今ここで道路整備が立ち遅れている地域にこれが

今すぐ取り入れられたら、これはたまったものではないというような話もしておられました。 

私どもも先ほど申し上げたように、多額の負担を県が私どもの泉田知事、あるいは大阪府

の知事はこれを廃止すべきだという話をしておりますけれども、ここで今、廃止をされると、

もっともっとこの道路改築の方向性が狂う。こういうものが遅れてくる。ということでござ
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いますので、非常にこれは懸念されているところでございます。余談でございますが。 

それから次、河川費の方に移させていただきますが、河川管理費につきましては５００万

円ほどの減でございまして１,６８０万円ほどでございます。１級河川草刈委託料がございま

すけれども、２０年度の実績によりまして、また県の方針によりまして、ちょっと面積も減

ってまいりますけれども、その辺がちょっと減ってきたということでございます。 

続いて次のページ１８０、１８１ページでございますが、都市計画費の関係でございます。

１目の都市計画総務費の関係でございますが、６００万円ほどの増になってございます。 

都市計画総務費一般経費でございますが、こちらの方につきましては７３万円ほどの減額

になってございます。減額の主な理由につきましては、昨年の秋１０月の末でしょうか、当

時開催されました雪シンポジウム。こちらの負担金が昨年の段階では１００万円ほどござい

ましたので、その分がなくなったということが主な内容でございます。 

それから都市計画基礎調査事業の関係でございますけれども、業務委託料８００万円でご

ざいますけれども、大幅に増額をいたしまして７００万円ほどの増額でございます。こちら

につきましては用途地域、あるいは都市計画道路の見直しということ。その調査を行う内容

でございます。なお、基幹病院関係の予定地につきましても、明確にそろそろ位置づけを図

っていきたいということで、都市計画の方のサイドでも検討してまいりたいということでご

ざいます。 

つづきまして２目、都市計画事業費の関係でございますが、１４億２,５００万円でござい

ますけれども、前年比２億１,８００万円の減でございます。県営街路事業の負担金につきま

しては先ほどと同じように、県の事業の負担金ということでございます。県の街路事業を市

内では４路線が計画されておりますが、その負担金でございます。 

それから地方特定道路の関係でございますけれども、これは街路事業でございますが上村

上野線それから丸山道路という街路事業をやっているわけでございますが、こちらの方につ

きましては用地取得、それから物権補償費の方に今回は予算付けをさせていただきまして、

工事費の方は当面ここではまだ予算付けをしていないと。要はもう１～２年用地物件を補償

させていただいて、あと残りの延長が５０～６０メーターしかないのです。それで家屋移転

がその中にでございますので、ちょっと当面は用地物件補償に先行させていただくという内

容でございます。 

それから次、１８２ページ、１８３ページに入らせていただきますが上から３行目まちな

み空間創出整備支援事業の関係でございます。２,３００万円ほどの減額でございましてあと

残り３６０万円ほどございますが、牧之通りの雁木建築関係の補助金でございます。全体事

業費の３分の２を県と市で２分の１ずつ負担をするという内容でございまして、２１年度で

完了の予定でございます。 

公共下水道事業対策費の関係でございますが、下水道関係の特別会計繰出金でございまし

て３,２００万円ほど減額になってございます。 

２０年度に計上されておりまして、今回はここに計上がないというのにつきましては、冒
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頭に申し上げました、スノートピア道路事業の関係の事業が終わったということがございま

して今回はございません。それから流雪溝の整備事業の関係をずっと平成６年以来、毎年の

ように進めてきたわけでございますけれども、１２月の今回の補正の方でもいただきました

が、もう少しその流量調査をやって明確にいろいろ運営方針を固めてからということもござ

いまして、当面ちょっとその方針が固まるまで、事業費、今回は工事費を削除させていただ

きました。見送りでございます。 

それから３目 都市計画施設費の関係でございますが、浦佐駅の広場管理費が増えまして

それぞれの施設管理費につきましては、ほぼ前年の同額でございます。 

はぐっていただきまして公園費でございますが、前年比約２００万円ほどの減でございま

して、２,２８０万円が計上でございます。児童公園管理費につきましては１８７ページをち

ょっとお開きただきますが、一番上にトイレの建設工事が載ってございます。こちらの方に

つきましては２００万円ほどの計上でございますが、上島の児童公園のトイレの水洗化を図

りたいということでございます。 

それから次河川公園管理費につきましては前年の鎌倉桜ヶ丘公園の下水道接続工事が完了

したということもございまして３７０万円ほどの減額でございます。 

次、銭淵公園の管理費でございますが８２万円ほどの減額でございます。公園の中に伝世

館が出来上がったわけでございまして、こちらの方の管理につきましては２款の天地人推進

プロジェクトの方に――建物の管理につきましてはですね、そちらの方に予算が付けられて

おりますけれども、ここにつきましては公園と一体となった施設もございますけれども、光

熱費の関係だけを若干伝世館にまつわるものもちょっとここで公園費の中に計上させていた

だいたということでございます。 

はぐっていただきましてまちづくり交付金の関係。１８９ページの説明欄でございますが、

まちづくり交付金の関係でございます。県営街路事業、先ほど申し上げました牧之通りの関

係の仲通り線に接続をする街路の、接続する市道の改良事業でございまして、こちらの方も

最終面を迎えたところでございます。 

１９０ページ、１９１ページ住宅費の１目、住環境整備事業費でございますが、１,１００

万円ほどの減額でございまして３,３００万円ほどでございます。市営住宅の管理費というこ

とで老朽化等いたしました。政策改築もございますけれども、含めて３５５戸、あるいは県

営住宅の７６戸の管理費相当でございます。 

施設修繕工事費が６５０万円ほどございますが、津久野の住宅の屋根の防水工事を、ここ

の年はなんとしても施したいということで計画しているところでございます。 

住宅改修工事費につきましては１００万円ほどございますが、火災報知機の設置の工事で

ございますし、地デジのアンテナの関係でございますが、こちらの方にはここに予算計上し

てございませんが、一般の修繕費等の対応の中でもできるかなとは思っておりますけれども、

今調査中でございまして調査見積の依頼中でございます。もし、１００万円以上総体的にで

すね、取り替えるといいますか。分電盤等もございますのでそれの辺を全部取り替えるとい
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うことで１００万円以上かかるということであれば、地域住宅交付金というものが交付をさ

れるということになっておりますので、調査をした段階で該当するようであれば交付金を 

お願いするということで、なんとしてでも２２年の７月でしょうか、までには間に合わせた

いということでございます。 

下の方にまいりまして木造住宅の耐震診断の関係でございます。４４０万円相当でござい

まして、昨年までは１２０戸の計上をはかってまいりましたが、実績がその年度と同じ数字

で推移してまいりまして１８年度が１８件、１９年度が１９件、２０年度が２０件とそうい

うご利用でございます。非常に極めてちょっと利用率が少ないということでございまして、

ちょうど１２０戸を半分にいたしまして６０戸分の計上をさせていただいたということでご

ざいます。 

国土調査につきましては、今、順調に推移をしているところでございまして、また面積を

寺尾地区等々、あるいは四十日の方にも拡大をしながら進めてまいりたいということでござ

います。 

先ほどから話がございますが事業的には計画したとおり順調に進んでいるということをご

理解いただきたいと思います。以上でございますがお願いいたします。 

○議   長  土木費に対する質疑を行います。 

○笛木信治君  考え方をひとつお聞きしたいのですが。一番最初の方ですか、市の単独事

業。これは確か道路や何か、市道の改良事業何かだと思うのですが、きっとそれぞれ延長の

あったきちんとした道路をいうのだと思うのです。私はむしろこの道路関係で市民要望が本

当に多いというのは、市民の暮らしの中のこの曲がり角とか、ここのところとかというのが、

私はかなりの数にのぼると思うのですよね、そういう細かい市民要望というのは。 

そうしたところに３０億円の予算の全体の割り合いとしてどのくらいのもの。ここのとこ

ろではこれは１億円ですか。そのほかに市道の改良というようなのがありますけれども、私

は土木予算の中でむしろ住民要望の多い、そういう本当になになに事業にあてはまらないよ

うな、小さな要望が数百あると思うのです。そういうものをちょっと重点的に取り組むとい

うことで、この予算をちょっと増やすというようなそういう考えかたというのは。全体、重

要な事業がありますから膨らんでいるというのはわかりますけれども、そういうふうに土木

費というのはちょっと転換は考えられないものでしょうか。 

○建設部長  昨年の決算だったでしょうか、笛木議員さんにこの話をいただきましたが、

要望はもう本当にたくさんございます。ちょっとした例えば修繕的な意味合いで、５０万円

あるいは１００万円相当でできるものは、また修繕費の方で対応するということになります

のでこちらの市道改良の方には回ってこないわけですけれども、極力、財源の関係もござい

ますので公共事業、要は補助金等々ですね、交付金をあてにしながらの事業を進めているわ

けでございます。市単独の道路改良につきましては特例債等々も使えますし、先の前倒しの

関係の５,０００万円につきましても、あれは地域活力臨時交付金でしょうか、生活支援交付

金１０分の１０充当しておりますので、交付金を使わなくてもこちらの方でも対応をすると
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いうこともございます。極力、財源に配慮しながら進めるわけでございますけれども、なか

なか優先度――さっきもちょっと優先度を見極めながらという話をさせていただきましたが、

地域性もございます。ひとつ旧町のある地域にだけ限定をしてそちらの方の事業を進めると

いうのもなんでございますので、極力公平に地域を配分いたしまして選択をしてやらせてい

ただくわけでございます。予算がもう少し増額してもというような話もいただきましたが、

極力その方向でいきたいと思っておりますけれども、この限られた財政財源でございますの

で、有効に活用しながら努めたいと思っておりますがよろしくお願いします。 

○笛木信治君  もう１回素朴な疑問ですけれども聞かせてもらいたいのですが。当然市内

の道路、本線にしろ側溝にしろ、都市計画その他いろいろあるわけですから、こうしよう、

ああしようというのはそれぞれ事業の中にきっと組み込まれていて、そういうふうに組み込

まれていけば単独事業でなくて補助事業でやれるというのがあるのだと思います。 

もちろんそれはそれで進めなければならないわけでしょうけれども、そういうものにひっ

かからない――ひっかからないといえば悪いのだけれども、そういうのがあると思うのです。

ここのところをもう少し、ここのところ３０メートルぐらい改良すればあそこの道路に通じ

るというようなそういうものもあると思うのです。 

そういうものというのはあれでしょう、基本的にそういう制度事業みたいなものにはかか

らない。かかるものもあるのですか。基本的にはなかなかそういうのはかかりにくいと思う

ので、どうしても市が単独で取り組むのではないかと思うのですけれども。 

そういう道路というのは全体の要望の中で、土木部長はいつもにらんでいると思うのです

が、やはりかなり比率であるものなのでしょうか。そういう箸にも棒にも引っかからないと

いえば悪いけれども、そういういろいろな制度に引っかからないような要望というのは、か

なりありますか。道路改良で。 

○建設部長  確かにいっぱいございます。例えば既存の側溝がございまして、側溝の幅を

伏せ替えてそこに蓋をかければもう少し広くなるとか、あるいは凸角のところを危ないとこ

ろをもう少し拡幅したら、あと側溝の妨げにならないとか、そういったようなこともござい

ます。 

そういったところは補助事業としてちょっとなかなか該当してこないところでございます

ので、そういうところはとにかく危険度優先、それから交通量の多いところ。そういうとこ

ろの優先をしながら取り組んでいきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願い

します。 

○山田 勝君  都市計画の部分、ページ１８１になろうかと思います。基幹病院のおおよ

その位置も決まってきたような気がしますので、実はそこにいたる各方面。病院間の連携も

あります、各方面からの道路インフラの全体の整備。基幹病院に向かう道路インフラの整備、

その辺の考えを伺いたいと思います。 

○建設部長  必ずしも都市計画決定をしなくてもやれるところはあるわけでございますし、

それから基幹病院の関係につきましては、浦佐駅中心に――エレベーターの関係も一応関係
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があったのですが、バリアフリー基本構想が浮き上がっておりまして、歩道のなんといいま

すか障害者の誘導ブロックですか、そういったものも設置をしようではないかとひとつの基

本構造が出来上がっております。いつやれるかというのは一応保留でございますが。 

幸いにしましてその県道の方、あるいは市道の関係も含めて結構整備が進んでおりますし、

ただ、多聞橋のあの辺の関係はまだちょっと進んでおりませんけれども、基幹病院は平成２

６～２７年でしょうか、開院を目指すということもございます。その前の部分的な開院があ

るかもしれませんので、極力その辺は遅れないように整備を図っていきたいところでござい

ます。 

さっき説明の中で申し上げました用途地域の関係、あるいは都市計画道路の見直しの関係

も含めまして、都市計画道路でなくても先ほどはいいという話をしましたけれども、そうい

うことも含め、インターからのアクセスの関係も含めまして、総合的にインフラ整備を図っ

ていきたいというふうに考えております。まだ具体的にどこをどうしようというふうな話に

はいたっていないところが現状でございます。市長、なにかありましたらお願いします。 

（「いいです」の声あり） 

○山田 勝君  そうしますとまだ全体的な基幹病院を中心とした道路インフラ。放射状の

細々した調査だとか改修計画は現状ではないということですか。 

○市   長  一般質問のどなたかの話も出ましたが、基幹病院関連で市がどのくらいの

財政負担をしなければならないとか、どういう事業をということも出ていたわけですけれど

も。基本的に今、基幹病院は大和病院の敷地内に作ろうということですね、敷地内に。 

大和病院も含めて足らない駐車場用地等を若干なんといいますか東側の今の農業地域の方

に広げていこうかというかたちです。そうしますと改めて道路を新たに切らなければならな

いとか、そういう問題はほとんど生じない。 

ですので、あまり大きなそういう場面での投資というかそういうことはそう起こらないだ

ろうと。ただ、インターからの連絡関係。インターが一番でかくなると思うのですけれども、

その辺が今の道路の中で間に合うか間に合わないかということはこれからですけれども。 

ですので全体的に、では基幹病院ができてそれにでは道路をどうして、ではここに例えば

健康産業関連の部分を誘致する用地だとか、そういうことはまだできておりませんので。今

年基幹病院の基本計画――基本構想から基本計画に進みますので、その中である程度具体的

にはなってきますけれども、あまり大きな道路形状の変更だとか、新たな道路を切らなけれ

ばならないとかということはそう生じてこないという予測であります。 

○山田 勝君  その本当に周辺のことではなくて、例えば城内病院から救急搬送で基幹病

院にいたる道、例えば大崎小学校の脇の道ですとかそういったもの。用地買収も一切、これ

は市だけではないのですけれども、そういうことで平成２７年とはいえ、もうその道路事業

全体のインフラ整備とすると時間がないと判断されます。そうした中で県なり国なりきちん

と協議をして、ここはこうした方がいいとかそういう計画、それから協議。そういう場面は

必要だと思うのです。そういったことはぜひ、これからすべきだと思うのですが、いかがで
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しょうか。 

○市   長  当然そういう検討はしなければならないとは思いますけれども、今までの

構想を固める段階の中でも、それこそ基幹的な部分ですよね。ですから六日町からはもう高

速です。大崎や城内やあの辺からがどうなるかとか、魚沼市側からはどうなるかと。これは

これから詰めるわけでしょうけれども。そういう問題は若干出てくるかもわかりませんが、

基本的にもうここが大ネックでどうだとかという話等は、まだ出ておりませんけれども、や

っていけば必ず大崎の中はどうなるのだとか、いろいろな問題が出てくるかと思います。そ

れは当然ですけれどもその整備にあわせてやっていくことだと思っております。 

○佐藤 剛君 ２点お伺いいたします。まず１７３ページ下から３行目の橋りょう健全度調

査委託料でありますけれども、補正とあわせて１００橋で今回１,０００万円ということなの

ですが。以前お聞きした話の中では、市の橋６００ぐらいのうち１５メートル以上が１００

橋あってということなので、１５メートル以上の部分はこれで終わりかなと思うのです。そ

の時にあわせて、市の２０年後ぐらいには６割以上が老朽化してしまうというようなお話が

多分ありました。そういうところのこういう健全化調査も含めてやるのか、１５メートル以

上で終わりなのかというところを１点。 

もう１点ですけれども１７５ページでいいのかどうかちょっとあれなのですが、実は地盤

沈下の関係で高感度の降雪感知器を付けて非常に効果が出ているというような情報です。そ

れについては今後またそういうかたちの中で、地盤沈下地域については取り替えていくよう

な方針であるらしいのですが、その関係の予算化がどこに出ているのか。２１年度はどうい

うことになっているのか。ちょっとお聞きしたいと思います。 

○建設部長  橋りょう点検につきましては先ほどご説明申し上げた今、佐藤議員さんが言

われたとおりでございまして、ほぼ今年度で繰越も含めますけれども、一応１５メートル以

上の橋については終わるだろうというふうに思っています。 

これはそれぞれの交付金なり、２分の１の交付金があり、その１０分の１の交付金があり

でございます。本当はそこの中で全部の橋りょう６０２橋をやりたかったのですが、なかな

か１橋あたり見積ですと平均しますと２０万円ぐらいかかるということで、５０橋というこ

とになると１,０００万円ということになるわけです。 

確かに１５メートル以上の橋というのが今１０５橋だったかございます。その１０５橋に

ついて今の事業の中で何とか消化できるとして、これは委託でございますが、それ以下の１

５メートル以下の橋りょうが６０２橋から１０５橋を引いて約５００あるわけです。そちら

についてはちょっと技術員をそれぞれ、点検をできる職員が直営でやろうかということを今、

検討しているところなのですが、点検調査費につきましても２分の１の補助が今年から成立

したわけでございます。それで５０橋の予算をここでもったわけです。 

その１５メートル以下についてなかなか補助対象になりづらいという話を聞いております

ので、なんとかしてその点検の仕方ですとかノウハウを、それぞれ受講をしまして、研修を

受けまして、職員でやっていきたいということでございます。 
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これは調査することだけが目的でございませんで、その後の全体のどこからいつ直すかと

いう修繕計画を立てるわけです。それについても計画を作成する段階でも２分の１補助がご

ざいます。これをなんとかしてもう３年ぐらいの間になんとかして計画書を作りたいという

ことで、それぞれ今市町村が取り組んでいるところでございます。よろしくお願いいたしま

す。 

それから降雪感知器の関係でございますが、地盤地域区域内の中には田村式高性能高感度

の感知器はすべてもう付いております。地盤沈下区域の中ではですね。そこが外れた部分を

今また別の感知器を設置をしながら、周辺区域の方にも拡大しているところでございます。

当然なんといますか今までの通常の感知器と違いまして、ちょっと金はかかるのですが壊れ

たところ、あるいはそれから新規で取り付けをするということになれば、今式というか今年

度２０年度でやったような感知器を設置したいと。 

田村式は非常に高いのです。このメーカーさんは長岡にあるのですが、ちょっと社長さん

がだいぶ弱っておりまして、なかなかこちらの方にちょっとお越しいただけないという事情

もございます。なかなかそれを取り寄せることが不可能になってまいりましたので、別の角

度でちょっと感知器の設置を考えていきたいということでございます。 

○宮田俊之君  １７５ページでお願いいたします。多分ここだと思うのですが。上の方で

補修用原材料費等々ありますけれども、部長の方にコミュニティー事業が始まりまして大き

な改革の一歩であったかと思うのですけれども、職員の方の対応だとか、あと住民の方の感

触といいますか、いろいろとこう戸惑う部分があるかと思います。 

先だっての話を聞きますとこの事業費、コミュニティー事業の方が大きくなっていくとい

う中で、建設の方からしてこの辺の課題だとか、こうやったらもう少し上手くいくだろうと

か。その辺のことをちょっと部長の方から一言、二言あれば教えてもらいたいと思うのです

けれども。 

○建設部長  さっき説明の中でちょっとお話しましたが、２０年度につきましては１,４３

０万円。道路維持費の関係で修繕料あり、あるいは原材料あり、いろいろありましたけれど

も約１,４３０万円をコミュニティーの方に一応予算を付けたと。それで今、試行していただ

いたわけでございますが、２１年度につきましては３月の補正で増額、基礎予算の関係では

１億１３０万円から５０万円増額して１８０万円ということになったわけです。 

これはあくまでも国の二次補正を受けた中での対応でございますので、今回は私ども   

の道路維持費の方からのそちらに振り向けた予算は全くないわけです。ですので、来年また

どうなるかというのは別でございますけれども。 

額は額といたしましても、本当に１１地区が１３０万円の基礎予算をもって２０年度スタ

ートしたわけでございますけれども、確かに地域によっては一応なんといいますか上手くい

ったところもありますし、なかなかてこずったところもあるということで一般質問にもいろ

いろお話をいただきました。あくまでもこれはその地域センター、地区のですね、そのセン

ターの方で窓口になりまして、あるいは道路管理をやっている私どもの担当の方と上手く調
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整を図りながら、この部分まで進めてくださいと。一気に全部進めようとしても無理ですよ

と。継続してまた翌年度以降も契約してくださいというようなこともいろいろ申し上げてま

いりましたけれども。 

そうしてそちらの予算を振り向けられたので、うちの方の道路維持の関係の予算がこちら

に向けられたということで、障害があったということにもなっておりませんで、若干の補正

を途中でいただいた部分もございますけれども、極力何とか与えられた予算の中で執行して

きたということでございます。 

これからでございますが基礎予算の部分になるのか提案予算の方に充当するのかわかりま

せんけれども、先般ちょっと申し上げましたが、地域コミュニティーでございますので地域

の皆さんが、要は睦みあい的に、冬季間の例えば狭い道路の玄関先の除排雪を担当するとか、

そういう睦みあいの精神を持った取り組みをひとつ――私個人的にはそういうものをひとつ

地域の中で考えていただきたいな、というふうに考えているところでございますが、よろし

くお願いします。 

○宮田俊之君  わかりました。その中で実際職員の方々の感触といいますか。いい方にい

ったという話だけでも結構なのですけれども、なんかこんな意識の改善があったとか、その

辺もちょっとありましたら教えてもらいたいと思うのですが。 

○建設部長  これは予算が取られたのでこれたまらんわというような話は当初なかったわ

けではございませんけれども、そうしてもう年度が終わりますけれども、順調に行ったかな

ということで。そんなに担当職員が戸惑ったということは私は感じておりませんけれども、

課長はどうですか。 

○建設課長  まず私どもの職員と地元との、ではどういうものをコミュニティー事業でや

るとか、市の方ではどういうのをやるとか。それはありますので、基本的には道路管理者、

道路法２４条でやっている道路管理者以外が施工できる部分については、地元でもいいでは

ないかと。道路法の規定になっている細かい消雪パイプだとかそういうものについては、市

がやるべきであろうということの、明確化といいますか。そういうのをしたということで、

例えば側溝の蓋を付けたいのだけれども、いや、それは１～２枚の側溝の蓋については、で

は地元でコミュニティーでどうだとか、そういうのも含めたということで。そういうかたち

で、市の方と地元とは明確化になったというふうに私は思っておりますけれども。よろしく

お願いします。 

○関 昭夫君  １７５ページ、道路橋りょう除雪事業費の関係です。機械除雪の関係で初

日の産業建設委員会の報告の中で、なんでしょう企業体と言えばいいのでしょうか協議会と

言えばいいのでしょうか。大和地区と塩沢地域はそれぞれ一つになっていると。六日町につ

いては依然４つだと。二つぐらいから段階的にというような話の報告があったわけですが、

なんか聞く話ですと一つになってくれという話をしても、言うことを聞かないというような

ことが聞こえていますが。行政指導として大和地区も塩沢地区も以前にそういうかたちで一

つになっているのだと思います。もし、六日町がそういう行政側の意向として指導している
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中で言うことを聞かないというままでいいのかどうなのか。その辺が非常に不明瞭だなとい

う気がしていますが、その辺の考え方をひとつお聞かせをいただきたいのと。 

それから除雪の品質といえばいいのでしょうか、やり方と言えばいいのでしょうか。そう

いうのがばらつきがあるというようなことで、それが費用にはね返っている部分もあるので

はないかというようなことが以前あったように思います。いろいろなパトロールをやってい

る中で、通常の通行については支障がないとしても、逆に言えばスキー場のアクセス道路な

んかで消雪があるから機械除雪はやらないのだと。それは基本だと思いますが、例えば脇が

出てくる、消雪の水が行渡らない。そういうことによって観光客にすれば、中には冬用のタ

イヤの備えもなく、天気が良ければそのまま来るわけです。やはりきちんとしたパトロール

の中で観光客、あるいは通学路にしても同じことだと思いますが、その辺をきちんと把握し

た中での指示の徹底を願いたいなという気がしております。 

 それから１８３ページの公共下水道対策費の繰り出しに関連してなのですが、下水道特別

会計ですと歳入の分、使用料関係で約９億１,０００万円。歳出の分で一般管理費と処理費を

考えると約７億８,０００万円。確かに工事をしていますので、工事関係の分は別途あがって

いますが。入りと出のことを考えるとそこに差異が出てきているという中で、その大きな分

は多分処理場の負担金だろうと思います。 

料金の値上げを以前やったときに、負担金がアップの分を賦課したということがあったと

思います。当然それが下がっているわけですので、上水道の方の経済対策も含めて一時的に

なるのかどうかわかりませんが値下げという話もありますけれど、下水道料金の値下げもや

はりそういう部分で考えてもよろしいのではないかという気がします。お考えをお伺いした

いと思います。 

○建設課長  それでは機械除雪の企業体の件でございます。まず企業体につきましては委

員会の方でも資料があるとおり、六日町地区について１９社の構成になっておりますが、市

の方としては企業体の中のメンバー１９社については、私もこの会社でやれとかそういうこ

とは一切しておりません。 

ただ、代表者につきまして調整をさせていただきまして、毎年六日町地区の場合は今２年

に１辺の地区と、毎年代表者が代わる地区。そういうものがあるものですから、できれば私

どもはもう強制的にということでありますけれども、基本的にまず４つが１度にできないの

であれば、とりあえず２地区でもいいし、３地区一つにして１地区でもいいからということ

で、２１年度にはどちらかの方向を出してくださいということで、企業体の方に話をしてお

ります。 

結果２１年度はどうなるか、ちょっと私どもも現在返答できませんけれども、そういうか

たちで市の方も４本を１本、２本から１本ということで将来的には南魚沼に一つというふう

な考え方をしたいということでございます。 

それともう一つの除雪のばらつきがあるということでございますけれども、南魚沼地域も

範囲が広いということで、山側のものとそして観光スキー場を抱えている地区ということで
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ございますので、その辺については当然出動する時間といいますか、そういうのも全部変わ

ってきます。そういうのを含めて、消雪パイプで消えないで路肩に溜まっている雪、これに

ついては私どもは見た中で、ある程度幅員が狭くなったというときにつきましては、天候を

見られた中でローターリーで飛ばしてくださいと。 

そういうやり方をしていますので、何かそういう・・・ただこう雪がいっぱい降っている

ときは多分道が狭くなっていると思いますけれども、とくに観光地区についてはそういうか

たちでやっていっているというふうに私は思っているのです。けれども、もしなければそう

いうふうに努めていきたいというふうに思っております。よろしくお願いします。 

○水道事業管理者  ただ今の公共下水の方の料金をどうにかならないか。景気対策の一環

としてというようなお話が出ましたが。今、公共下水の方は一応２５年を目途に進めている

と。ただ、これが今のところ予算の付け具合で、若干伸びるというようなお話を本会議でや

りました。 

これにつきましては何年延びるとかそういうのは今後の過程になろうかと思いますが、今

のところ非常に財源と起債の関係等で縛りが出ますので、そちらを優先に工事を優先したい

というようなことで、下水の方は今のところ景気対策の一環として下げるわけには今いかな

いのではないかと。その分、水道の方で何とか短期間でやらせていただきたい。料金の方は

今、一体として頂いていますので、そういうかたちを取らさせているというようなことで考

えておりますので、よろしくひとつお願いしたいと思っています。 

○関 昭夫君  企業体の件ですが、行政指導として意向としてそういうふうに推し進める

のであれば、きちんとやはりそこを徹底していただきたい。だから言うことを聞かないなど

という話が聞こえてくるようでは困るな、ということで質問させてもらいました。お願いし

ます。 

 それから除雪の具合ですけれど、お話のとおりしていただければそれでいいかというふう

に思います。 

下水道ですが、なぜ、料金を下げられないかという話をするのは、結局使っていただかな

ければせっかくの公共投資がもったいないわけです。せっかく普及が進むと。ただ、残念な

がらつなぎこみが思うほどに進んでいない。確かにつなぎこみは進んでいますが、それ以上

に進まないところも出てきています。それは何かといえばやはり料金や何かの中でメリット

が出てくると。下水道につないだ方が浄化槽や汲取りでいるよりはずっとメリットがあるの

だよというところが、やはりつなぎこみのきっかけに十分なるわけです。 

あえて歳入の部分と歳出の部分を比べたのは、もう今でもそういう状況があるわけです。

工事を進めていく分は別ですけれど、そういうところも考えて、やはり料金設定をみていか

なければいけないのではないかと。 

先ほどし尿の衛生費の方で質問をしましたが、し尿は入りの分と出の分は、どちらかとい

うと出の方が多いわけです。それは政策上、下水道の関係があったりいろいろしますから、

そこでのものはやはり行政側が補填していかなければいけない部分はあると思います。けれ
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ど、下水についてはもう歴然とそういうところがみえてきたわけですので、やはり検討をし

て、逆に普及を図るということが必要ではないかと思いますけれど、答弁をお願いします。 

○企業部長  今、１８５円、１８９円。毎年、毎年、下水道につなぎこみが増えていって

いるのですが、そう水道量そのものがそれほど伸びないのです。ということは委員会でもち

ょっとお話しましたが、おそらく水漏れを直すときに、節水器型の器具に変わっているので

はないかなと思われます。そういうことでもなければ、つないだ分だけ便所の関係とかそう

いうのがどんどん増えていくのではないかと思っていたのだけれど、なかなかそれがでない

というようなことです。少子化、あわせて節水型の器具に水漏れを直すときに直しているの

ではないかなというのが一つあります。そんなことで水道とこれを足しますと、相当の１立

方メートル金額になると思います。 

そんなことで将来的にはこれが落とされればこれが一番いいのですが、起債のてっぺんに

下水の場合はまだきません。起債のてっぺんがおそらく平成３０年ごろになろうかと思いま

す。そんなことを踏まえますと、やはりここでちょっとばかり下げて起債の方とバランスを

取った場合より、早めに事業を終わらせていきたいというのが担当の願いでございます。そ

んなことを踏まえてもう少しこの問題については、時間をいただきたいと思っております。

以上です。 

○中沢俊一君  １点お願いします。１７５ページの融雪関係です。今朝私は９時過ぎに１

７号から十日町六日町線の県道に入って駅前を通ってきたわけですが、天候はみぞれから雨

になるところでした。消パイが勢いよく出ておりましたが、この辺のチェックはこの辺のこ

とは知っておられるのでしょうか。 

○建設部長  感知器の感度の関係でございまして、非常に少雪のとき、あるいは雨のとき、

それからちょっと寒いとき、いろいろなところでちょっと誤作動といいますか感知をして、

このくらいの雪なのに水が出る必要がない、出てもらっては困るというようなところもない

ばかりではございません。極力私どもはそれぞれの道路管理者が管理をしているわけですか

ら、市道の方の関係や県の方も含めて、そういう情報が寄せられれば、あるいは自分たちが

感じれば、その道路管理者にめがけてちょっと出ていますよ、ということで状況はいちいち

逐一連絡をするのですが。なかなかこれをなんといいますか正常に――その正常といっても

どこまでの範囲が正常というのも、なかなか感知器の感知の仕方で面倒なところがございま

して、非常にちょっとその辺は苦慮しているところがございます。けれども、とにかくむだ

な水が出るということになれば、当然住民の皆さんが黙っておりませんので、その辺は極力

そういうことのないように。適正に管理をしているつもりなのですが、そういう事態がたま

に発生するということがございますので、ご理解いただきたいと思います。 

○中沢俊一君  たまにであれば幸いだと思いますけれども、本当に一番ああして目抜き通

りの目に付くところであります。一番その辺のなんといいますか暖かいときの暖かい雪で、

たまる必要がないあたりをいかに知るのかというところが、今回の積雪感知器の導入ですか

ら。７０万円、８０万円するという感知器が５,０００万円を越えるお金が入っているわけで
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す。本当に慎重にやっていただきたい中で、環境省への職員派遣、これはもうそれ以前の問

題ですから、本当にこの辺はチェックを怠らないで欲しいのですがいかがでしょうか。 

○建設部長  先ほどのご質問は、県道十日町六日町線というお話を聞きました。（「駅前か

ら全部です」の声あり）全部ですよね。要は全体的に一つの感知器、一つといいますか最近

付けた感知器がそういう誤作動を起こしたということだと思うのですが、ご指摘をいただき

ましたので。とにかく私どももそれは本当に今、困っているところでございますので、これ

からそういうことが起きないように、県の方にも働きかけながら管理をしてまいりたいとい

うふうに考えておりますのでよろしくお願いします。 

○議   長  あと二人のようですので、第８款を決まりにしたいと思います。ご協力を

お願いいたします。 

○若井達男君  １点お伺いします。これはどうしても聞いておかなければならないという

ふうに私は思っています。１９３ページ、国土調査の件でございます。今ほど部長の説明で

順調に進んでおるということを聞かせていただきました。これは本当に結構なことだという

ふうに考えているわけです。が、しかしながら、この後、四十日に新年度この方から入ると

いうやはり事業計画になっているわけです。それはそれとしまして、ここにも国土調査室長

がみえておりますが、この後の計画、これは１０年計画をまず大枠で作られて、その中にそ

れぞれのまた単年度ごとに次年度の事業計画を組まれておるというふうに、私は考えていま

すが。 

それはそれとして結構なのですが、その中でこの四十日が今、始まるという中に、この１

９年、２０年度で国・県の部分、国、県の事業で国道、県道そういったところが境界が設置

されたということで、この市街地の中にもいつでも入れるという国土調査として、一筆調査

の条件が整ったというふうに私は感じております。その辺のこの後の四十日、そちらの方は

やはり継続してやっていく中で、新たに旧六日町地区の市街地の方から、これも一緒に中で

事業が進行していけないかというふうに考えているわけですが。 

室長、その点あなたのがんばりで確かに順調に進んでいるという、これは私も評価してい

ます。しかしながら多分今年の３月で、めでたく定年されると。その後のことが私は心配で

すが、ひとつお考えがありましたら聞かせてください。 

○国土調査室長  若井議員さんのご心配に対してお答えいたします。言われるように１９

年度から大和町の境から、六日町の五日町地区に着手いたしました。１９年度それから２０

年度と現地調査を行いまして状況の方向としましては、１９年度分が３月・・・日にちはわ

かりませんが、先日認証をいただきまして、無事に法務局に送付をしたところでございます。 

五日町地区の中心を２０年度実施いたしました。大変家混みの地区もありますし、山地ま

で全てでございました。１９年度やったものの倍の面積、それから家屋数からいえば４倍の

量がありましたが、現在いる職員で６人、私を入れて６人ですが、二人１組で３班を作りま

して３カ月かけて現地調査を終わらせました。おかげさまで１９年度、２０年度ともに地元

の皆様のご協力をいただきまして、一筆調査においての筆界未定というのが１件もございま
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せんで、すべて終わっております。 

今後は実施に向けての内容でございますが、ここにも表示されておるとおり、全体計画書

および１０カ年計画に基づきまして順調に進めていく。計画どおりやっているわけですけれ

ども、一番心配されるのはやはり人員の問題がございます。人員確保は市庁舎内の方との内

部においての検討を十分行いまして、これから先、現在進めております五日町、それから寺

尾、それから四十日地区については、今までどおりの計画で順次むこうの計画を緩みなく進

めてくる予定でございます。 

それから平成２２年度から市街地の旧六日町地区、ＤＩＤ地区に着手したいということで

計画をしております。それでここの地区につきまして、向こうの方の手を休めないで両方１

度にやるということは、非常に難易度の高いところに入ってくるわけですし、厳しい状況も

考えられます。 

その中で私どもは委託を考えております。委託によってどちらかを委託して――委託とい

うのは一筆地調査を委託するということで、私どもが現地調査をしている部分を業者委託に

変えていくということで、職員の増員をそんなに多くは図れないだろうということについて

委託について対処していきたいと。 

それで当初計画を作った段階からして、これは想定しておりましたので、人員計画をある

程度抑える中でそれをまわしていくためには、まず職員が現地での調査を一人一人がすべて

のパターンを覚えてもらう。それから土地の所有者の皆さんが大切な財産を扱うわけですか

ら、その扱いについての十分な対応ができる職員になるということを目指して今までやって

きておりますので、今後この計画でもって進めて、私は大丈夫だとこう思っております。よ

ろしくお願いします。 

○若井達男君  市長にお伺いします。今、室長がこの２２年度以降についても、なかなか

難易度はあるけれど一部委託というようなことでやっていくということです。市長もこの国

調については、私も何回か聞いている中で、この議場でそれに携わったのは私だけだと、私

一人だというようなことも答弁されておりますが。やはり市長の考えとしてこの国土調査の

スピード化、これをどの程度、市長自身でお考えになっておりますか。 

やはりこの経済効果、またありとあらゆる公共事業、官民境の争い、それらが網羅されて

いるわけですが、私はとにかくこれはスピード化だというふうに考えておりますが、市長自

身のお考えをひとつお聞かせください。 

○市   長  この国土調査未実施地区を全部実施するに当初の計画を立てたときは、こ

のままいくと１００年といっていました。１００年はいくらなんでもかけていてもどうしよ

うもないということですから。今まだ私もその後の全体的な部分のことについての検討を、

まだ伺っておりませんので、今、順調に進んでいるということだけは話は聞いておりますの

で。これから要は人員と財源であります。人員の方が委託関係で上手くまわるのか、では財

源的にまたどの程度のことをやらなければならないのか。これをまたもう一度きちんと見直

さなければならないわけです。 
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やはりできる限り早くこれを終わらせていただいて、税の公平性も図らなければなりませ

んし、そういうことではなるべく早く終わらせたいという気持ちは、ずっと持ち続けており

ますのでよろしくお願いいたします。 

○議   長  最後ですので、しっかりとやってください。 

○岩野 松君  １点だけお聞きします。１７９ページの１級河川の草刈委託料ですが、昨

年に比べて約５００万円近く予算からみると減っているのですけれども、この減った理由と、

それから減っても十分なのかどうかというのをまずお聞かせください。 

○建設部長  先ほどちょっと説明でも申し上げたつもりでございますが、県の方針が。県

から委託を受けて、私どもが地元の皆さん、業者さんに委託をして草刈作業を行っていただ

くわけです。単価の減少もございますし、県の方で、私ども市を通さないで直接、業者さん

に委託をするという方向に切り替えつつございます。ただ、全部というわけにはいきません

ので、私どもの方に委託をする部分が減ったと。要は面積的にもですね。そういうことでご

理解いただきたいと思います。 

○岩野 松君  そうするとこの分についての５００万円というのは、必ずしも同じ場所が

減ったというわけではないというふうに考えていいわけですよね。 

実は六日町の中の鎌倉沢の周りの上町のところですけれども、非常に草もすごいし、もう

木になりつつあるところもあるのです。それと河川の改修も含めて地元の人からも本当に大

変だという声はよく聞こえてきます。いろいろ動いた方もいるらしいのですけれども、ここ

２～３年はごく大雨が降らないので大丈夫なのですけれども、本当に心配しておられる方が

あるのです。それについてお聞かせください。 

○建設部長  新川橋のところに歩道が付きました。あそこの上下流、若干土砂上げも含め

てちょっと若干、県の方から手を施していただきました。草刈もそうですし、土砂上げにつ

きましても、継続して上下流もう少しやっていただきたいという要望を、地元からいただい

ております。 

県の方にもそれを伝えてございますので、すぐ来年、２１年度で実施できるかどうかはわ

かりませんけれども、確かに今まであそこの土砂が山積みになっていましたので、一部そう

いうことで取っていただければ、本当に改善されたなというふうに実感するわけでございま

す。継続して要望してまいります。 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって第８款 土木費に対する質疑を終わります。 

○議   長  お諮りいたします。本日の会議はこれで延会したいと思いますがご異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって本日はこれで延会することに決定いたしました。 

○議   長  本日はこれで延会いたします。次の本会議は明日３月１８日午前９時３０
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分、当議事堂で開きます。お願いいたします。 

（午後４時３７分） 

 


